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第 28号 平成 5年

学校法人会計基準と企業会計基準の統一と問題点

工藤市兵衛

On u.nification and p:roblems of Accou.niing Sauda:rds 

of educatinal foundation and private enterp:rises. 

Ichibei Kudo 

We will study how to examine advantages and disadvantages of the unific forms on 

accounting staderds 

We will subtantiate to be able to attain the advantages of the unific forms 

学校法人会計基準と企業会計基準の目的及び統一

様式にした場合の特質について検討する。さらに統

一様式が可能であることを立証する。
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学
校
法
人
会
計
基
準
と
企
業
会
計
基
準
の
統
一
と
問
題
点

Mar.1993 

私
立
学
校
法
第
三
一
0
条
第
一
項
で
、
学
校
法
人
内
部
の
基
本
法
た
る
寄
付
行
為
の

必
要
的
記
載
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
内
で
会
計
に
関
す
る
規
定
は

(
7
)

資
産
及
び
会
計
に
関
す
る
規
定
、

(
8
)
収
益
を
目
的
と
す
る
事
業
を
行
う
場
合
に
は
、

そ
の
事
業
の
種
類
、
そ
の
他
の
事
業
に
関
す
る
規
定
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
尚
、
私
立
学
校
施
行
規
則
に
よ
れ
ば
、
寄
付
行
為
認
可
申
請
書
に
添
付
す
べ

き
財
産
目
録
は
、
基
本
財
産
と
運
用
財
産
と
を
区
分
し
、
収
益
事
業
を
行
う
場
合
に

は
更
に
、
収
益
事
業
用
財
産
を
区
分
し
て
記
載
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
(
私
立
学

校
法
施
行
規
則
第
二
条
、
三
条
)
。
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学
校
法
人
会
計

学
校
法
人
の
会
計
年
度
は
、
四
月
一
日
に
始
ま
り
翌
年
三
月
一
三
日
に
終
え
る
も

の
と
さ
れ
る
(
私
立
学
校
法
四
八
条
)
、
国
(
財
産
法
一
一
条
)
、
地
方
公
共
団
体
(
地

方
自
治
法
二

0
八
条
一
項
)
の
会
計
年
度
と
同
一
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
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一
。
学
校
法
人
会
計
基
準

学
校
法
人
の
会
計
に
つ
い
て
の
一
般
的
準
則
は
、
学
校
法
人
会
計
基
準
(
昭
和
四

六
年
文
部
省
令
第
一
八
号
)
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
。

私
立
学
校
振
興
助
成
法
第
一
四
条
第
一
項
で
は
、
第
四
条
第
一
項
又
は
第
九
条
に

規
定
す
る
補
助
金
(
す
な
わ
ち
、
経
常
的
経
費
に
つ
い
て
の
補
助
金
U

を
受
け
る
学

校
法
人
は
、
文
部
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
い
、
会
計
処
理
を
行
い
、
貸
借
対
照
表
、

収
支
計
算
書
そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
。
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学
校
法
人
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
、
合
理
的
な
一
定
の
ル

1
ル
を
定
め
る
べ
き
こ

と
は
、
従
来
か
ら
学
校
法
人
の
公
益
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
も
、
そ
の
必
要
性
が

指
摘
さ
れ
て
き
て
い
た
。
し
か
し
、
学
校
法
人
は
営
利
企
業
と
異
な
り
、
損
益
計
算

書
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
性
が
な
い
こ
と
、
全
面
的
な
非
課
税
措
置

が
と
ら
れ
て
い
る
た
め
、
税
制
の
面
か
ら
も
会
計
処
理
の
明
確
化
の
必
要
性
が
強
く

求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
等
の
理
由
か
ら
、
こ
の
会
計
基
準
制
定

前
に
は
、
よ
る
べ
き
共
通
の
一
般
的
な
会
計
の
準
則
が
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
法
人
に
お
い
て
ま
ち
ま
ち
の
方
法
で
会
計
処
理
が
行

そ
れ
ら
の
処
理
方
法
は
必
ず
し
も
合
理
的
と
は
い
え
な
い
状
況
に

← 240 

わ
れ
て
お
り
、

あ
っ
た
。

法
制
的
に
み
て
も
学
校
法
人
は
、
毎
会
計
年
度
、
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び

収
支
計
算
書
を
作
成
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
(
私
立
学
校
法
第
四
七
条
)
、
そ

の
内
容
、
形
式
に
つ
い
て
は
何
ら
規
制
を
受
け
ず
、
学
技
法
人
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
他
に
は
収
益
事
業
を
特
別
会
計
と
し
て
経
理
す
る
こ
と
(
私
立
学
校
法
第
二
六

条
第
三
項
)
等
が
規
定
さ
れ
て
い
た
に
留
ま
る
。

学
校
法
人
の
会
計
基
準
制
定
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
私
学
関
係
団
体
等
か
ら
も
、

つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
昭
和
四
二
年
六
月
、
当
面
の
私
学
振

興
策
を
検
討
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
文
部
省
の
臨
時
私
立
学
校
振
興
方
策
調
査
会

に
お
い
て
、
私
学
振
興
に
関
連
す
る
諸
方
策
の
一
つ
と
し
て
「
学
校
の
経
理
の
合
理

化
、
適
正
化
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
た
め
財
務
基
準
の
制
定
、
公
認
会
計
士
に
よ
る

監
査
等
経
理
の
合
理
化
、
適
正
化
を
確
保
す
る
た
め
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
必
要
が

あ
る
。
L

と
の
考
え
方
が
示
さ
れ
た
。
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こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
、

u

昭
和
四
三
一
年
七
月
学
校
法
人
の
財
務
基
準
調
査
研
究
会
が
発

足
し
た
が
、
こ
の
研
究
に
お
い
て
慎
重
な
検
討
の
結
果
、
昭
和
四
五
年
五
月
「
学
校

法
人
の
財
務
基
準
に
つ
い
て
」
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
研
究
会
は
発
足
以
来
四

五
回
に
わ
た
る
審
議
を
行
い
、
こ
の
報
告
は
文
部
省
管
理
局
長
に
な
さ
れ
た
①
。

昭
和
四
十
五
年
か
ら
、
私
立
大
学
等
に
対
し
、
経
常
的
経
費
に
対
す
る
国
の
補
助
制

度
が
創
設
さ
れ
た
が
、
こ
の
経
常
的
経
費
に
対
す
る
補
助
金
は
、
施
設
a

設
備
費
に

対
す
る
補
助
金
と
異
な
り
、
人
件
費
を
含
む
経
常
的
経
費
に
対
す
る
補
助
で
あ
り
、

点
そ
の
補
助
金
の
対
象
と
な
る
経
費
が
個
別
に
詳
細
に
特
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

聞
い
た
め
、
学
校
法
人
に
お
い
て
、
そ
の
公
共
性
を
十
分
自
覚
し
、
適
正
な
会
計
処
理

寸
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
昭
和
四
五
年
五
月
一
日
本
私
学

峨
振
興
財
団
法
の
制
定
に
伴
い
、
私
立
学
校
の
一
部
改
正
が
行
わ
れ
、
私
立
学
校
法
に

騨
第
五
九
条
第
八
項
の
規
定
が
設
け
ら
れ
、
「
私
立
学
校
の
経
常
的
経
費
に
対
す
る
国
又

討
は
地
方
公
共
団
体
の
補
助
金
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
交
付
を
受
け
る
学
校
法
人

館
は
、
文
部
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
い
、
会
計
処
理
を
行
い
、
貸
借
対
照
表
、
収
支

し
ι準

計
算
書
そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
こ
と

計
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
伴
い
、
文
部
大
臣
の
定
め
る
基
準
で
あ
る
「
学
校
法
人

ム
Ehu

会
計
基
準
」
は
、
昭
和
四
六
年
四
月
一
日
に
公
布
さ
れ
同
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と

校
と
な
っ
た
。

学

こ
の
会
計
基
準
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
学
校
法
人
の
会
計
処
理
の
実
情
か

ら
み
て
、
会
計
基
準
に
よ
る
会
計
処
理
の
円
滑
な
実
施
が
で
き
る
よ
う
、
政
令
で
時

間
的
余
裕
を
も
た
せ
る
こ
と
と
し
、
文
部
大
臣
所
轄
学
校
法
人
い
つ
い
て
は
昭
和
四

十
六
年
度
か
ら
、
知
事
所
轄
学
校
法
人
に
つ
い
て
は
昭
和
四
八
年
か
ら
適
用
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
会
計
基
準
の
附
則
第
二
項
に
お
い
て
、
会
計
基
準
が
初

め
て
適
用
さ
れ
る
学
校
法
人
に
つ
い
て
は
、
初
年
度
の
例
外
を
認
め
二
年
目
か
ら
全

面
適
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
五
0
年
度
私
立
学
校
張
興
助
成
法
の
制
定
に
よ
り
、
旧
私
立
学
校
法
第
五
九

条
第
八
項
の
規
定
は
、
助
成
法
第
十
四
条
の
規
定
に
移
し
替
え
て
整
備
さ
れ
た
。
こ

れ
に
伴
い
学
校
法
人
会
計
基
準
に
も
若
干
の
改
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

寸
尚
子
校
法
人
会
計
基
準
し
は
そ
の
後
長
年
の
施
行
を
経
て
広
く
定
着
す
る
に
至
っ

た
が
、
昭
和
五
九
年
九
月
、
そ
れ
ま
で
の
聞
の
運
用
の
状
況
を
ふ
ま
え
基
準
の
一
層

の
整
備
を
図
る
こ
と
と
し
、
文
部
省
内
に
学
校
法
人
財
務
基
準
調
査
研
究
協
力
者
会

議
が
設
置
さ
れ
、
改
善
方
策
が
進
め
ら
れ
、
昭
和
六
二
年
三
月
「
学
校
法
人
会
計
基

準
の
改
善
に
つ
い
て
L

の
報
告
が
ま
と
め
ら
れ
、
同
年
八
月
三
一
日
、
文
部
省
令
第

二
五
号
「
学
校
法
人
会
計
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
」
が
公
布
さ
れ
、
昭
和
六

三
年
度
以
後
の
会
計
年
度
に
係
る
会
計
処
理
及
び
計
算
書
類
の
作
成
か
ら
適
用
さ
れ

る
に
至
っ
た
②
。

二
。
会
計
処
理
に
つ
い
て
の
私
立
学
校
私
立
学
校
振
興
助
成
法
の
定
め

(
助
成
助
成
法
第
一
四
条
第
一
項
、
第
二
項
)

国
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
経
常
費
、
補
助
金
の
交
付
を
受
け
る
学
校
法
人
は
、

そ
の
金
額
の
多
寡
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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(

I

)

会
計
書
類
の
作
成
と
所
轄
庁
へ
の
届
出

助
成
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
九
条
に
規
定
す
る
補
助
金
(
経
常
的
経
費

に
対
す
る
補
助
金
)
の
交
付
を
受
け
る
学
校
法
人
は
、
学
校
法
人
会
計
基
準

に
従
い
、
①
資
金
収
支
計
算
書
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
資
金
収
支
内
訳
表
、

人
件
費
支
出
内
訳
表
、
②
消
費
収
支
計
算
書
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
消
費
収

支
内
訳
表
、
③
貸
借
対
照
表
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
固
定
資
産
明
細
表
、
借

入
金
明
細
表
、
基
本
金
明
細
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
助
成
法
第

十
四
条
第
一
項
、
会
計
基
準
第
四
条
)
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
書
類
及
び
収
支
予

算
書
を
所
轄
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
助
成
法
第
一
四
条
第
二
項
)

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
又
監
査
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
私
立
学
校
振
興
助

成
法
第
一
四
条
三
項
に
よ
り
、
各
年
度
の
監
査
事
項
は
所
轄
庁
が
指
定
す
る

も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
愛
知
県
に
お
い
て
は
愛
知
県
告
示
第
一

0
一
四
号
(
昭
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和
五
二
年
一

0
月
一
一
日
)
及
び
五
二
学
第
三
三
四
号
(
昭
和
五
二
年
一

o

月
一
五
日
)
、
昭
和
五
二
年
度
以
降
の
監
査
事
項
の
指
定
に
つ
い
て
等
の
通
知

が
発
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
日
本
私
学
振
興
財
団
か
ら
の
補
助
金
も
そ
の
財
源
は

固
か
ら
交
付
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
(
財
団
法
一
項
一
号
)
、
助
成
法
第
一
一

条
の
間
接
補
助
の
規
定
(
国
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
助
成
で
補
助
金
の

支
出
に
係
る
も
の
を
日
本
私
学
振
興
財
団
を
通
じ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
)

に
よ
る
補
助
金
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
い
う
助
成
法
第
四
条
一
項
の
規
定
に

校
法
第
四
七
条
の
財
産
目
録
等
の
備
付
の
規
定
に
よ
り
計
算
書
類
を
作
成
す

る
に
あ
た
っ
て
は
、
学
校
法
人
会
計
基
準
に
従
っ
て
会
計
処
理
を
行
う
こ
と

が
必
要
な
も
の
と
解
す
る
。

ま
た
、
書
類
の
所
轄
庁
へ
の
届
出
義
務
は
、
助
成
法
第
一
四
条
第
二
項
で

は
、
単
に
所
轄
庁
と
だ
け
規
定
し
て
い
る
の
で
、
文
理
上
は
学
技
法
人
の
所

轄
庁
に
届
け
出
れ
ば
足
り
る
と
の
解
釈
も
成
り
立
ち
う
る
が
、
大
学
法
人
の

設
置
す
る
高
等
学
校
に
都
道
府
県
が
経
常
費
補
助
を
行
っ
て
い
る
場
合
な
ど

に
つ
い
て
は
、
知
事
と
し
て
も
会
計
書
類
の
届
け
出
を
受
け
る
必
要
が
あ
る

で
あ
ろ
う
。
助
成
法
第
一
四
条
第
一
項
の
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
(
決
算

書
類
)
の
ほ
か
、
第
一
四
条
第
二
項
で
収
支
予
算
書
の
届
け
出
を
要
す
る
こ

と
と
さ
れ
た
の
は
、
学
校
法
人
の
会
計
は
、
収
支
予
算
に
基
づ
い
て
運
営
さ

れ
、
予
算
の
実
行
の
結
果
は
収
支
計
算
書
に
表
示
さ
れ
る
こ
の
で
あ
り
、
収

支
計
算
書
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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よ
る
補
助
金
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
助
成
法
第
九
条
で
は
、
都

道
府
県
が
学
校
法
人
に
対
し
て
行
う
経
常
費
補
助
と
、
そ
の
場
合
に
国
が
都

道
府
県
に
対
し
て
行
う
補
助
の
双
方
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う

第
九
条
の
補
助
と
は
、
前
者
の
都
道
府
県
の
行
う
経
常
費
補
助
を
意
味
す
る

も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
学
校
の
設
置
者
に
つ
い
て
も
、
助
成
法
の
規
定

に
よ
り
助
成
を
受
け
る
も
の
は
、
助
成
を
受
け
る
学
校
の
経
営
に
関
す
る
会

計
を
他
の
会
計
か
ら
区
分
し
て
特
別
の
会
計
を
し
て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
(
助
成
法
附
則
第
二
条
第
三
項
)
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
特
別
の
会
計

に
つ
い
て
学
校
法
人
会
計
基
準
が
適
用
さ
れ
る
。

経
常
費
補
助
以
外
の
施
設
費
な
ど
物
件
費
に
対
す
る
補
助
金
や
貸
付
金
な

ど
を
受
け
る
だ
け
の
学
校
法
人
に
は
、
こ
の
規
定
の
適
用
は
な
い
。
し
か
し
、

学
校
法
人
の
設
置
す
る
私
立
学
校
の
う
ち
一
つ
で
も
、
例
え
ば
高
等
学
校
に

関
し
、
経
常
費
補
国
金
を
受
け
る
法
人
は
、
た
と
え
大
学
等
に
つ
い
て
国
の

経
常
費
補
助
を
受
け
て
い
な
く
と
も
、
学
校
法
人
全
体
の
会
計
処
理
に
つ
い

て
会
計
基
準
に
従
っ
た
書
類
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
現
に
経
常
費
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
学
校
法
人
や
、
専

修
学
校
、
各
種
学
校
の
み
を
設
置
す
る
準
学
校
法
人
に
は
こ
の
会
計
基
準
の

適
用
は
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
会
計
基
準
が
学
校
法
人
に
つ
い
て
の

唯
一
の
体
系
的
に
整
備
さ
れ
た
基
準
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
私
立
学

っ
と
財
産
自
録
の
作
成
と
備
付
義
務

私
立
学
校
法
第
四
十
七
条
で
は
財
産
目
録
の
作
成
と
備
付
義
務
を
規
定
し

て
お
り
、
私
立
学
校
法
施
行
規
則
第
三
条
第
二
項
で
は
、
財
産
目
録
は
基
本

財
産
と
運
用
財
産
と
に
区
分
し
、
ま
た
、
収
益
事
業
用
財
産
と
も
区
分
す
る

必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
財
産
目
録
に
つ
い
て
は
、
様
式
記
載
方

法
等
に
つ
い
て
学
校
法
人
会
計
基
準
に
従
っ
て
作
成
す
べ
き
計
算
書
類
と
は

さ
れ
て
い
な
い
。
財
産
目
録
は
学
校
法
人
の
設
立
認
可
や
学
校
、
学
部
等
の

設
置
に
伴
う
寄
附
行
為
の
変
更
認
可
の
際
に
は
必
ず
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
重
要
な
書
類
で
は
あ
る
が
、
経
常
費
補
助
金
の
交
付
に
伴
う
会
計
書
類

の
所
轄
庁
へ
の
届
け
出
の
際
に
は
特
に
、
財
産
目
録
を
届
け
出
る
必
要
は
な

い
。
し
か
し
現
に
貸
借
対
照
表
項
目
と
一
致
す
う
べ
き
も
の
と
し
て
、
所
轄

庁
の
行
政
指
導
を
受
け
て
い
る
所
で
あ
る
。

経
常
費
補
助
金
の
交
付
を
受
け
る
学
校
法
人
に
つ
い
て
、
会
計
書
類
の
届
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け
出
を
義
務
付
け
て
い
る
の
は
、
補
助
金
交
付
に
当
り
、
事
前
に
学
校
法
人

の
前
年
度
決
算
及
び
当
年
度
予
算
の
内
容
を
十
分
検
討
し
た
う
え
で
、
適
切

な
交
付
決
定
を
行
う
と
と
も
に
、
事
後
に
お
い
て
決
算
に
よ
る
実
績
に
基
づ

き
、
補
助
金
が
有
効
適
正
に
使
用
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ

る
と
こ
ろ
か
ら
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
③
。

(
一
山
)
届
出
期
限

学校法人会計基準と企業会計基準の統ーと問題点

こ
れ
ら
の
書
類
の
届
出
期
限
に
つ
い
て
は
、
私
立
学
校
振
興
助
成
法
の
施

行
通
達
に
お
い
て
、
収
支
予
算
書
は
、
当
該
年
度
の
六
月
三

0
日
ま
で
、
財

務
計
算
書
類
は
、
当
該
年
度
の
翌
年
度
六
月
三
0
日
ま
で
に
文
部
大
臣
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
知
事
所
轄
の
学
校
法
人
に

つ
い
て
は
、
所
轄
庁
が
定
め
る
期
間
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
。
計
算
書
類
の
届

出
の
際
に
は
、
学
校
法
人
の
理
事
長
名
を
記
入
し
、
職
印
を
押
印
し
た
文
部

大
臣
宛
(
ま
た
は
都
道
府
県
知
事
宛
〉
の
送
付
状
を
添
付
し
て
、
送
付
状
に

は
計
算
書
類
の
作
成
責
任
者
(
会
計
課
長
等
)
の
氏
名
を
付
記
し
て
提
出
し

て
い
る
。

。
公
認
会
計
士
等
の
監
査
(
助
成
法
第
一
四
条
第
三
項
)

助
成
法
第
一
四
条
第
三
一
項
で
は
、
第
一
項
の
書
類
(
財
務
計
算
書
類
)
に
つ
い
て

は
、
所
轄
庁
の
指
定
す
る
事
項
に
関
す
る
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
報
告

書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
た
だ
し
、
補
助
金
の
額
が
寡
少
で
あ
っ

て
所
轄
庁
の
許
可
を
受
け
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

公
認
会
計
士
は
、
「
他
人
も
求
め
に
応
じ
報
酬
を
得
て
、
財
務
書
類
の
監
査
又
は
証

明
を
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
」
(
公
認
会
計
士
法
第
二
条
第
一
項
)
者
で
あ
り
、
監
査

法
人
と
は
、
公
認
会
計
士
の
業
務
を
組
織
的
に
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
公
認
会

計
士
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
認
会
計
士
が
共
同
し
て
設
立
し
た
法
人
(
同

法
第
一
条
第
三
項
)
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
監
査
の
義
務
付
け
は
、
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
に
よ
る
監
査
が
、

現
在
、
一
般
に
経
理
の
適
正
を
担
保
す
る
も
の
と
し
て
最
も
優
れ
て
お
り
、
か
っ
、

公
認
会
計
士
法
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
制
度
と
し
て
社
会
的
信
頼
も
高
い
の
で
、
役
員

で
あ
る
監
事
に
よ
る
監
査
に
加
え
て
こ
れ
に
よ
る
監
査
に
よ
り
、
学
校
法
人
の
経
理

の
合
理
化
、
適
正
化
を
困
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
補
助
金
の
額
の
寡
少
な
学
校
法
人
は
所
轄
庁
の
許
可
を
得
た
場
合
に
は
、

監
査
報
告
書
を
添
付
し
な
く
と
も
よ
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
小
規
模
法

人
な
ど
に
あ
っ
て
は
、
補
助
金
額
も
少
な
く
、
監
査
費
用
の
負
担
も
大
変
で
あ
る
こ

と
等
の
事
情
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。
っ
寡
少
し
と
は
、
文
部
大
臣
所
轄
法
人
に
あ
っ

て
は
、
当
面
一
会
計
年
度
に
一
学
校
法
人
に
交
付
さ
れ
る
補
助
金
の
額
が
、

1
0
0

0
万
円
に
満
た
な
い
場
合
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
(
昭
和
五
一
年
四
月
八
日

文
管
振
第
一
五
三
号
文
部
事
務
次
官
通
達
「
私
立
学
校
振
興
助
成
法
等
の
施
行
に

つ
い
て
(
通
達
)
」
)
。
文
部
大
臣
所
轄
の
学
校
法
人
に
つ
い
て
の
監
査
事
項
の
指
定

は
昭
和
五
一
年
度
以
後
の
監
査
事
項
の
指
定
(
告
示
)
に
よ
り
文
部
省
告
示
で
示
さ

れ
て
い
る
(
昭
和
五
一
年
七
月
三
二
目
、
文
部
省
告
示
第
一
三
五
号
)
。

243← 

四
、
学
校
法
人
会
計
基
準
の
概
要

日
本
私
学
振
興
財
団
法
附
則
第
一
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
等
を
定
め

る
政
令
及
び
学
校
法
人
会
計
基
準
の
制
定
に
つ
い
て
(
通
知
)
の
政
令
が
、
昭
和
四

六
年
一
二
月
二
九
日
政
令
第
四
五
号
と
し
て
公
布
さ
れ
、
即
日
施
行
さ
れ
た
。
即
ち

学
校
法
人
会
計
基
準
第
一
条
で
は
経
常
費
補
助
金
の
交
付
を
受
け
る
学
校
法
人
(
助

成
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
学
校
法
人
以
外
の
私
立
の
学
校
の
設
置
者
を

含
む
)
は
、
こ
の
会
計
基
準
に
従
い
会
計
処
理
を
行
い
、
計
算
書
類
を
作
成
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
会
計
基
準
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ

い
て
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
学
校
法
人
会
計
の
原
則
(
学
校
法
人
財

務
基
準
調
査
研
究
会
の
報
告
や
日
本
公
認
会
計
士
協
会
の
学
校
法
人
委
員
会
の
報
告

な
ど
が
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
)
に
従
い
会
計
処
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
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の
と
さ
れ
て
い
る
(
第
一
条
)
。
学
校
法
人
は
次
の
原
則
に
従
っ
て
会
計
処
理
を
行
い
、

計
算
書
類
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
基
本
的
考
え
方
は
企
業
会
計
原
則
(
昭

和
二
七
年
七
月
九
日
企
業
会
計
制
度
対
策
調
査
会
中
間
報
告
)
と
変
わ
り
な
い
が
、

学
校
法
人
会
計
基
準
第
二
条
に
次
の
四
つ
の
原
則
を
あ
げ
て
い
る
。
即
ち
①
真
実
性

の
原
則
、
②
複
式
簿
記
の
原
則
、
③
明
瞭
性
の
原
則
、
④
継
続
性
の
原
則
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
れ
に
従
い
会
計
処
理
を
行
い
、
計
算
書
類
を
作
成
す
べ
き
旨
で
定
め
ら
れ

て
い
る
(
第
二
条
〉
④
。

収
益
事
業
会
計
に
つ
い
て
は
、
企
業
会
計
の
原
則
に
従
う
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
(
第
三
条
〉
。

計
算
書
類
に
記
載
す
る
金
額
は
総
額
表
示
を
原
則
と
す
る
(
第
五
条
)
。

第
六
条
か
ら
第
一
四
条
ま
で
は
、
資
金
収
支
計
算
及
び
資
金
収
支
計
算
書
の
目
的

及
び
方
法
に
つ
い
て
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
資
金
収
支
計
算
は
、
学
校
法
人
に

と
っ
て
、
毎
年
度
の
調
達
資
金
の
源
泉
と
そ
の
運
用
に
つ
い
て
、
学
校
法
人
の
諸
活

動
に
合
わ
せ
て
資
金
計
画
を
た
て
て
計
算
を
行
う
こ
と
が
有
効
で
あ
る
こ
と
か
ら
義

務
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
計
算
方
法
、
勘
定
科
目
、
計
算
書
の
記
載
方
法
-
記

載
科
目
@
様
式
等
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
資
金
収
支
内
訳
表
及
び
人
件
費
支
出

内
訳
表
の
記
載
方
法
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
上
記
様
式
が
夫
々
第
一
号
、

第
二
号
、
第
三
号
様
式
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

第
一
五
条
か
ら
第
二
四
条
ま
で
は
消
費
集
費
計
算
及
び
消
費
収
支
計
算
書
の
目
的

及
び
そ
の
方
法
に
つ
い
て
の
規
定
が
置
か
れ
て
、
第
三
章
消
費
収
支
計
算
及
び
消
費

収
支
計
算
書
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
資
金
収
支
計
算
書
は
、
学
校
法
人
の
年
間

の
活
動
の
全
体
を
資
金
の
動
き
で
と
ら
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
借
入
金
、
前
受

金
、
未
収
金
等
も
含
ま
れ
る
た
め
、
単
純
に
学
校
法
人
の
財
政
の
健
全
性
、
安
定
性

を
示
す
も
の
と
は
言
え
ず
、
毎
年
度
の
消
費
収
支
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が

あ
る
。
消
費
収
支
計
算
の
目
的
は
、
消
費
収
入
と
消
費
支
出
の
内
容
を
表
示
し
、
消

費
支
出
と
こ
れ
に
充
当
し
う
る
消
費
収
入
と
の
均
衡
の
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
あ
る
。
消
費
収
支
計
算
の
方
法
、
勘
定
科
目
、
計
算
書
の
記
載
方
法
⑤
記
載
科
目
@
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様
式
な
ど
に
つ
い
て
の
定
め
が
置
か
れ
て
い
る
。

第
二
五
条
か
ら
第
三
六
条
ま
で
は
、
貸
借
対
照
表
に
つ
い
て
の
規
定
が
置
か
れ
て

第
四
章
貸
借
対
照
表
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

貸
借
対
照
表
は
学
校
法
人
会
計
の
中
に
明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
資
産
の

評
価
は
取
得
価
格
主
義
を
原
則
と
し
、
減
価
償
却
を
行
う
と
と
も
に
そ
の
方
法
は
定

額
法
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
有
価
証
券
の
時
価
が
著
し
く
下
落
し
た

と
き
は
時
価
に
よ
り
評
価
す
べ
き
こ
と
、
金
銭
債
権
が
徴
収
不
能
の
お
そ
れ
が
あ
る

場
合
に
は
徴
収
不
能
引
当
金
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
第
二
節
と
し
て
、
基
本
金
の
概
念
を
定
め
、
学
校
法
人
が
そ
の
設
置
す
る

学
校
を
運
営
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
資
産
の
う
ち
、
そ
の
諸
活
動
の
計
画
に
基
づ

き
継
続
的
に
保
持
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
産
を
概
念
的
な
金
額
と
し
て
と

ら
え
、
基
本
金
と
し
て
い
る
(
二
十
九
条
)
。
基
本
金
は
消
費
収
支
計
算
を
通
じ
て
、

帰
属
収
入
の
中
か
ら
組
み
入
れ
ら
れ
る
。

学
校
法
人
は
私
立
学
校
の
設
置
を
目
的
と
す
る
法
人
で
あ
り
、
そ
の
設
置
す
る
学

校
に
お
け
る
教
育
研
究
は
、
教
職
員
等
の
人
的
組
織
の
ほ
か
、
校
地
、
校
舎
、
施
設
、

設
備
、
教
具
、
校
具
、
備
口
同
等
が
整
備
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
本
来
の
目
的
を
達
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
学
校
運
営
の
た
め
に
必
要
な
資
産
は
、
常
に
保
持
す
る
必
要
が

あ
り
、
こ
れ
を
基
本
金
と
い
う
形
で
維
持
す
べ
き
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
他
、
基
本
金
へ
の
組
入
れ
、
基
本
金
の
取
崩
し
、
貸
借
対
照
表
の
記
載
方
法
、

記
載
科
目
、
減
価
償
却
資
産
等
の
記
載
方
法
、
貸
借
対
照
表
の
様
式
等
に
つ
い
て
定

め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
五
章
と
し
て
第
三
七
条
、
第
三
一
八
条
に
知
事
所
轄
の
学

校
法
人
に
関
す
る
特
例
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
主
な
も
の
は
第
四
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
基
本
金
明
細
表
の
作
成
を
免
除
し
て
い
る
。

学
校
法
人
会
計
基
準
は
、
昭
和
四
六
年
四
月
一
日
文
部
省
令
と
し
て
制
定
以
来
、

既
に
学
校
法
人
に
完
全
に
定
着
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
学
校
法
人
の
会
計
処
理
の

原
則
、
よ
る
べ
き
基
準
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
学
校
法
人
の
会
計
処
理
の
合
理
化
、
適

正
化
と
補
助
金
に
伴
う
経
理
の
適
正
化
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
て
い
る
と
こ
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ろ
で
あ
る
。

な
お
、
民
法
の
公
益
法
人
に
つ
い
て
も
、
会
計
基
準
を
制
定
す
べ
き
で
あ
る
と
の

議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
昭
和
五
二
年
各
省
庁
の
公
益
法
人
監
督
事
務
連
絡
会
議

に
お
い
て
公
益
法
人
会
計
基
準
が
制
定
さ
れ
、
五
三
年
四
月
一
日
以
降
こ
の
普
及
が

図
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
昭
和
五
七
年
七
月
見
直
す
こ
と
と
な
り
、
同

年
九
月
寸
公
益
法
人
会
計
基
準
検
討
会
L

及
び
「
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
を
設
け
、

新
た
に
「
公
益
法
人
指
導
監
督
連
絡
会
議
L

が
設
け
ら
れ
、
昭
和
六

0
年
九
月
一
七

日
間
連
絡
会
議
の
決
定
に
よ
り
現
行
の
公
益
法
人
会
計
基
準
が
決
定
さ
れ
、
施
行

さ
れ
て
い
る
。

学校法人会計基準と企業会計基準の統一と問題点L

五
。
学
校
法
人
会
計
基
準
の
し
く
み

企
業
会
計
に
お
い
て
は
、
企
業
の
財
政
状
況
及
び
経
営
成
績
に
関
し
て
真
実
な
報

告
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
(
企
業
会
計
原
則
第
一
一
般
原

則
一
)
。
そ
し
て
営
業
活
動
の
成
績
を
損
益
計
算
書
で
あ
ら
わ
し
、
そ
の
年
度
の
収
益

と
費
用
を
正
し
く
と
ら
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
計
算
に
よ
っ
て
経
営

成
績
を
知
り
、
利
害
関
係
者
に
報
告
す
る
と
と
も
に
収
益
力
を
高
め
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

学
校
法
人
で
は
学
校
を
運
営
し
、
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
教
育
研
究
を
遂

行
す
る
こ
と
で
あ
り
、
営
利
を
目
的
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
学
校
会

計
で
は
、
教
育
研
究
活
動
が
円
滑
に
遂
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
計
算
書
類
に
よ
っ
て

財
務
面
か
ら
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
諸
活
動
は
予
算
に
基
づ
い
て

運
営
さ
れ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。

学
校
会
計
で
は
、
教
育
活
動
の
流
れ
を
主
と
し
て
資
金
の
収
入
と
支
出
で
み
る
こ

と
と
し
て
い
る
。
資
金
の
流
れ
を
示
す
も
の
と
し
て
、
資
金
収
支
計
算
書
が
ま
ず
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
こ
の
点
利
益
の
計
算
を
主
と
す
る
企
業
会
計
と
異
な
る
所

で
あ
る
。

資金収支計算書

|消費収支計算書|

貸 借対照表

学校会計

録

主主]

目

益 金

産財

竺~和j
.~ il I 日

計

対

-245-

益損

貸d
v
l
 

会業企

借

今
、
決
算
書
の
種
類
か
ら
両
者
を
比
較
し
て
み
る
と
右
の
通
り
と
な
る

学
校
会
計
で
は
、
企
業
の
よ
う
に
利
益
金
を
処
分
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
学

校
法
人
は
、
本
来
寄
付
行
為
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
人
の
資

産
に
対
し
て
は
正
当
な
債
権
者
を
除
い
て
は
、
何
人
も
所
有
権
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、

収
益
分
配
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。



次
に
そ
の
計
算
構
造
は
企
業
会
計
は
損
益
一
計
算
書
、
貸
借
対
照
表
、
利
益
処
分
計

算
書
で
あ
る
が
、
学
校
会
計
は
そ
の
目
的
か
ら
し
て
、
資
金
収
支
計
算
書
、
消
費
収

支
計
算
書
、
貸
借
対
照
表
の
三
つ
の
柱
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
計
算
構
造
を

示
す
と
次
の
図
の
よ
う
に
な
る
⑤
。

Mar.1993 もア01.28-A， 平成 5年，
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以
下
学
校
会
計
基
準
に
基
づ
く
様
式
を
別
表
第
一
(
第
1
0
条
関
係
)
、
第
二
(
第

一
九
条
関
係
)
、
第
三
(
第
三
コ
一
条
関
係
)
、
及
び
第
一
号
様
式
(
第
一
一
一
条
関
係
)
、

第
二
号
様
式
(
第
一
三
条
関
係
)
、
第
三
一
号
様
式
(
第
一
四
条
関
係
)
第
四
号
様
式
(
第

二
三
条
関
係
〉
、
第
五
号
様
式
(
第
二
四
条
関
係
)
、
第
六
号
様
式
(
第
三
五
条
関
係
)
、

第
七
号
様
式
(
第
三
六
条
関
係
)
、
第
八
号
様
式
(
第
三
六
条
関
係
)
、
第
九
号
様
式

(
第
三
一
六
条
関
係
)
等
を
示
し
て
あ
る
⑥
。

← 246 
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刻表裏書1 資金寂宝計算審寵獲量科霞(罫10条関露)

叙λり童罫

将

犬終. ! I 
学生金銭響錦借金殺人

霞

小君事霞
鐙 望雪

喜重. j霧 車寺 尾聖 人 護窓草寺，鎗箆務毒事老舎tr.
入学傘草草入

爽重量爽軍軍事専段 λ 重量箆紫俸をの飽の資絡を致傷ずるための実習将を含む@

鐙霊童 E聖護軍爽傘収入 指魯取鐙す慾ヲる宮鼠入その飽籍霊堂 a量産鏑の拡充電警のための安金として
をい金@

手致事毒収入| 将
その会計年認に笑錯する入学試畿のた識に重量ttずる叙入を入学検定 認人
いう@

総数草寺収入 錨λ等与違算島義撃のために鏡恕する叙入をいれ
J:E関学飲料.¥)t入 建学露関，震緩Z基調毒事の箆関のためζ霊童奴ずる叡λ唱という

寄 付ゑ 収入 l 土縫gE毒物害事の現物寄付金を徐し

特別寄什金収入i融窓の一勧吋@

一基宜主宰 ft傘 寝 入 思議指定のない寄付金言という@

翁訪傘収入|

E霊窓謡駒傘続入|国主幹事真学緩E署員雪国からの総軍事傘な含む@

地方公共図体鎗草書傘緩入

変遺逐周器入|

鶏学越金制忽入|潟地唱に的生ずる紋入齢、

E量取華u草@喜基盤金尾立入 査費傘8 受付傘毒事の斜怠e 線3if:の毘E量傘等をいいe異字選会

運局収入1:1告し
鬼怒設E!lI務用特認入

i安盆認知収入| |閤定資重量iこ含まれ'f'&.い宅金品の宛却紋λを議<.
不動底究室事混入

ヰ害鑓l:iE毒事発錦4克人

毒事 5霊 泉
入

入

入

入

腹

開

帆

段

収

臨

瑚

骨

閑

静

調

祭

器

穣

移

帯

構

鴎

露

間

仙

慈

鵠

爾

交

立

入
食重る害警底2 電子宮富舎毒事数字軍揺豊富r.;，位認する活動1::'係る毒事豊富
の荻入をももう@

瞬属機関〈綴艶重量密e務究所等3の寧量産の収入をももう@

外留から軍吉託を交付官民験a軍事宛等巳JZるな入をいう@

塚遺寝袋会計からの袋入寂λ唱というe

圏定資星置に含まれない物品の努謁叙入その他学技法人，:':1霊
感ずる1:認の各収入以外の奴入をい金@

草書 i民 入

E電高宛銀総入

最寄入傘毒事収入

重量溺俊入傘0:入|号の題躍掛t突償対照表日後1重容を趨九て翼系ずるものない

， ". 
湿溺鐙入金収入|その認墜捕後対臨時間以内I二到来するものをいう
学僕鍵収入

書苦笑金収入 翌傘悪霊λ掌の学金，生食事事に係る学生生縫等綿貯金設入そ
の飽の闘交傘収入をいう@

鐙重量草寺筒去を傘収入

入学金書事愛傘収入

実験実習草寺艇長差金総入

認震設童書資金総奨金貌入

命

入

λ
入

射

訓

叫

蜘

脱

帽

棋

翻

恥

忽

入

鴻
a

叡

聞

愛

判
明
臨
時
金
金

問
問
棋
院
雪
，

f
の
爵
突
笈

入
蜘
悼の飽のそ 上認の各叙λ以外の収入をももう@

官官会計年度主主;之おける来収入金の当該会計年実:エおける叙
入をいう@
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支出の童基

曹寄

恭一

翁
毘

災

人 侍
君主見入fi:塁費支出

署員長人件奨文鎚

国君争小

幽

国

吉正

事争

草寺

E電

密 民事翼爾支出
量ま援金支出

重量習E耳療のために支出ずる箆緊 f学生9 金銭等をJ;i器する
ため巴実魁ずる墨霊童を霊長くdをい金@

言君主毒昂費支出
先重量点，焚3t鎚

宮室宵if~塁 E費支出

電気..11;主ヌE出t司3決議をき量けるため巴支出するt主演をい
量@

貸与の車窓学傘念総く③
由
同
調
出
嵐
山
出

支

え

交

交

文

略

HE--

爽

臨
関
向
調

遜

臨

調

選聞岡
本

女

主

交

調

同

署

錦

織

震

時
成
時
開
溜
党
議

実究開
棋

商
品

師
国

m告に摺~ずる窓箆a 結接語:，露草著書事の銭認のたぬの支出
を合tr.
プE向鏡皇室書量，~留毒事の土木Jlæ又l~鈎窃ための支
幽霊という@

議室主侯滋簿業釘Int動llr:::欝主義窃が先設するまで電車業部をい雪@
段重豊富電信実路!

目撃宵害事究鬼怒器童書品支出

その健の緩霊華僑轟笈w
図霊寒衣磁

率調弐踏

襲号箆 E軍属 実践 l
省箇髭若手陣軍人芸君臨
〈街}事l重量害事皇軍務傘曲、の
銭入支出
.Il重量移譲完λ傘突出

箆l-!警護本金討議資選支出

その偉c) 1定 問

事525
議題持
商事亀金

〈麓) :1， 'J、糊即時ふ舗な科園調おじi又1鵠樹唱とがをきるe

Z 4'、草寺島広造却する持露1:'援態分獄事::..t嘉手寺周でなければ急らない@た認L.務態分東軍:..1;ることが

歯車車でi5'，量岬e金額通患者ん少なものにヲいてi:'ζの箆習でなもも@

事 大事事館と小草寺置の関院選議な中華華麗を離するζとができ'.$.. 
4 電器湿Iff.島鯵著書苦言E青綴庁とする学技畿λ隠お唖"'1お喜重菅野究底繋支出の善寺毘1ぴ管濯騒史実路の狩箆

忠良えも重量費支E誌の縄国を離するζとができ忍@
5 慈遊廓県知穫をZ青鱗lfとする学設法人民お唱。CI%.重量1専務究用擾箆留品裳E誌の軍事箇渓びその飽の繰欝

優越祭器@弱圏足代込てs議題飽晶E草壁2の終障を霊恕するζとができる@

護法愛.l署旋斜4事の捻震の取E事iこ~:I支出を含む@

出

出

ま

ま之

E定

部

損

部

出

支

案

文

文

商

品

怠

済

鴨

帥

潤

羽

遮

返

傘

僕

傘

侯

λ
箆

λ
筏

融

留

学

晴

同

学

臥

話

題

山

同

臨

調

実

笈

葉

忠

涜

白

悼

羽

還

吾

帥

噌

楠

曹

関

金

金

援

λ

λ

 

踊

闘

用

国

建

5怠
物

援本:]iU僕裂の歌俸のた~の笈箆念会tr③

E話物5認重量

駁益事懇;:湾する完入震の実認をもも弘

叡益事鶏篤持する箆符傘の支E盟を含む@
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期護主事2 ;背重量寝室計算審記載科自(第四条関係)

濁費電Z入の琶車

草寺 富
鐙 望書

大 草委 f! 4、 事争 薗

学生生後等童書符金

重量 芸襲 害等 薦議科書籍察車著書事を含主f.

入 学 金

奨験実習草寺 重量良重苦議その位。資騒を取得するための笑習害事を含tr.

鐙震設犠重量豊臣 捻窓法詫索その億鐘霊聖@援額の態完撃のための資金として

霊童奴する.cltλをい豊@

号主 塁走 草寺

入学検定料 その会計年度に突鐙ずるλ学説畿のために怒叙する叙入を

い雪@

E主 言髄 事号 寝入私選獄事員毒事のた制二議.ttすo収入吉という.

軍呈 重見 手数終 窪学重量草署，成綴箆拐容の怒号需のために飯ttずる段λをいう@

it 傘

宇事 E司 寄借金 F署長盈f富定のある寄付傘をいう@

- .5皇軍F 待 傘 J軍途翁定。tr.い署害符傘言という@

事も 雪量 事吾智金 土地a建物事事の受贈舗をいう.

告書 E担 室邑

環 E審議事量ゑ 関本記学童霊興院盟からの望書励金を倉tr.

地方公共理体諮数傘

安盗塁霊沼 tt入

E惑学趨傘遠足な入 書草学護金の翠3習によ層生ずるな入をいう@

葉歌詞皐白書車道会 預金e食付傘等の潤息，鎗苦需の配当金等をいい.E草学童霊金

運用収入を践む

縫設喜霊?調利用車事

望号重量宛勾重蓮華置 5奇麗発錦駿入が当該E喜屋塁の援縛重量E留を超える場合のその認

霊童富里をいう@

苦手 書室 官E 入

調弱者勤続入 食匙究J苫e寄留禽等教宵活豊富に符腿する諮艶に係る務鶏

のuλ齢、告@

隠す 廃毒事隷収入 隠箆畿隠@鶴喜与轟偽研究所朝の怒擦の収入齢、う@

主量路運霧車禽草軍人 外欝畠鳴ら妥穏を受けた総数a研究等v:::，よる紋λ唱という@

u診察室総収入 草E盤事療会針からの銭入以λをいう@

童書 収 入 麗定買運草Eユ含まれたもも物品の発想駿λその勉学技法人t::'.矯

蕗ずる上2の各収入以外の収入をいう@

庫署晶 3寝室事尾Zλ 発努ずる物品に綴簿湾施があ悪場合~iま，務課:::lλ車場i簿

援2寄金越える認をももう@
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管理鑑費

濁 総 品 費

~ 魚 怠 .. 
~究交l!l費

!l ~ • 
I:R値償却 11

講縛品安

光熱水費

銭安史遺Jt

信 :t 

.員〈学長.f2長又は111*を含tt.以下関む.)に支給する本

俸.111束手当~びその他。手当並ぴに虜定宿澗費をい，. 

. 員以外の現員に実鎗する*".111束手当及びその他の手

当~ぴに所定宿利費者旨い，.
理事友ぴ霊容に支払5緩E闘をもゆ.

退職給与引当金，、の鎌λれを仔，ていないlA合には，当伎

会計年度における遵織金支払穏を退臓企として箆怠ずるも

のとする.

唱生育研究のたお巴支出する&;費〈学生，生徒等を.集する

ま::.a:)民支出する経費を除<.)をいう.

電気. "Jf~又11:水の供給を交けるために支出するE主要をい

，. 

究与の史学金を除<.

tl育研究周減価償却費.~こ係る当説会計年度分のItf.f償却

舗をいう.

統回償却額|制服用減価償却問酬の欄間胞に係る当話会

It年度分の!I錨依却冨をいう.

Jfllの幌II!lK.d:当政資a置の売却収λ金2買を思える場合の

その鰹過舗をいい，除草事績又はu.を合tt.
偉収不健の見込留を危収不健引当金にa，入札ていない使

織について当Z覧会計年度において徴収不健とな，た場合巴

ほ.諸説援収不飽の金額を霞眠不鏑慣として記食するもの

とする.

C注) 1 Ij、将自民ついては，適当な符留を迫却し・又は細分するζ とができる.

2 Ij、f;fl!ll;追加l'る拘置は.o息分llUユJ:る符置でなけN!ならない.ただし.o息分.:.によることが

図患で'~!1.かっ，金:~;tん少なもの1:"ついて』むとのra !1でない.
3 大糊と小科目の関巴選当な中将白書ヒ蹄Tるζとができる.

" .道府県知事を所.".とする学技法人にあ唱てIt:.a宵研究経費の将毘友ぴ管理経費の科目記代え

て.経費のfU~1'Mるζ とができる.
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別表第3 貸借対照表記歳科目〈第33条関係〉

..  の舘

事+ 自

大科目|

信 考

中 将 目 4、科 自

軍書:JfJf

有形回定資JI 交信対照Z豊田Cll年を窟えて鍵mされる安aないう.

酎周年怠が1~来謂之な守τいるものであqて屯使用

中のものを含tr.

土 ~ 

m 4者 建物己居属する電気，鎗ln~. 暖房等のRIIを舎な.

栂 第 物 プ-1'.....p.al.!. 21沼号事。土木a錨又はエ作物をい

，. 

書生育E耳究周恩嘗淘品 81;;主:ï.ぴ~霊唱と含t:.

その健。ae錦&

国 書E

車 書官

活 a~ 鋤定 sa中ヌ...製作中の有mll定安定をいい，エ事前弘

会a手ft企.を含tr.

その位。隠恕窓!

!:l ~ 栂 治」己型l~含tr.

電怠加入権 専用電諸.却入電量等の鼠備に)1ずる負担金I(~い

う.

o怠羽用情

有 偲 E 豊島 実焔ζC是脅する有舘霊.をいう.

.a祭事案元入金 収益事知之持する元λ績をいう.

豊島 m 貸付金 」去の~t寅!ln.思表B1U.を絹えて到来するもの

をい，.

〈間引当符定現金

調日号革本金事I当資a 1I3..1i本金に係る預金等をいラ.

注翁資a
現金 現 金

来 c% 入 会 学生生徒等納付.~徳助金等の貸借対照表毘i~おける l

来.us買をい，.

R :11 品 減鏑償却の対象となる長m的な使用資..を除(.

2豆 m~ {t金 そのIlIUt究借対照!l!!stU年以内に到来するものを

い，.

唱E 信 震 • ー時的認lQ有する有価芭穆をいう.
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負債の笛

将 自
備 考

大 科 目 /J、科自

固定員依

長期借入金 その期限が貸借対照表B後1年を超えて到来する畠

のをいラ.

学 校 償 同 J: 

退職給与引当金 退聡給与規程等による計算に器づ〈退職給与引車額

をいう.

流動負債 短期借入金 その期限が貸借対照表日後1年以内に到来するもの

をいい，資金借入札のために怒9出した手形上の俄

穏をb含む.

学 伎 侃 その期限が貸借対照表日後1年以内に到来するもの

をいラ.

手形僚窃 物品の鷹入のたぬにm l1 出した手~ょの俄蕩に限る.

来 払 金

前 ~ 金

官1 。金 敏聡良の潔泉所得弘社会保険符等の預り金をいう.

釜本金の鶴

f.f 自 信 ~ 

第a.a本金 1130象.1唱1(.1号信鋪げる観に篠る造本金4という.

第Z号釜本金 1130..1項第Z号に掲げる留に採る進本金をいラ.

第S号釜本金 第3O~量.1項1"号に栂げる観に係るm本金をいラ.

114号基本金 1130粂鱒1項IU号に掲げる割に係る議本金をいう.

別賞収支量豊富Eの衝

粍 自 偏 考

{何}・I!t皮t百貨支出皐償金 特定の会計年度の泊費支出に究書するために留保し

た1(をいう.

1抑制flR4UJI…2l!tlDt.ml!
支出um)

t盤) 1. /J-f!守自については.遺畠な将Eを追加し.又は細分するζ とがで曇る.

2.舗道府県知事を所飽庁とする字書til!人I:#J守て1:.a宵研究用繰越備品の科目及ぴその他の機

器偏晶の科目に代えて._-晶の将官をmcすることができる.
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第 1号機式〈第四条関係)

資金収支計算書

牟 JJ B から
年月 毘まで

{単fz'向】

収入の錨

事干 自 弓も ~ 決 ，J; iQ A 
が生生徒等納付金収入

f量禽斜収入

入学金収入

実.実習科収入

.G:i宣銅資金収入

{何I

手段科収入

入学検定科収入

試11科眠入

証明手段斜収入

{何}

寄付金収入

特別寄付金収入

ー伎寄付金収入

徳助金収入

国鳳補助金収入

t也方公集団体補助金収入

{何}

資ii:通期収入

奨学車昼食am収入

受取利息・偲当金収入;

3・12:1量慣利用斜収入 I 
{何}

安司E発却収入

不鋤虚売却収入

有価1E9亮却収入

(何}

事績収入

補助活鋤収ん

附属司'.収入j

会民事.収入

収議事禽収入

【何l

事量収入

廃品亮鑓収入

{何J

借入金等収入

収入

q
t
u
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「穏閑人愛媛人
警 1 

学祭E費電立入 一一 一一一

ーヰて二一
曜審議 ヰニ

j 

{鍔}引き量得王室空襲舎かιの争議入UA
E電車高衆議収入金薮入

A宮

問 題醐三ごごとf翼1)金去をλ程人

{I胃i

一 す資金寂λ露書留議選

晴護基
込 1 "主
£与 |ム
t::;、 i込

宣車専語E絵篭支払資金

耳Z人の商事合計

受話題的弱

民将 圏 寸・ t:t 活ヒ 事早 重量 異

Ã~担
Jl人件費支出

議賢人体言者支お

E空j費量豊閣支出

ヨ14裏金文部

(!胃l

絞1'1星野党提費支儲

ヒ璃穐品賞制
安治家費支出

滋賀変重量費支出

奨学警支出

(鍔i

管Z霊縫費支幽

1高経占高官号室主出

党勢水'lt:;f(~担
3費~受退官署交，';!j

(符?

自量入金軍事草寺ゑ~~語

借入金調ゑ玄，';!j

学技{民事司$t，文t担

f量入金書事還請:li]量

鐙入金巡演宝Z巡
学授f買返車寄受t担

A
q
 

ロリ
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鎗芯調係支出

主治支出

~拘支出

t揖鏡拘支出

~1it'I勘定支出
{何}

位備関係支出

殺宵研究用慌時備品支出

その他のftDt・晶支出

図書支 出

尊t.Ii1支出

{何}

資，..a周支出

有価証券購入支出

t何}引当符定関金への雌入支出

収益事禽元入金支出

第 3-4t釜本金事1書資産支出
{何}

その他勿支出

!貸付金支払支出

手形債務支払支出

前期末来tt.1t支払支出

f斑リ金支払支出

富有弘金!t:主二支出

{何}

[予備費】 ーーー-
資金支出詞史街定

m来五民主L金 t::J. 企

J!llJUI来JIIJ.t!.~ 。 t::J. 

(何} t::J. A 

次牢I笠機~支払資金
支出のお合.It 

{注) 1 この震に掲げる将置に計上すべ墨金額がない得合にr:.告訴科目を省略する綴式によるものと
t 9 .  

2 この袋に掲げる符包以，干のnoを怠けている場合にlt.その科目を追加する様式I二よるものと， .... 
3 予算の僚の予備貨の鳴の( )内にr~. 予備貨の使用舗を記事Eし.c )外I':I!. 朱使用舗を2~
乎ずる.予備貨の問削，!.制n自に剛容 え て 期 し . そ の 制 約 制 ぴ そ の 金 時 制 す
9. 

「
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学校法人会計基準と企業会計基準の統一と問題点

支 邸 の笥

玄γ¥ミ土地λ
{何} 大 司E

、
t陣学・ E十 "幼... 僻先月号

人件費支出

信良人件費支畠

..人件費支出

f量JUIIl圃支出
退担金支畠

{何3

枝宵野史峰費支出

i調粍品費支出

光.eホ1t支出

軍属"交迫費支出

発司止費支出

{何}

管理111費支出

情絶品1:t支出

党鳥羽k1t支出

購買叉泊費支出

1I可』

借入金事例怠支出

:宮入金何怠支出

宇 佐In拘忠定自

借入盆.l4Iif::t:出

借入金造滑支お

掌授1M踊支出

.tt調偏支出

まL唱支出

111112::11 
t...鞠支畠

4I&t値揖定玄鑓

t何》

訟燭1111轟支畠

段胃.究用範'偏畠玄畠 1 
ぞ崎電時111・鋼轟玄畠

11 . 支出 〉.... .・:%:11 
{何}

.t 

(:t) 1 学ttS!人が鍵民有してい畠&t唱のみを縄げる鎗式ロよるものとす畠.

骨術院

{単位向}
同園開・司

tt: III 

‘ 

Z ζの震に縄'f晶将冨に:f'J:すベ昼食舗がない喝合c:a..aM置を省略唱・る鍾Jtによるものとする.

2 之の曇ロf・~f畠将I~M目告Zまけてい晶場舎にほ.そのMllt追加す・畠鎌Jtに主るものとする.
4 ~".""底λ又I孟文血でAるか明らかでなー・収入スI!xæ，~. A貝zt又t主在学1t:l::n民調停事告知11して.
合理的::書鼠円に忠信ずる.
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書~3

表

与三 月 留 か ら

塁手 月 B ~空で

{間 1 学宅~~豊人員慨に有してhるき塁間のみを子高:f':;;綴主需による舎のとず喜。
塁 どの宮沢幻笠認でおるか帯電らがで己主い人i亭寝室主主主i主，ま;;.1現段又i主設奥訟の及率報量軍事設して⑥食窓産自思議署

長Tl'l区長Z付ずる9

つfu
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寵4

卒J:i霞，忌

五客 足 8 ~とで {単位向}

算
叩

主立 疑】g 主民

手主主事専

日 人増翁ま軍事専

I tt 草壁 粍

高1;1屑乎霊堂料

(符}

議一

司-:u割n，道弘

寄豊島金

思議害事fi)師会

地方公共肉体補助金

(1苛}

1 I 
ままE璽主義感殺人

重苦学選霊堂忍J弱敏人

受験純患@飽き基金

き軍基主主主灘署司馬蒋

{何}

ま量産量発豊富遜額

{符}

s 
事重量草主人

議論議重量思A 1 
害者廃是認添混入

受総務芸書底入

攻議事事室耳Eλ
(iol' j 

議収入

車重品売認高正入

(i宵}

i量産基緩入金者十
務~OiI誉総人顔合~t 昌弘 正』

!誠If駁人rn~{量針

_J  
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I耳慣支出の16
衿 自 予 .o: 決 • 色 " 人 体育

f.t貝人件費

..異人件費

IiJl雌n・迅...."量蝿λII(お:Htl
(何J

ft宵碕究車量買

IIR品費

党怠水質

r<質交通貨

奨学費

話回償却額

{何} 1 

管遺品 tt
i冒粍品費

党E事水賛
~V交送受
=草笛償却.. 

{何l

借入金..剥怠

借入金利息

学者Z低利息

淀屋処分.:111
1何}

F置R不健ill:tlt入JlI(又1!1il!1不穏"Q) I 

{子 f量買 j I ， 
消費支出の嵐合計

量平掴阻λ踊銀以静制限国側， I 
薗隼蹴脳置ul遇政Z怠圃荷量制限UJI'
(1()隼度m費支出噂句会帽入1ft 1 
i何}皐llIW費支出iIl鋼会n踊.. 

春本金~l'Ia . 
!RiUIIlλ畢逼副知許制脳冒:tS.U1II 」圃巨 竺竺竺三」

{注) 1 この震に掲げる待自にZf'，J;ナペ，金額がない省舎には.lIa量得IlIt省略する織式1:よるもの

とする.

2 ζの農民掲げる鰐E以9干の符1It-段けている治舎には.その将1It-遺書目する織~によるもの
とする.

S 必要がある場合伝法.審本金鍾入飯合針の内訳として~ IIJ町省本金に.....入札た金舗のaず

る帰属収入の縛Eの3ts=. そtt.ぞtt.の事本会への温λ2買を..0.即を付して包slずる律~むよる

ことがで'd.
4 予算の舗の予鋼賓の耳1(.，( 】肉には.予備費の使用IItUし.( )外信設.朱使用創舎箆

.する.予涜賓の健".Ii.JlJ匝椅11:."曾.tてa縫いぞの鎌曾将毘及ぴその金舗を箆1:

する.
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第5号繊式〈第24条関係〉

消 費収 支内訳表

年月 日から
年月 白まで

消費収入の蔀
{単位向}

科す--ごと輸達人 {何}大学 {何同闘|目指{何}鱒 liI: 11( 

写生生誕軍事納付金

主主憲章争

λ :f! 1r 
実.実習得

aaa備資金

{何』

手立件 ;~ I 
入学績1l符 ~\ I 
箆 Z電梓 nl 
定例..=:将 〈

(!可}

寄 ftヨr >? I 
t.UlI寄付金 su 
世寄付金 ;>1 

軍t魯冨E狩金 en 
' 3伊31 1 

祖罰金

a;，;福助金 t 

地方公衆回悠司.. IJ金 (( I 〈41
{何} )> I I 

<< I tt1 
資自RIIIII収入 )) 1 )> I 

諸唱F縄宮町五軍用収入 ~( I 
-:l:1I'.l利息・信事会

!!1l3摘拘m拝

(i可1

資穂先豊富竃11( nl 
{何】

事aな入

補鋤11.収入

爾a事禽寝入

会託事av.入

思益事禽混入 、
{何}

~ a入

1寛晶姥ヨ砥入

【何3

'i.GII思A合:t"

協調E金岨λ副舎骨 .0. .0. .0. .0. .0. .0. a 企

同盟寝入の厩舎，，.
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清費支出の部

{皐位向}

;-;--_ミn写健偉人 【問犬舎 t何)~極圏 積兎ffl'{何}絹民 1( 

人 停費

鉱員人件費

aa人件費

8:Jl緯11

温圃暗Llt畢U咽温I画圃k官r;崎』入車圃I ~~ I 
{何}

fur.克経費

割鍵品費

月中元島耳k1t

11費支遥費

提唱eJ!

領・償却1( SS I 
【何}

管理竃. I S 
情民晶1t

先島本賢

.R~通費

=c圃償却1( I S 
{符} I S~ I 

I S I sS ! 
信λ金.凋1'. ~n 

'λ金制'J!， n 
学僕侃利息

~A処分量!. 1 
{何}

時fJ留品綿子畠|

閣R:I::II"・E舎It" 1 
(il' 1 .健浪人が現包有している宙E円のみを符げる鎗漢に去る色のとす轟.

Z ζnt6:1Cぽ畠符Eに:t'J己すペ事会留がない得舎にほ‘ .21将官舎省略する僧式包よるものとす畠.

Sζの涯に鍋げ晶骨量区絡の併Il!国争てい晶編会C:C:..その持昌垂温.tIIずる線路Zよ畠ものとする.

4 どのZ円のIIJ!啄λ又蛤IIU:Dで;r，oか明らかでないIIftlllλス:!il1ft!t:J1捻..a.R忌ス:主信事者:tnlt
'*事告nt..て.~:魔的民&S円I:ættす畠.
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11.6号機式〈第諸条関係〉

貸借対 照表

牟見 a
(単位向}

安去の 司E

特 g 本早箆書E 前竿皮調E ~ 涜

E定安E量

有影固定安11

ー"'" 2卑・

a 宅歯

構鋳物

敏育研究JRIIl蜂備品

その他の信審鑓品

国 軍書

皐 調

l:m仮liiUi!

{何J

その包の鹿定~Et

官t.ta鯉

電話1:11λt!l

篇訟判JIUI

有個u
a益事禽沼入金

長期貸付金

(t'l)!la縛怠預金

鰐3..，..本食事l書資産

t何}

涯.資JJt

現金預金

集収λ会

即.iI晶

忽m貸付金

有筒底，

{何}

ヨlfiI置の理E合It

q常
u

p
h
u
 

q'U 
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j亀i車内11!1

草寺 麗 本車事 富Z講毘 帯電車事箆家 事事

E車窓良債

fl:鰯f雷λ豊宮

書記後世費

盗事電車量与号l盗食

(1宵}

百足重量主主俊

箆長男借入金

号車授程費

乎売事債務

是主 主L 金

穣号!1:.会z
f葺号金

{何}

重量緩の鶴会計

l釜本金約書量

手号 思 率五手 E霊議定 務卒度末|増

華客l号議本金

第 Z号釜本金

告書 l~す審議E金

感..-t露五事愈

釜本金約鶴合1*

i菌E雪経文芸皇室夏の産車

害事 塾 Z存率度 重己 関王手度来|地

{符}翠度鏑費支出構童書金

居室鶴高畠綿密支出国経過額l
L主主目串謹呈a匹

務官官暖うま重量言語のs合Kt

害毒 菌 本卓事蕊晃'" i繍車事 E聖書記 j増

員録的露、答率I'iヲ露底的胃費緩ま選額約爵会富士

塁塁窓 越鐙綴鶴喜重針累~喜富の合計額

密電車不鍵郡豊念の合計額

題Z録に除さtl.てい轟変重量の銀銭ACJ守重絵、次のとお号である@

忍草翼給与事u量傘u)鎮の算定方法降、書記のとお唱で31.~@

翠重量計挙事度以畿の会針卒廃隠おいて議本金への総人礼金行う ζ ととなる傘緩

、ag川

{闘 し ;::n器包掲げ晶持富に3t~とす司事金額がなも喝合信雄、議主主将留金署員略す畠緩或隠よ晶晶のとす晶@

君。主命豊富民掲げ品科目思絡の斡圏壷鶴けてい品締金~絵、その将園舎越重量す基線武信よ畠ものとす畠@
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学校法人会計基準と企業会計基準の統ーと問題点

第9号線式〈第謁条関係〉

基本金明細費

年 月日から

年月 田まで

〈単位円)

事 項|要組入高|畠入高|未組入高|摘 要

第dキiE何霊a} 主主当 入高
何〉

当期〈計何取〉 崩高
A ム

当期計末喪高
ム ム

第d当周号〈伺ま鍵主入主高 一 一
一 一

計 一 一当期末蔑・高 一 一
第Z3期割〈号再袋程釜》圃入本高高会 一 一

一 一
当期計末費高 一 一一 一

箆452主主

当当 費入高高

l 合E室ZZ 塁2塁費書計書 一一-田園"・ A 

一
〈注) L この表に掲げる事項に計上すべき金額がない場合には，当践事項を省略す

る禄式によるものとする.
2. 当期組入高及び当期取崩高については.組入れ及び取崩しの原因となる事
実ごとに記寓する.ただし.第3号基本金以外の基本金については，当期混
入れの原因となる事需に係る金額の合計績が前期縁起高の 100分の・1巴担当
する金額〈その金調か3.000万円を超える場合にtt.3.000万円〉を超えない
場合にtt.資産の積煩等により一掃して記按ずることができる.

& 要組λ高の舗には.第1号基本金にあ守ては取得した固定資産の価額に相
当ずる金績を.第4号基本金にあ守ては第却条第l項第4号の混定により文
笛大臣が定めた置をE寓する.

4 釆忽入高の側には，要畠入高から組入高を擁じた寓を記寓する.
〈傭考〉 第2~革本金及び第3"革本金については.この衰の付護としてi 革本金の

組入れに係る計画等を記寓した衰を次の犠式に従い作成し.極付するものとす
る.

-267-
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様式麓1

計量富の各議

題定資産のi決定機星電
費量得針額&
i.f釜本金鍾
入計量富の決
定複E書展ぴ
決定王手s盟

闘史資E量の
取得It習&
'I..Fその築ff
Z走箆

第2号基本金の組入れiこ揺る計画嚢
{主事位:問}

重量 事事

主義 喪

混入計箇年度|鮎予定額 1鍾入額 j 繍 妥

ー遣基本金鍾入I I I I I 
IU趨i!ぴそ I I ! !  I 
1の実行毒素al i ! I I 

I I IIt i i十 i 第Z号釜本金量霊草案残高 j 

(i;tl 1.取得予定1m定資遜の所聖書見込書草紙を、豊量産繍繋の欄に記草認する@
2.鍵入予定額及ぴ謹λ額I!、遺入計量霊lf.lltごと応記事草する@

轍式欝Z
第3号基本金f})組入札に保る計画表

(単位:同}

違基{金富勾的名}重量

計議額傘ZのE設ι唱定
繍綴腐|蜘織の卒月園|箆 醗定の棚田| 蓄電 要

本金袋入m-
題の決定機
関E主ぴ決定
年月園

釜舎を運用
して行古事
重量

選入麗標額

議入計量喜牢m: 込3、=聖堂邑官員 魅入額 簿亀 事是

議本金鍾入
針函Jiぴそ
の3電行設混

i鈴 |貯
場一

{盆} しこの封筒翻主、銀λ額が鍾入霞怒重量隠途ずる窓での鋼、作成する@
ただし、iIii潤飽隼皮iミお肺てl車、第 Z母音基本傘の昔話潮来襖趨隠重r~.tt畠ものについて~，携する@

%.縫λ予定鏡ゑぴ組入額路、組λ針護軍率皇室ごとに2，怨する@
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267 学校法人会計基準と企業会計基準の統一と問題点

機式第3

{単位:同}

「一一一一一一下一 r~---------I-------------1----------T----------r ------~ ~-1 
{注} この計濁表t士、盛年度の釜本会組λ銀炉、釜金の運用果実の事.使用11.又l!学校浪人の事績民主

らない符別寄付金の績のみである場舎に、鎗式"21:代えて偲成することがでさる.【ただし、趨E書益
金の怨定後留めて作成するとさをIiil< .}. 

護金の鵠 ，砧当初決慌定4摘月の巴 釜金~銅賞創 事沼案周使朱用実残ZのR 持別寄付金
基金の飼求額 調 要の 客百

ーー一一一ー-ー一一ーーーーーーーーーー-----ーーーー---ーーーー-----ーーー

第 3号基本金の組入れに係る計画表

は，昭和63年度以後の会計年度に係る

会計処理及び計算書買の作成について

適用し，昭和62年度以前の会計年度に

係るものについては，なお従前の例に

よる，

府周

この省令は，昭和63年 4s1目から

施行する.ただし.第'30条第1項第4

号の改正課定は，公布の日から施行ナ

1 

ハ
。
公
益
法
人
と
会
計
処
理
基
準
の
強
制

一
般
的
に
公
益
法
人
と
い
う
と
、
社
団
法
人
や
財
団
法
人
を
い
う
が
、
こ
の
ほ
か

に
も
学
校
法
人
、
宗
教
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
、
労
働
組
合
等
を
含
ん
で
お
り
、
こ

れ
ら
の
公
益
法
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
法
令
に
基
づ
き
監
督
官
庁
の
許
認
可
を
受
け

た
も
の
を
い
う
。
ま
た
、
法
人
税
法
に
お
い
て
も
税
法
上
の
公
益
法
人
の
非
収
益
事

業
の
範
囲
を
明
示
し
て
お
り
、
収
益
事
業
を
行
わ
な
い
限
り
、
非
課
税
団
体
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
公
益
法
人
は
そ
れ
ぞ
れ
会
計
処
理
に
あ
た
り
、
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
の
基
準
を
ま
と
め
る
と
左
記
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
中
で
学
校
法

人
会
計
基
準
は
文
部
省
令
と
し
て
制
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
強
制
的
な
も
の

で
、
そ
の
他
の
基
準
に
つ
い
て
は
準
拠
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。

る.

2 改正径の学技法人会計基単の規定
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266 
〈収支予算書科目取扱要領〉

(収入の部}

取後要領
勘定科目

大科目|中科目

基本財産運用収入

事業収入

入会金収入

会費収入

事業収入

補助金等収入

負担金収入

寄付金収入

雑収入

基本財産収入

固定資産売却収入

敷金・保証金戻り収入

基本財産利息収入

基本財産配当金収入

基本財産賃貸料収入

00事業収入

入会金収入

正会員会費収入

特別会員会費収入

賛助会員会費収入

00事業収入

国庫補助金収入

地方公共団体補助金収入

民間補助金収入

00受託収入

国庫助成金収入

地方公共団体助成金収入

民間助成金収入

負担金収入

寄付金収入

募金収入

受取利息

雑収入

基本財産収入

土地売却収入

建物売却収入

車両運搬具売却収入

付帯傭品売却収入

借地権売却収入

電話加入権売却収入

投資有価証券売却収入

賛

同

九

品

Z

収

費

傭

一

ワ

嫌

器

戻

運

什

金

信

耗

敷

通

消

義本財産の運用による収入

運用財産の運用による靴型、収

入

基本財産として指定された現

金・預金収入

固定資産の売却による収入
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保証金展り収入

借入金収入

短期借入金収入

長期借入金収入

得定預金取崩収入

退職給与引当預金取崩収入

減価償却引当預金取崩収入

0000積立預金取崩収入

繰入金収入 |他会計よりの受入金

前期繰越収支差額

前期繰越収支差額

{支出の部)

事業費 |原則として，舗法人の事業

の目的のために直接要した支

出で管理費以外のもの@

必畏に応じて@事業の種類ご

とに草分して記載する@

給料手当

臨時離賃金

退職金

福利厚生寮

旅費交通貨

通信運搬費

消耗什器備品費

消耗品費

修繕費

印尉製本費

燃料費

光熱水料費

貿借料

保険料

諸甜金

理説公諜

負担金支出

前払金支出

寄付金支出

委託費

雑費

管理費 |原則として，法人の各種の業

務を管理するため，毎年度珪

常的に要する支出

投員報量調

給料手当

退職金

福利厚生費

会議費

旅費交通費

271 
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消耗品費

修繕費

印刷製本質

燃料費

光熱水料費

賃借料

火災保険料

諮謝金

租視公課

負担金支出

寄付金支出

支払利息

縫費

固定資鹿取得支出 固定資底の取得に要した支出

(基本財産としての固定資産

の取得に要した支出額を含

む.)

土地賜入費支出

建物建殴(腸入支出)

構築物建段支出

車両連銀具E軍人支出

什鑓備品.11入支出

建股仮勘定支出

借地禍腸入支出

電話加入構鷹入支出

投資有価底券賜入支出

敷金・保証金支出

敷金支出

保証金支出

借入金返済支出

短期借入金返済支出

長期借入金返椅支出

特定預金支出

退職給与引当預金支出

減価償却引当預金支出

0000積立預金支出

繰入金支出 他会計への支出額

繰入金支出

予備費 収支予算書上の科目

予備費

当期収支差額

当期収支差額

次期繰越収支差額

資金の範囲は原則として現金

預金及ぴ短期金銭債権債務と

する.

次期繰越収支差額

{制 収支予算書に係る注記事項

1 借入金限度額........・当該年度中において許容される短期借入れの最高限度

額をいう.

2 債務負担額………・・次年度以降の各年度において許容される債務負担の最

高限度額及ぴその累計額をいう.

つ臼
司

t
円

L
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報室主1~ 1 (ストッタ式)

正味動産量増減計算審

平成年月自から 平 成 年 月 百 ま で

科 昌 金 喜覇

増加の部

l 資産量増加額

さ量期i既x蓋額 xxx 
由圃 由 圃甲申唱唖唱団自由骨ー由晶画喧串圃由， xxx 
直面 申 申暗唱ー曹司ー唖畠唱曲直骨骨骨骨骨暗・ xxx xxx 

2 負f費減少額

.由冒唱曲唱圃冒喧.."，..._"，司島田咽量曹喧_.・ xxx 
曲面 ー ー 甲田哩置岳岨司噛申ー-喧喧申喧田唖・ xxx 
司自串園田一一骨骨喧喧唖一一一ー- xxx xxx 

増加額合計 xxx 

立 減少の部

l 資産縄基P額

告期収支差額{マイナスの場合) xxx 
世田園・---町申由申ー唖・_-.由.骨唱 e xxx 
ー，田昌申._-骨申_.圃 0 ・島句・-喧園田唖唖a xxx 

2 負f賓増加額

匂'‘._-事"'<T""'"喝司哩.-唱E 司..司P哩昏曜...司..< xxx 
画自由曲唖 司 - . ・E曲咽唖唖唱曲申曹団自画.. xxx 
...醤..唱...曙..-電B ・・ a血-宅.<ョ・4包.曙，司" xxx xxx 

捕手炉事露合計 xxx 

謹期正味露者遺増加額(鵠少額} xxx 

輔期繰越正味動轟額 xxx 

期末正味動麓合計額 xxx 

一 273-



ス
ト
ッ
ク
式
正
味
財
産
増
減
計
算
書
は
、
当
期
収
支
差
額
に
加
え
て
、
当
期
中
に

生
じ
た
取
引
の
う
ち
、
正
味
財
産
の
増
減
に
つ
い
て
の
み
記
載
す
る
も
の
だ
が
、
フ

ロ

l
式
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
収
入
の
金
額
と
支
出
の
金
額
の
す
べ
て
が
計
算
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
企
業
会
計
の
損
益
計
算
書
に
似
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

Mar.1993 Vo1.28-A， 平成 5年，第28号A，愛知工業大学研究報告，262 

{フロー主主)韓式 3-2 

正味財産増減計算書

日まで月年白から平成月年平成

喜震

増加原圏の部

基本財産運用収入

金自科

xxx 
l 

xxx x xx 

xxx 
事業収入2 

xxx 
補助金収入3 

xxx xxx 

xxx 
xxx 

xxx 

国定資産受贈額4 

5 

xxx 

xxx 

合計

韓少原留の部

事鍵賛l 

E 

xxx 
xxx 
xxx 

一一一一-一一一_.
…ー-一一一

管理費2 

xxx 

xxx 建物構鏑償部重要

退職給与引当金繰入額

3 
xxx 4 

xxx 

計

当期正味財産増加額(減少額}

前期繰越正味財産額

Al.. 
CI! 

5 

xxx 

一 274-

期末正味財産合計額
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あ
る
も
の
に
つ
い
て
増
加
の
部
と
減
少
の
部
に
ま
と
め
て
計
算
す
る
。
た
と
え
ば
、

収
支
計
算
書
上
に
現
わ
れ
て
い
な
い
減
価
償
却
費
が
計
算
さ
れ
て
い
る
場
合
に
も
、

資
産
の
減
少
の
部
に
計
上
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
に
当
期
正
味
財
産
増
加
額

(
減
少
額
)
に
、
前
期
繰
越
正
味
財
産
額
を
加
算
し
、
期
末
正
味
財
産
合
計
額
と
し

て
表
示
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

次
に
ス
ト
ッ
ク
式
の
場
合
の
科
目
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

七
。
正
味
財
産
増
減
計
算
書
の
内
容
と
処
理
方
法

ス
ト
ッ
ク
式
の
内
容

フ
ロ

l
式
が
資
金
収
支
計
算
の
す
べ
て
の
増
減
を
計
上
し
て
差
引
当
期
収
支
差
額

を
表
示
す
る
の
に
対
し
、
こ
の
ス
ト
ッ
ク
式
は
収
支
が
正
味
財
産
の
増
減
に
影
響
の

学校法人会計基準と企業会計基準の統一と問題点

科 目
取扱要領

大 科 目 中 科 目

資産増加額

当期収支差額 収支計算書における当期収支

差額。収入超過の場合)

土地受贈額 受贈による画定資産の増加額

投資有価証券受贈額

土地罵入額 熔入等による固定資窟の増加

額

建物建訟(賜入)額

梅築物建設額

車両速銀具賜入額

什器備品賦入額

建段仮勘定増加額

借地椙賜入額

電話加入植賜入額

象金増加額

保証金増加額

投資有倒産岩手燭入額

退聴給与引当預金増加額

誠価償却引当預金増加額

0000積立預金増加額

負債減少額

短期借入金返済右翼

長期借入金返済額

退職給与引当金取崩額 退喰金の支払いに伴う退職給

与引当金の取崩事買

受入保証金減少額

一 275-

<jE味財康増減計算書ストック式科目〉

(増加の部)



入
。
貸
借
対
照
表
と
収
支
計
算
書
と
の
関
係

貸
借
対
照
表
は
、
そ
の
公
益
法
人
の
決
算
期
末
に
お
け
る
財
政
状
態
を
表
示
す
る

も
の
で
、
資
産
、
負
債
、
正
味
財
産
に
分
け
、
こ
れ
を
科
目
ご
と
に
分
類
し
た
も
の
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樟式 4

貸借対照表

日現在月年平成

額

I 

金目科

資産の部

流動資産l 

xxx 

xxx 

流動資産合計

固定資産

基本財産

2 

xxx 

XXX  

基本財産会計

その他の固定資産

xxx 

xxx 

で
、
こ
の
様
式
に
は
勘
定
式
と
報
告
式
と
が
あ
る
が
、
様
式
4
で
報
告
式
に
よ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
資
産
総
額
は
負
債
と
正
味
財
産
の
合
計
額
と
一
致

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

xxx 

その他の固定資獲合計

固定資産会計

資産合計

負債の部

波動負債

xxx 

沈動負債合計

恩定負債

固定負債合計

1 

2 

E 

xxx 

(xx x) 

(x x X) 

負債合計

正味財産の鶴

正味財&

(うち基本金}

(うち当期正味財産増加額(揖少額}

田

xxx 

po 
可，.

q'eu 

負債及ぴ正味財選合計



資
産
は
、
流
動
資
産
と
固
定
資
産
に
分
け
、
流
動
資
産
に
は
現
金
預
金
を
は
じ
め

有
価
証
券
、
未
収
金
、
貸
付
金
、
仮
払
金
、
立
替
金
、
領
布
品
そ
の
他
流
動
資
産
と

な
る
も
の
と
、
固
定
資
産
は
基
本
財
産
(
基
本
財
産
を
設
け
て
い
な
い
場
合
は
省
略
)

と
そ
の
他
の
固
定
資
産
に
分
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
基
本
財
産
に
指
定
さ

れ
て
い
な
い
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
す
べ
て
そ
の
他
の
固
定
資
産
に
計
上
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。

負
慣
に
つ
い
て
も
、
流
動
資
産
と
固
定
負
置
に
分
け
、
流
動
負
債
に
は
未
払
金
、

預
り
金
、
短
期
借
入
金
等
を
計
上
し
、
固
定
負
債
に
は
長
期
借
入
金
の
ほ
か
、
退
職

給
与
引
当
金
等
の
金
銭
債
務
、
条
件
付
債
務
な
ど
が
計
上
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る。
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財鹿目録

平成 年 月 日現在

機式自

な
お
、
流
動
と
固
定
の
区
分
に
つ
い
て
は
資
産
の
場
合
も
含
め
て
、
企
業
会
計
に

い
う
ワ
ン
イ
ヤ
l
ル
l
ル
を
公
益
法
人
会
計
で
も
採
用
し
て
い
る
か
ら
、
一
年
以
内

の
債
権
債
務
は
そ
れ
ぞ
れ
流
動
資
産
又
は
流
動
負
債
で
処
理
し
、
一
年
を
超
え
る
も

の
は
固
定
資
産
又
は
固
定
負
債
で
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
特
定

さ
れ
て
い
な
い
単
な
る
一
年
定
期
預
金
は
流
動
資
産
に
計
上
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

る。
財
産
目
録
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
貸
借
対
照
表
の
区
分
表
示
に
準
じ
た
方
法
で
、

資
産
の
部
と
負
債
の
部
と
に
区
分
し
、
差
引
正
味
財
産
額
を
表
示
す
る
。
こ
の
財
産

目
録
は
、
寸
様
式
6
L
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

xxx 

xxx 

資産合計

江負債の部

1 流動負債

短期借入金 00銀行00支庖

預早金 韓民に対する重量泉所得説

xxx 

xxx 

XXX  

xxx 

手ヰ 目 金 額

I 資産の部

1 流動資産

現金預金

現金 現金手許有高 xxx 

宇部通預金 00銀行00支庖 xxx 

未収会費 xx年産会費xx名分 XXX  

ー・---・ーー・・ーーー 司ー園由・--・---・---・ e・ xxx 

流動資産合計
XXX  

2 固定資産

(1) 基本財産

土地 00平米 x X)え

草寺Ijfす国佼 00銘柄 xxx 

ー oø~~"aðaーー ー_Da~_ ・・_..... xxx 

基本財産量合計 xxx 

(2) その他の固定資重

-_.・0・-一日目 一一一一一一ー xxx 

--・ーーーー......-. ......__..申--・-・ xxx 

一一一一一ー ・・国軍司...."....司-- xxx 

その他の毘定資産合計 xxx 

固定資産合計
xxx 

一一

流動負債合計

固定負債

長期借入金 00銀行00支庖

退綾給与引当金

z 

xxx 

xxx 

国定負債合計

xxx 

ウ

i
門

Jワム】

負債合計

正味財産



は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
尚
公
益
法
人
会
計
基
準
に
つ
い
て
は
、
公
益
法
人
の

健
全
な
る
発
達
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
各
省
庁
の
公
益
法
人
監
督
事
務
担
当
者

に
よ
る
連
絡
協
議
の
結
果
、
昭
和
五
三
一
年
四
月
一
日
よ
り
実
施
さ
れ
、
昭
和
六
0
年

九
月
に
そ
の
一
部
を
改
正
し
、
昭
和
六
二
年
四
月
一
日
以
降
施
行
さ
れ
、
現
在
に
至
っ

て
い
る
。

九
。
財
産
目
録
の
省
略
の
可
否
に
つ
い
て

Mar.1993 

財
産
目
録
は
、
貸
借
対
照
表
と
同
じ
だ
か
ら
省
略
し
て
も
よ
い
と
の
意
見
も
あ
る
。

し
か
し
、
貸
借
対
照
表
は
科
目
ご
と
の
集
計
で
、
明
細
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
よ

り
明
確
化
す
る
た
め
財
産
目
録
と
い
う
形
で
表
示
を
強
制
し
て
い
る
も
の
で
、
省
略
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次
に
公
益
法
人
等
会
計
基
準
一
覧
表
を
示
す
こ
と
と
す
る
⑦
。

公益法人等合計基準一覧袈

法人別 会計基準の名称等
管轄官庁

関係法令
(都道府県の場合ありL

社団法人
公益法人会計基準

財 閏法人
(公益法人指導監督連絡会 各 音ロ4刃> 石J 団 体 民 法

議)

学校法人
学校法人会計基準

文 音E 省 私 立 学 校 法
(昭46. 4. 1文部省令18)

宗教法人管理運営の手引

宗教法人 第3集「宗教法人の財務J(文 文 {じ 庁 宗教法人法

化庁)

社会福祉法人経理規程準則
社会福主!

社会福祉法人 (昭51. 1. 31社施第25通 l￥ 生 省
事業法

知 .62改)

労働組合会計基準

労働組合 (日本公認会計士協会報告 労 働 省 労働組合法

第 5号)

特殊法人会計処理基準 総:務庁設置法

特殊法人 {財政制度審議会公企業会 各 舌"'"刃 可 団 体 又 lま

計小委貝会) 特 }JIJ 法

ワム
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次
に
新
基
準
に
よ
る
計
算
書
類
の
体
系
、
並
び
に
公
益
法
人
が
作
成
す
べ
き
帳
簿

等
は
次
の
様
な
作
成
順
序
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

学校法人会計基準と企業会計基準の統一と問題点

(改正「基準J)

イ正味財産増減計算書l

えて正味財産増減問吋
( …味財産地減計算比代

算方式を選択することが可

計

算

書

類

(旧「基準J)

収支計算の部

正味財産増減
計算の部計

算
書
類

書算

表

ι
l

ヨ
L

a

a

"

-

言
開

滅

注

書

増

表

の

算

産

照

録

類

計

財

対

目

書

支

味

借

産

算

収

正

貸

財

計

計

算

書

類

一一耕一一一一

「

4
財

産

目

録

4

一
3
貸

借

対

照

表

一

一
2
正
味
財
産
増
減
計
算
書
一

一
1
収

支

計

算

書

」

簿)

算

類

書
算

表

(必要に応ピて)
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算

理

盤

要

現金出納帳

預金出納帳

固定資産台帳

会費明細帳

その他

(主

(補助簿)

公経ぴ
益清開
法活連
人動事
の及象



第
三
節

商
法
会
計
及
び
一
証
券
取
引
法
会
計

1 流動資産 1 i涜重抱負債
(12) 

I 営重量収益 xxx [査「31事

当期末処分利益 xxx 
一 xxx xxx 

日営業費用 xxx n 利益処分額一 xxx xxx m 営業外収益 xx 
11 固定資産 H 固定負債

W 営主義外費用 xx 利益準備金 xx
一 xxx xxx 

xxx 経常利益 xxx 配当金 xx 一 xxx 一
i図録延資産 出資本 V 特別利益 xx 役員賞与金 xx
一 xxx 資本金 xxx VI 特別損失 xx 

別途積立金 xxxx x 一 xxx 望書鋳金 xxx 
貌引前当期利益 xxx 

剰余金 xxx ト司
師次期繰越利益 xx 

{当期利益 xx) |エ
法人税等 xx 

↑'-t> 
当期利益 xxx 

合計 xxx 合計 xxx 
前期繰越利益 xx 

尉途繍立金取績額 xx 

中間配当事費 xx 

中間利益構偏食繍立額

X 

L;診 当期末処分利益 xx ドー
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我
が
国
の
企
業
会
計
制
度
は
、
企
業
の
発
展
と
共
に
改
善
さ
れ
、
そ
の
基
本
は
昭
和

二
四
年
七
月
企
業
会
計
基
準
を
確
立
維
持
し
、
企
業
会
計
の
指
導
原
理
を
明
ら
か
に

す
る
目
的
で
設
け
ら
れ
た
「
企
業
会
計
原
則
」
で
、
そ
の
ほ
か
商
法
に
お
い
て
も
昭

和
三
八
年
に
「
株
式
会
社
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
に
関
す
る
規
則
(
以
下

商
法
規
則
と
い
う
。
と
が
制
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
幾
多
の
変
遷
を
経
て
現
在
に
至
っ

て
い
る
。

利益金処分計算書

Vo1.28-A， 

ま
た
、
企
業
会
計
に
は
こ
の
ほ
か
大
蔵
大
臣
に
提
出
す
る
有
価
証
券
報
告
書
、
同

届
出
書
等
の
作
成
基
準
と
し
て
、
昭
和
三
八
年
一
一
月
に
制
定
さ
れ
た
「
財
務
書
表

等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
(
以
下
財
務
書
表
規
則
と
い
う
。
)
」

が
あ
る
。
さ
ら
に
、
関
係
企
業
と
の
連
結
財
務
書
表
作
成
の
た
め
、
昭
和
五
一
年
一

O
月
連
結
財
務
書
表
規
則
も
制
定
さ
れ
、
企
業
会
計
制
度
の
確
立
に
向
か
っ
て
整
備

中
で
あ
る
。

損益計算書

平成 5年，第28号A，

企
業
会
計
は
、
企
業
会
計
原
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
一
般
原
則
と
し
て
の

真
実
性
の
原
則
、
正
規
の
簿
記
の
原
則
、
資
本
取
引
、
損
益
取
引
の
区
分
原
則
、
明

瞭
性
の
原
則
、
継
続
性
の
原
則
、
保
守
主
義
の
原
則
、
単
一
性
の
原
則
等
を
守
る
こ

と
を
義
務
づ
け
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
原
則
に
従
っ
て
企
業
の
経
営
成
績
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
の
損
益
計
算
書
と
、
財
政
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
貸
借
対
照
表
を

作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

又
、
商
法
に
お
い
て
は
、
第
五
二
条
以
下
で
諸
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、

商
法
計
算
規
則
に
よ
り
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
営
業
報
告
書
、
附
属
明
細

書
そ
の
他
必
要
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
し
く
み
は
左
図
の
通
り
で
あ
る
。

企
業
会
計
の
計
算
書
は
、
こ
の
よ
う
に
期
末
の
財
政
状
態
と
経
営
成
績
を
表
示
し

て
い
る
。
し
か
し
、
公
益
法
人
会
計
に
あ
っ
て
は
、
財
産
の
状
態
は
明
ら
か
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
損
益
と
い
う
概
念
は
一
切
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

表
は
作
っ
て
も
、
損
益
計
算
書
は
作
成
し
な
い
。

[車1)

愛知工業大学研究報告，

貸借対照表

貸
借
対
照
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す
な
わ
ち
、
公
益
法
人
会
計
は
、
収
入
及
び
支
出
の
予
算
に
基
づ
い
て
実
績
の
計

算
と
を
比
較
し
た
表
で
あ
る
「
収
支
計
算
表
」
を
作
成
し
、
財
政
状
態
に
つ
い
て
は
、

「
貸
借
対
照
表
と
財
産
目
録
」
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
企
業
会
計
は
商
法
第
五
二
条
に
あ
る
よ
う
に
営
利
招
目
的
と
す
る
社

団
で
、
商
行
為
を
行
う
こ
と
を
業
と
す
る
法
人
の
会
計
を
い
う
が
、
こ
れ
に
対
し
て

社
団
又
は
財
団
法
人
な
ど
の
公
益
団
体
は
、
民
法
第
三
四
条
の
定
め
る
祭
記
、
宗
教
、

慈
善
、
学
術
、
技
芸
そ
の
他
公
益
に
関
す
る
法
人
で
、
原
則
と
し
て
営
利
を
目
的
と

し
な
い
こ
と
を
条
件
に
、
主
務
官
庁
の
許
認
可
に
よ
り
法
人
を
設
立
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
公
益
法
人
の
会
計
を
処
理
す
る
も
の
が
公
益

法
人
会
計
で
、
企
業
会
計
と
は
根
本
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
企
業
会
計
の
計
算
書
類
に
つ
い
て
は
、
株
主
及
び
利
害
関
係
者
に
対
し
て

公
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
公
益
法
人
の
計
算
書
一
類
に
つ
い
て
は
総
会
な

ど
の
機
関
決
定
を
行
っ
た
後
、
監
督
官
庁
に
報
告
届
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
ほ

か
、
学
校
法
人
に
つ
い
て
は
寄
附
行
為
に
基
づ
い
て
公
告
す
る
手
続
き
を
と
ら
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
も
あ
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
⑧
。

学校法人会計基準と企業会計基準の統一と問題点

一
、
商
法
の
計
算
書
類
及
び
附
属
族
明
細
書

商
法
(
最
終
改
正
昭
和
五
六
年
六
月
九
日
法
律
第
七
四
号
。
以
下
同
じ
)
第
二
八

一
条
の
規
定
に
よ
り
、
取
締
役
は
、
毎
決
算
期
に
、
次
の
書
類
及
び
そ
の
附
属
明
細

書
を
作
成
し
て
、
取
締
役
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
1
)
貸
借
対
照
表

(
2
)
損
益
計
算
書

(
3
)
営
業
報
告
書

(
4
)
利
益
の
処
分
又
は
損
失
の
処
理
に
関
す
る
議
案

こ
れ
ら
の
書
類
を
一
般
に
、
計
算
書
類
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
書
類

の
附
属
明
細
書
を
計
算
書
類
附
属
明
細
書
、
単
に
附
属
明
細
書
と
も
い
っ
て
い
る
。

計
算
書
類
の
具
体
的
な
記
載
は
、
「
株
式
会
社
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
営

業
報
告
書
及
び
附
属
明
細
書
に
関
す
る
規
則
L
(
最
終
改
正
昭
和
五
七
年
四
月
二
四
日

法
務
省
令
第
二
五
号
。
以
下
J
計
算
書
類
規
則
L

と
い
う
)
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
経
団
連
e

経
済
法
規
委
員
会
の
寸
新
法
務
省
令
に
よ
る
各
種
書
類
の
ひ
な

型
」
(
昭
和
五
七
年
六
月
九
日
)
に
よ
る
標
準
様
式
が
参
考
に
な
る
。

附
属
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
計
算
書
類
規
則
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
な

記
載
方
法
に
つ
い
て
は
、
特
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
実
務
に
お
い
て

は
、
経
団
連
@
経
済
法
規
委
員
会
の
寸
前
新
法
務
省
令
に
よ
る
各
種
書
類
の
ひ
な
型
」

並
び
に
日
本
公
認
会
計
士
協
会
会
計
制
度
委
員
会
が
公
表
し
て
い
る
「
附
属
明
細
書

の
ひ
な
型
L

(

昭
和
五
七
年
九
月
一
一
一
日
)
を
参
考
に
し
て
記
載
す
る
と
よ
い
。

二
、
証
券
取
引
法
の
財
務
諸
表

証
券
取
引
法
(
最
終
改
正
昭
和
五
六
年
六
月
九
日
法
律
第
七
五
号
。
以
下
同
じ
)

の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関

す
る
書
類
は
、
大
蔵
大
臣
が
一
般
に
公
正
妥
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に

従
っ
て
大
蔵
省
令
で
定
め
る
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
よ
り
、
作
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
(
証
取
法
一
九
三
)
。
証
券
取
引
法
の
規
定
(
五
、
七
、
九
①
、
一

0
①

又
は
二
四
①
1
③
)
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
の
う
ち
、
財
務

書
表
と
は
次
の
も
の
を
い
う
(
財
規
二
。

(
1
)

貸
借
対
照
表

(
2
)
損
益
計
算
書

(
3
)
利
益
金
処
分
計
算
書
又
は
損
失
金
処
理
計
算
書

(
4
)
附
属
明
細
表

し
た
が
っ
て
、
証
券
取
引
法
に
お
け
る
財
務
書
表
は
、
上
記
の

(
1
)
か
ら

(
4
)

の
も
の
を
い
う
。

一 281-

こ
れ
ら
の
財
務
書
表
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
様
式
が
規
定
さ
れ
る
。

(
1
)

貸
借
対
照
表
は
、
財
務
諸
表
規
則
取
扱
要
領
第
一
一
に
基
づ
く
様
式
第
一



号
に
よ
る
。

Mar.1993 

(
2
)
損
益
計
算
書
は
、
財
務
諸
表
規
則
取
扱
要
領
第
二
二
九
に
基
づ
く
様
式
第

一
一
号
に
よ
る
。

(
3
)
利
益
金
処
分
計
算
書
は
、
財
務
諸
表
規
則
取
扱
要
領
第
一
七
四
に
基
づ
く

様
式
第
三
一
号
に
よ
り
、
ま
た
、
諸
@
室
金
処
理
計
算
書
は
同
要
領
に
基
づ
く

様
式
第
四
号
に
よ
る
。

(
4
)
附
属
明
細
表
は
、
財
務
諸
表
規
則
第
一
一
八
条
に
基
づ
き
、
次
の
も
の
が

作
成
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
様
式
は
様
式
第
一
号
か
ら
一
四
号
に
よ
る
。

①
有
価
証
券
明
細
表

②
有
形
固
定
資
産
明
細
表

③
無
形
固
定
資
産
明
細
表

④
関
係
会
社
有
価
証
券
明
細
表

⑤
関
係
会
社
出
資
金
明
細
表

⑥
関
係
会
社
貸
付
金
明
細
表

⑦
社
債
明
細
表

⑧
長
期
借
入
金
明
細
表

⑨
関
係
会
社
借
入
金
明
細
表

⑮
資
本
金
明
細
表

⑪
資
本
剰
余
金
明
細
表

⑫
利
益
準
備
金
及
び
任
意
積
立
金
明
細
表

⑬
減
価
償
却
費
明
細
表

⑭
引
当
金
明
細
表

VoI.28-A， 平成 5年，第28号A，愛知工業大学研究報告，

三
、
営
業
報
告
書
と
事
業
報
告
書
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営
業
報
告
書
は
、
取
締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
が
、
定
時
株
主
総
会
で
の
承
認
は

不
要
で
あ
る
。
た
だ
、
定
時
総
会
に
提
出
し
て
こ
れ
を
株
主
に
報
告
す
る
義
務
が
あ

る
。
営
業
報
告
書
の
記
載
方
法
は
、
従
来
、
会
社
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
が
今

回
の
改
正
に
よ
り
計
算
書
類
規
則
第
四
五
条
に
定
め
ら
れ
た
。

な
お
、
大
会
社
に
あ
っ
て
は
、
営
業
報
告
書
の
記
載
内
容
中
、
会
計
に
関
す
る
以

外
の
こ
と
は
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
(
商
特
法
一
三
②
、
一
四
③
)
。
ま
た
、
営
業
報

告
書
は
、
定
時
総
会
の
二
週
間
前
よ
り
五
年
間
本
庖
に
、
そ
の
謄
本
を
三
年
間
支
屈

に
備
え
置
く
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
(
商
二
八
二
)
。

一
方
、
事
業
報
告
書
は
、
株
主
総
会
終
了
時
に
、
会
社
が
自
主
的
に
株
主
に
対
し

て
情
報
を
提
供
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
営
業
報
告
書
よ
り
は
、
か
な
り
広

範
囲
に
わ
た
っ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
日
産
自
動
車
糊
の
実
例
に
よ
れ
ば
、

次
の
よ
う
な
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

株
主
の
皆
様
へ
(
会
長
、
社
長
の
挨
拶
)

営
業
の
概
要
(
営
業
報
告
書
に
準
ず
る
)

生
産
@
販
売
@
輸
出
の
推
移
(
最
近
六
年
間
)

企
業
ニ
ュ
ー
ス

国
際
化
へ
の
活
発
な
海
外
活
動

新
車
紹
介

幅
広
く
活
躍
す
る
日
産
の
商
用
車

庶
務
(
株
主
総
会
、
転
換
社
置
の
転
換
に
関
す
る
事
項
、
登
記
事
項
、
中
間
配

当
)

株
式
(
総
数
、
異
動
、
分
布
状
況
)

貸
借
対
照
表

損
益
計
算
書

利
益
処
分

営
業
品
目

最
近
五
年
間
の
業
績
の
推
移
(
生
産
台
数
、
販
売
台
数
、
売
上
高
、
経
常
利
益
、

税
引
後
利
益
、
一
株
当
り
税
引
後
利
益
、
一
株
当
り
配
当
金
、
期
末
株
主
数
、

総
資
本
、
資
本
金
、
有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
費
、
従
業
員
数
)

役
員

ワム】
口

δ



253 

会
社
概
要

株
主
メ
モ

今
後
、
営
業
報
告
書
の
記
載
内
容
が
計
算
書
類
規
則
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

従
来
の
事
業
報
告
書
の
記
載
内
容
に
変
化
が
起
こ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

四
、
計
算
書
類
規
則
と
財
務
諸
表
規
則

学校法人会計基準と企業会計基準の統一と問題点

計
算
書
類
規
則
は
、
商
法
第
二
八
一
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
計
算
書
類
及
び

こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
を
作
成
す
る
場
合
の
記
載
方
法
に
関
す
る
規
則
で
あ
り
、
正

式
に
は
、
「
株
式
会
社
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
営
業
報
告
書
及
び
附
属
明
細

書
に
関
す
る
規
則
し
と
い
う
。

一
方
、
財
務
諸
表
規
則
と
は
、
証
券
取
引
法
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
る
財
務
書
類
、

す
な
わ
ち
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
利
益
金
処
分
計
算
書
又
は
損
失
金
処
理

計
算
書
及
び
附
属
明
細
表
の
用
語
、
株
式
及
び
作
成
方
法
を
定
め
た
規
則
で
あ
り
、

正
式
に
は
「
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
」
(
最
終
改

正
昭
和
五
七
年
九
月
一
一
一
日
大
蔵
省
令
第
四
六
号
。
以
下
「
財
務
諸
表
規
則
し
と
い

う
)
と
い
う
。

従
来
か
ら
、
計
算
書
類
規
則
と
財
務
諸
表
規
則
の
一
元
化
が
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、

完
全
な
一
致
を
み
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
実
務
に
お
い
て
は
、
商
法
の
計
算
書

類
と
証
券
取
引
法
の
財
務
諸
表
の
両
方
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
証
券
取
引

法
に
基
づ
く
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
会
社
は
、
商
法
に
基
づ
く
計
算
書
類
及
び
附
属

明
細
書
を
、
取
締
投
会
又
は
株
主
総
会
で
承
認
さ
れ
た
も
の
に
基
づ
き
、
財
務
諸
表

規
則
に
準
拠
し
た
財
務
諸
表
と
し
て
作
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
、
単
に

H

組
替
え
μ

又
は
H

計
算
書
類
か
ら
財
務
諸
表
へ
の
組
替
え
μ

な
ど
と
い
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
計
算
書
類
規
則
で
は
、
親
会
社
・
子
会
社
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
が
、

財
務
諸
表
規
則
で
は
、
関
係
会
社
と
い
う
用
語
に
な
る
。

な
お
、
証
券
取
引
法
に
お
い
て
は
、
中
間
決
算
の
中
間
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
場

合
の
「
中
間
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
L

(

最
終
改
正

昭
和
五
七
年
九
月
一
一
一
日
大
蔵
省
令
第
四
八
号
)
が
あ
り
、
親
会
社
の
財
務
諸
表
を

一
体
化
し
た
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
場
合
に
は
「
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様

式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
L
(
最
終
改
正
昭
和
五
七
年
九
月
二
一
白
大
蔵
省
令

四
七
号
)
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
則
は
、
通
常
「
中
間
財
務
諸
表
規
則
L

及
び
「
連

結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い
わ
れ
る
。

一
方
、
特
定
の
事
業
を
営
む
会
社
が
、
当
該
事
業
の
所
管
官
庁
に
提
出
す
る
財
務

諸
表
に
つ
い
て
、
法
令
の
定
め
が
あ
る
場
合
、
又
は
所
轄
官
庁
が
制
定
し
た
財
務
諸

表
準
則
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
法
令
又
は
準
則
に
よ
り
、
証
券
取
引
法

に
基
づ
く
財
務
証
表
を
作
成
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
な
る
(
財
規
二
)
。

こ
れ
ら
の
特
定
事
業
と
は
、
次
の
も
の
を
い
う
(
財
規
別
記
)
。

①
建
築
業
②
鋼
船
製
造
a

修
理
業
③
銀
行
@
信
託
業
④
相
互
銀
行
業
⑤

建
設
業
保
証
業
⑥
証
券
業
⑦
保
険
業
⑧
民
営
鉄
道
業
⑨
民
営
旅
客
自
動

車
運
送
業
⑮
道
路
貨
物
運
送
業

O
水
運
業

O
通
運
業

O
道
路
運
送
固
定

施
設
業

O
電
気
業

O
ガ
ス
業

一
方
、
商
法
に
お
い
て
も
、
以
下
に
掲
げ
る
特
定
事
業
を
営
む
法
人
に
つ
い
て
は
、

計
算
書
類
規
則
以
外
の
特
例
の
適
用
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
(
「
株
式
会
社
の
貸
借
対

照
表
、
損
益
計
算
書
、
営
業
報
告
書
及
び
附
属
明
細
書
に
関
す
る
規
則
の
特
例
に
関

す
る
省
令
」
)

つ
J

0
0
 

ワ
U



商
法
監
査
は
、
す
べ
て
の
株
式
会
社
に
関
し
て
行
わ
れ
る
監
査
を
い
う
。
一
定
規

模
以
上
の
大
会
社
に
つ
い
て
、
第
三
者
た
る
会
計
監
査
人
(
公
認
会
計
士
又
は
監
査

法
人
)
が
行
う
監
査
を
特
に
商
法
監
査
と
い
う
場
合
が
あ
る
。

す
べ
て
の
株
式
会
社
は
、
監
査
投
の
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
会
社
の

規
模
に
よ
っ
て
、
会
計
監
査
の
み
か
、
業
務
監
査
と
会
計
監
査
の
両
方
を
行
う
こ
と

に
な
る
。
さ
ら
に
大
会
社
に
お
い
て
は
、
「
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特

例
に
関
す
る
法
律
」
(
最
終
改
正
昭
和
五
六
年
六
月
九
日
法
律
第
七
四
号
。
以
下
「
商

法
特
例
法
」
と
い
う
)
の
第
二
条
に
よ
っ
て
会
計
監
査
人
の
監
査
が
必
要
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
関
係
を
一
覧
表
に
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Mar.1993 

ガ
ス
事
業
法
に
定
め
る
一
般
ガ
ス
事
業
者
で
あ
る
株
式
会
社

銀
行
法
に
定
め
る
銀
行

長
期
信
用
銀
行
法
に
定
め
る
長
期
信
用
銀
行

外
国
為
替
法
に
定
め
る
外
国
為
替
銀
行

相
互
銀
行
法
に
定
め
る
相
互
銀
行

無
尽
業
法
に
定
め
る
無
尽
会
社

電
気
事
業
法
に
定
め
る
電
気
事
業
者
で
あ
る
株
式
会
社

建
設
業
法
に
定
め
る
建
設
業
者
で
あ
る
株
式
会
社

保
険
業
法
に
定
め
る
保
険
会
社
で
あ
る
株
式
会
社

特
定
事
業
を
営
む
株
式
会
社

Vo1.28-A， 平成 5年，第28号A，

五
、
商
法
監
査
と
証
取
法
監
査

愛知工業大学研究報告，252 

資本金。負鏑金額
|会 計世人臨 I ~It=ï:臨

{資本金基準}

5鵠間以上の金桂 品 要 必要 必喪

1鐘問書と超え 5鐘再来輔の金註 fJ;. し 必聾 長吾聾

1鰭開tl下の会社 fI. し 必要 なし

{負債の金額基準}

翻古車問臥上 z島 裏 一 一
加。鑑円未調 fJ:. し 一 一

特

員リ

~U 

規

の

ガ
ス
事
業
会
計
規
則

銀
行
法
施
行
細
則

長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則

外
国
為
替
銀
行
法
施
行
規
則

相
互
銀
行
法
施
行
規
則

無
尽
業
法
施
行
規
則

電
気
事
業
会
計
規
則

建
設
業
法
施
行
規
則

保
険
業
法
施
行
規
則

負債の金額品最繰の貸借対醸衰の負舗の部iζ計上した金額的合計額をい

い曾資本金的金額通~5鐘再来識であっても金計監査人監査議E必璽}:，fJ:. ること

があ野まず@また資本金 1鐘開tl下的会社でも負債金額議室御盤円以上の場

合i立監査設は薬務監査が必要とな野ます@

284 -

{註}
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証
取
法
監
査
と
は
、
証
券
取
引
法
(
最
終
改
正
昭
和
五
六
年
六
月
九
日
法
律
第
七

五
号
)
の
第
一
九
三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
に

よ
り
行
わ
れ
る
監
査
を
い
う
。
こ
の
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
会
社
は
、
例

え
ば
、
証
券
取
引
所
に
上
場
し
て
い
る
会
社
、
発
行
価
格
の
総
額
が
一
億
円
以
上
の

増
資
等
を
募
集
又
は
売
出
に
よ
っ
て
行
う
会
社
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
寸
財
務
諸
表
等

の
監
査
証
明
に
関
す
る
省
令
」
(
最
終
改
正
昭
和
五
七
年
九
月
二
一
日
大
蔵
省
令
第
四

九
号
〉
の
第
一
条
に
お
い
て
、
監
査
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
財
務
諸
表
等

の
範
囲
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
本
決
算
の
財
務
諸
表
、
連
結
財
務
諸
表
、

中
間
決
算
の
中
間
財
務
諸
表
等
で
あ
る
。

学校法人会計基準と企業会計基準の統ーと問題点

ハ
、
監
査
役

監
査
役
は
、
取
締
役
の
職
務
の
執
行
、
す
な
わ
ち
会
計
を
含
む
業
務
執
行
全
般
の

監
査
に
あ
た
る
株
式
会
社
の
必
要
か
つ
常
置
の
機
関
で
あ
る
。
監
査
役
は
、
株
主
総

会
の
普
通
決
議
に
よ
り
選
任
さ
れ
(
商
二
八

O
V
任
期
は
、
就
任
後
2
年
内
の
最
終

の
決
算
期
に
関
す
る
定
時
株
主
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
で
あ
る
(
商
二
七
三
)
。

大
会
社
に
あ
っ
て
は
、
監
査
役
は
二
人
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
監
査
役

の
互
選
を
も
っ
て
、
少
な
く
と
も
一
人
の
常
勤
の
監
査
役
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
(
商
特
法
一
八
)
。

監
査
役
の
権
限
等
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
監
査
役
は
、
取
締
役
の
職
務
の
執
行
を
監
査
し
、
ま
た
、
い
つ
で
も
取
締
役
及

び
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
に
対
し
て
営
業
の
報
告
を
求
め
、
又
は
会
社
の
業
務

及
び
財
産
の
状
況
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
商
二
七
四
)
。

②
監
査
役
は
、
取
締
役
が
目
的
の
範
囲
外
の
行
為
そ
の
他
法
令
若
し
く
は
定
款
に

違
反
す
る
行
為
を
す
る
か
、
又
は
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
う
と
き
は
、
こ
れ

を
取
締
役
会
に
報
告
す
る
義
務
を
負
う
と
と
も
に
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
取
締

役
会
の
招
集
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
商
二
六

0
ノ
ニ
マ
。
こ
の
場
合
、
請
求

し
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
そ
の
請
求
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
の
日
を
会
日
と
す

る
取
締
役
会
の
招
集
通
知
が
発
せ
ら
れ
な
い
と
き
は
、
そ
の
請
求
し
た
監
査
役
は
、

自
ら
取
締
役
会
を
商
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
商
二
六
0
ノ
三
、
二
五
九
②
〉
。

③
大
会
社
の
監
査
役
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
会
計
監

査
人
に
対
し
て
、
そ
の
監
査
に
関
す
る
報
告
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
商
特

法
人
②
)
。

④
親
会
社
の
監
査
役
は
、
子
会
社
又
は
孫
会
社
等
に
対
し
営
業
の
報
告
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
、
必
要
あ
る
と
き
は
、
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を
調
査
す
る
こ
と
が

で
き
る
(
商
二
七
回
)
。

一
方
、
責
任
の
主
な
も
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
監
査
役
が
監
査
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
重
要
な
事
項
に
つ
き
虚
偽
の
記
載
を
し

た
こ
と
に
よ
り
、
第
三
者
に
対
し
て
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
と
き
は
、
そ
の
監
査
役

は
第
三
玉
石
に
対
し
、
連
帯
し
て
損
害
賠
償
の
責
任
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
商

二
八

0
、
一
一
六
六
ノ
三
②
)

②
監
査
役
が
自
己
の
責
任
を
免
れ
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
自
ら
職
務
執
行
上
の

無
過
失
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
商
二
八

0
、
二
六
六
ノ
三
但
書
)
。

な
お
、
監
査
役
は
、
会
社
に
対
し
て
、
そ
の
職
務
の
執
行
に
つ
き
、
下
記
の
監
査

費
用
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
会
社
は
、
こ
れ
ら
の
費
用
が
監
査
役
の
職
務
執

行
の
た
め
必
要
で
な
い
こ
と
を
日
証
明
し
な
い
か
、
き
り
、
こ
の
請
求
を
拒
む
こ
と
は
で

き
な
い
(
商
二
七
九
ノ
一
己
。

①
監
査
費
用
の
前
払
の
請
求

②
職
務
の
執
行
に
つ
き
支
出
し
た
費
用
及
び
そ
の
支
出
の
日
以
後
の
利
息
の
償
還

請
求

③
監
査
債
務
に
つ
い
て
の
代
位
弁
済
を
す
べ
き
こ
と
若
し
く
は
、
そ
の
債
務
が
弁

済
期
に
な
い
場
合
の
相
当
の
担
保
提
供
の
請
求

ま
た
、
監
査
役
の
報
酬
は
、
取
締
役
の
も
の
と
は
別
に
定
款
で
定
め
る
か
、
株
主

総
会
の
決
議
を
も
っ
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
商
二
七
九
①
)
。
株
主
総
会
に
お

い
て
監
査
役
報
酬
を
決
め
る
場
合
、
監
査
役
は
そ
の
総
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ

る
こ
と
が
で
き
る
(
商
二
七
九
③
)
。

n
k
U
 

つん
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監
査
役
が
数
人
あ
る
場
合
に
、
各
監
査
役
が
受
け
る
べ
き
報
酬
の
額
に
つ
い
て
、

定
款
又
は
株
主
総
会
の
決
議
で
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
商
法
第
二
七
九
条
第

一
項
で
定
め
ら
れ
た
額
の
範
囲
内
で
、
監
査
役
の
協
議
に
よ
っ
て
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
(
商
二
七
九
②
)
。
即
ち
監
査
役
は
株
式
会
社
の
会
計
監
査
、
業
務
監
査
の
常
設

機
関
で
あ
る
が
、
と
か
く
権
限
が
低
く
、
取
締
役
会
を
監
査
す
る
に
は
問
題
な
し
と

し
な
い
。
対
外
監
査
役
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
商
法
@
商
法
関
連
法
の
改
正
の
た
め

の
法
利
審
議
会
(
法
相
の
諮
問
機
関
)
の
答
申
案
の
概
要
が
固
ま
り
、
任
期
を
現
行

の
二
年
か
ら
三
年
に
延
ば
し
、
特
に
商
法
特
例
法
上
の
い
わ
ゆ
る
大
会
社
に
つ
い
て

は
、
人
数
を
二
人
以
上
か
ら
三
人
以
上
に
増
や
し
て
「
監
査
役
会
」
の
設
置
を
義
務

づ
け
る
と
と
も
に
、
最
低
一
人
は
対
外
監
査
役
、
す
な
わ
ち
就
任
前
五
年
間
会
社
又

は
子
会
社
の
取
締
役
、
従
業
員
で
な
か
っ
た
者
を
選
任
す
る
と
い
う
も
の
で
、
監
査

役
の
権
限
の
強
化
を
計
ろ
う
と
し
て
い
る
(
読
売
新
聞
平
成
五
年
一
月
一
一
二
日

朝
刊
)
。

VoI.28-A， 平成 5年，第28号A，

七
。
会
計
監
査
人

大
会
社
は
、
計
算
書
類
及
び
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
、
監
査
役
の
監
査
の
ほ
か
、

会
計
監
査
人
の
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
商
特
法
二
)
。

会
計
監
査
は
、
公
認
会
計
士
(
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
)
又
は
監
査
法
人
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
(
商
特
法
四
)
。
会
計
監
査
人
に
選
任
さ
れ
た
監
査
法
人
は
、
そ
の

職
務
を
行
う
べ
き
社
員
を
指
名
し
、
こ
れ
を
会
社
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
商

特
法
五
)
。

会
計
監
査
人
は
、
株
主
総
会
の
普
通
決
議
で
選
任
す
る
。
取
締
役
が
、
会
計
監
査

人
の
選
任
に
関
す
る
議
案
を
株
主
総
会
に
提
出
す
る
場
合
に
は
、
監
査
役
の
過
半
数

同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
商
特
法
三
)
。

会
計
監
査
人
の
任
期
は
、
就
任
後
一
年
以
内
の
最
終
の
決
算
期
に
関
す
る
定
時
株

主
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
と
す
る
。
な
お
、
会
計
監
査
人
は
、
定
時
総
会
に
お
い
て

別
段
の
決
議
、
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
総
会
に
お
い
て
再
任
さ
れ
て
た
も
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の
と
み
な
さ
れ
る
(
商
特
法
五
の
一
一
)
。

会
計
監
査
人
は
、
計
算
書
類
及
び
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
監
査
を
す
る
こ
と
に
な

る
が
、
営
業
報
告
書
及
び
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
会
計
に
関
す
る
部
分
の
み
に

限
定
さ
れ
て
い
る
(
商
特
法
一
己
。

会
計
監
査
人
の
権
限
等
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
(
商
特
法
七
)
。

①
会
計
監
査
人
は
、
い
つ
で
も
、
会
社
の
会
計
の
帳
簿
及
び
書
類
の
閲
覧
若
し
く

は
謄
写
を
し
、
又
は
取
締
役
及
び
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
に
対
し
て
会
計
に
関

す
る
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
会
計
監
査
人
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
会
社
の
業
務

及
び
財
産
の
状
況
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
会
計
監
査
人
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
子
会
社
に
対

し
て
会
計
に
関
す
る
報
告
を
求
め
る
こ
と
、
が
で
き
る

④
会
計
監
査
人
は
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
子
会
社
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況

を
調
査
で
き
る
が
、
子
会
社
は
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
報
告
又

は
調
査
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
義
務
並
び
に
責
任
の
主
な
も
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
(
商
特
法
人

1
一

0)。

。。つ白

①
会
計
監
査
人
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
に
際
し
て
取
締
役
の
職
務
逐
行
に
関
し
不

正
の
行
為
又
は
法
令
若
し
く
は
定
款
ん
い
違
反
す
る
重
大
な
事
実
が
あ
る
こ
と
を

発
見
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
監
査
役
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
会
計
監
査
人
が
そ
の
任
務
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
に
よ
り
、
会
社
に
損
害
を
生
じ

さ
せ
た
と
き
は
、
そ
の
会
計
監
査
人
は
、
会
社
に
対
し
連
帯
し
て
損
害
賠
償
の
責

め
に
任
じ
る
。

③
会
計
監
査
人
が
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
監
査
報
告
書
に
虚
偽
の
記
載
を
し
た
こ

と
に
よ
り
第
三
者
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
と
き
は
、
そ
の
会
計
監
査
人
は
、
そ
の

第
三
者
に
対
し
て
連
帯
し
て
損
害
賠
償
の
責
め
に
任
じ
る
(
た
だ
、
注
意
を
怠
ら

な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
し
た
と
き
は
免
責
と
な
る
)
。
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ま
た
、
会
計
監
査
人
は
監
査
役
の
過
半
数
の
同
意
を
も
っ
て
株
主
総
会
の
決
議
に

よ
り
解
任
さ
れ
(
商
特
法
六
)
ま
た
解
任
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
監
査
役
全
員
の
同

意
を
も
っ
て
解
任
さ
れ
る
(
商
特
法
六
三
こ
の
場
合
会
計
監
査
人
は
、
株
主
総
会
に

出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
に
よ
っ
て
も
判
る
如
く
、
会
計
監

査
人
は
地
位
は
会
社
と
の
個
人
契
約
で
あ
り
、
不
安
定
で
あ
る
。
会
計
士
協
会
と
経

団
連
等
と
の
契
約
に
よ
り
、
不
特
定
の
会
計
土
が
年
度
に
よ
り
監
査
す
る
様
に
で
も

し
な
け
れ
ば
、
仲
々
監
査
の
効
果
が
得
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
危
倶
さ
れ
る
。

学校法人会計基準と企業会計基準の統ーと問題点

入
。
財
務
諸
表
の
体
系
と
標
準
様
式

(
i
)
財
務
諸
表
の
体
系
と
作
成
の
基
本
原
則

商
法
に
お
け
る
計
算
書
類
等
は
、
次
の
も
の
を
い
う
(
商
二
八
一
)
。

(
1
〉
貸
借
対
照
表

(
2
)
損
益
計
算
書

(
3
)
営
業
報
告
書

(
4
)
利
益
処
分
案
又
は
損
失
金
処
理
案

(
5
)
(
1
)
か
ら
(

4

)

ま
で
の
附
属
明
細
書

上
記
の
う
ち
、
営
業
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
本
来
の
計
算
書
類
で
は
な
い
が
、
こ

れ
も
計
算
書
類
の
一
種
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
証
券
取
引
法
に
お
け
る
財
務
諸
表
は
、
次
の
も
の
を
い
う
(
財
規
一
〉
。

(
1
)
貸
借
対
照
表

(
2
〉
損
益
計
算
書

(
3
)
利
益
処
分
計
算
書
又
は
損
失
金
処
理
計
算
書

(
4
)
附
属
明
細
表

商
法
に
お
け
る
計
算
書
類
も
、
証
券
取
引
法
に
お
け
る
財
務
諸
表
も
、
基
本
的
に

は
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

①
公
正
な
る
会
計
慣
行

商
法
に
お
け
る
計
算
書
類
は
商
法
第
三
二
条
第
二
項
に
よ
り
、
公
正
な
る
会
計
慣

行
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

商
法
第
三
二
条
第
二
項
は
、
「
商
業
帳
簿
ノ
作
成
ニ
関
ス
ル
規
定
ノ
解
釈
ニ
付
テ
ハ

公
正
ナ
ル
会
計
慣
行
ヲ
劃
酌
ス
ベ
シ
L

と
し
て
お
り
、
商
法
計
算
規
定
を
解
釈
す
る

場
合
、
公
正
な
会
計
慣
行
を
考
慮
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

公
正
な
会
計
慣
行
と
は
、
一
般
に
寸
企
業
会
計
原
則
L

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

実
務
的
に
は
、
商
法
に
明
文
規
定
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
こ
れ
に
従
い
、
規
定

が
な
い
も
の
、
又
は
、
解
釈
が
明
確
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
公
正
な
会
計
慣
行

に
よ
る
。
こ
の
公
正
な
会
計
慣
行
と
は
、
企
業
会
計
原
則
を
い
う
が
、
企
業
会
計
原

則
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
事
項
で
、
実
務
に
お
い
て
現
実
に
処
理
さ
れ
て
い
る
慣
行

も
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

②
作
成
の
基
本
原
則

財
務
諸
表
の
作
成
に
関
す
る
基
本
原
則
は
、
企
業
会
計
原
則
に
よ
れ
ば
、
一
般
原

則
と
し
て
、
次
の
も
の
が
あ
る
。

ー
。
真
実
性
の
原
則

企
業
会
計
は
、
企
業
の
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
に
関
し
て
、
真
実
な
報
告

を
提
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
。
正
規
の
簿
記
の
原
則

企
業
会
計
は
、
す
べ
て
の
取
引
に
つ
き
、
正
規
の
簿
記
の
原
則
に
従
っ
て
、

正
確
な
会
計
帳
簿
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
。
資
本
取
引
・
損
益
取
引
区
分
の
原
則

資
本
取
引
と
損
益
取
引
と
を
明
瞭
に
区
分
し
、
特
に
資
本
剰
余
金
と
利
益
剰

余
金
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。

4
0
明
瞭
性
の
原
則

企
業
会
計
は
、
財
務
諸
表
に
よ
っ
て
、
利
害
関
係
者
に
対
し
必
要
な
会
計
事

実
を
明
瞭
に
表
示
し
、
企
業
の
財
政
状
態
に
関
す
る
判
断
を
誤
ら
せ
な
い
よ
う

に
し
な
け
れ
な
ら
な
い
。
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な
お
、
商
法
の
計
算
書
類
規
則
に
お
い
て
も
、
同
趣
旨
の
規
定
が
あ
る
(
計
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規
二
)
。

す
な
わ
ち
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
附
属
明
細
書
は
、
会
社
の
財

産
及
び
損
益
の
状
況
を
正
確
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
明
瞭
に
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
営
業
報
告
書
及
び
附
属
明
細
書
は
、
会
社
の
状

況
を
正
確
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
明
瞭
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

⑤
継
続
性
の
原
則

企
業
会
計
は
、
そ
の
処
理
の
原
則
及
び
手
続
を
毎
期
継
続
し
て
適
用
し
、
み
だ
り

に
こ
れ
を
変
更
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

⑥
保
守
主
義
の
原
則

企
業
の
財
政
に
不
利
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
備
え

て
適
当
に
健
全
な
会
計
処
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑦
単
一
性
の
原
則

株
主
総
会
提
出
の
た
め
、
信
用
目
的
の
た
め
、
租
税
目
的
の
た
め
等
種
々
の
目
的

の
た
め
に
異
な
る
形
式
形
式
の
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
ら

の
内
容
は
、
信
頼
し
う
る
会
計
記
録
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
政

策
の
考
慮
の
た
め
に
真
実
な
表
示
を
ゆ
が
め
て
は
な
ら
な
い
。

以
上
の
七
つ
の
一
般
原
則
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
財
務
諸
表
規
則
で
も
、
作
成

基
準
を
規
定
し
て
い
る
(
財
規
五
①
)
。

①
当
該
会
社
の
財
務
諸
表
及
び
経
営
成
績
に
関
す
る
真
実
な
内
容
を
表
示
す
る
こ
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と②
当
該
会
社
の
利
害
関
係
人
に
対
し
て
、
そ
の
財
政
及
び
経
営
の
状
況
に
関
す
る

判
断
を
誤
ら
せ
な
い
た
め
に
必
要
な
会
計
事
実
を
明
瞭
ん
い
表
示
す
る
こ
と

③
当
該
会
社
が
採
用
す
る
会
計
処
理
の
原
則
及
び
手
続
に
つ
い
て
は
、
正
当
な
理

由
に
よ
り
変
更
を
行
う
場
合
を
除
き
、
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
各
時
期
を
通
じ
て
、

継
続
し
て
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
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ま
た
、
表
示
方
法
の
継
続
性
に
つ
い
て
、
「
財
務
諸
表
に
記
載
す
べ
き
事
項
で
同
一

の
内
容
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
正
当
な
理
由
に
よ
り
変
更
を
行
う
場
合
を
除
き
、
財

務
諸
表
を
作
成
す
る
各
時
期
を
通
じ
て
、
同
一
の
表
示
方
法
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
L

と
規
定
し
て
い
る
(
財
規
五
②
)
。

一
方
、
商
法
の
計
算
書
類
規
則
で
も
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

①
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
営
業
報
告
書
及
び
附
属
明
細
書
は
、
会
社
の
財

産
及
び
損
益
の
状
態
を
正
確
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
明
瞭
に
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
(
計
規
二
)
。

②
貸
借
対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
の
作
成
に
関
す
る
会
計
方
針
を
変
更
し
た
と
き

は
、
軽
徴
で
あ
る
と
き
を
除
い
て
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
変
更
に
よ
る
増
減
額
を
貸
借

対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
に
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
計
規
二
一
②
)
。

③
貸
借
対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
の
記
載
方
法
を
変
更
し
た
と
き
は
、
②
に
準
じ

る
(
計
規
三
③
)
。

商
法
の
計
算
書
一
類
を
作
成
す
る
場
合
に
は
、
上
記
の
①
か
ら
③
ま
で
の
も
の
は
も

と
よ
り
、
企
業
会
計
原
則
の
一
般
原
則
も
当
然
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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XXXX  

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

{:，.xxx 
xxxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

Axxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

{資産の節}

流動資産

現金・預金

受歌手形

売鋳金

有価箆 券

商品..場晶

半製品・仕鋳品

原討草寺・貯蔵品

前接会

前払 費 用

その他

貸倒事11着金

固定資産

有形回定資産

建物・相暗策物

機棋及び装置

a骨組・車両及び遅緩兵

ヱ具・響具・備品

土 婚

建 2史仮勘定

無形固定安産

エ業所有権

借地纏

営集権

施震利用権

その他

投資等

子会社線式

投資有価匡券

出資金

長期貸付金

長期前払費用

その他

貸倒引当金

繰建資産

開業費

JitJt研究費

開発費

社債発行費

(
i
)
貸
借
対
照
表
の
様
式

〈単位千円}

針

合計 xxxx 
計 xxxx

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
x x x_ 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

貸借対照表

{昭和O年O.sO日現甜

(負債の鶴}

流 動負債

支払手形

買鋳金

短期借入金

社債(1年内償還予定)

来払金

宋払 費 用

前受金

預 P 金

前交 収 益

製品保証引当金

修繕 引 当 金

債務保征須失引当金

損害補償損失引当金

そ の他

計

xxxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

計固定 負 債

社債

長期借入金

退職給与引当金

特別修講引当金

その他

合計 xxxx 
xxx 

〈資本の郁)

資本 金

xxx 
xxx 
xxx 

針法定軍 備 金

資本 III償金

利益 草 償 金

xxxx 
xxx 
xxx 
xxx 
x x x] 

剰余金(欠損金。

。。積立金

別途 積立金

当期朱処分事腫(損到

[当期事溢 {損失}

針

計

xxxxx 

有形固定資遣の減価償却累計額xxx
法定箪備金金超過する開業費・開発費・依験研究費の額xxx
子会社に対ナる長線金銭債権xxx 短m企銭債繍xxx
子会社に対する長期金銭債署管xxx 短期金銭債務xxx
支配線主に対する長編金銭債権xxx 鑑m金銭債権xxx
支配線主に対す~長期金銭債著書xxx 短m金銭債務xxx
製品の-1憶については時価が著し〈低いが回復の見込みあPと露払原価

を付したものがある.

取鎗役皇室役に対ナる商法第お鴇の金銭債権xxx 金銭債務xxx
担保に供している土.ttxxx 建物xxx .線装置xxx
受取手形割引高xxx 受取手形蹟波高xxx 保E債務xxx
i抹当たPの当期事埠{領夫)x x x 

Q
d
 

n
6
 

q
L
 

野合xxxxx 針合

(Wl 

2 

s 

4 

5 

aw

，，・
e
a

，
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(
・

1

〉
損
益
計
算
書
の
様
式

{単位千円)

xxx 

xxx 

讃盤計算

(鞠00間見。留から)
昭和00年O~O国まで/

上 高

よ露鑑

費 Z主"(}~銀管理費

営議室利益(損失〕

究
売
瞬
麟

営
薬
損
益
の
欝

麓

xxx 

事!料

xxx 

xxx 
xxx 
xxx 

xxx 

営菱重外思議

愛車皇制阜商 lJ.rJ

霊童文罷当金

i寵益

鷲芸韓外費用

支払利息及割引料

ま翼 長

謹舘利益{損央}

営
議
外
損
益
の
蕗

益

の

審事
xxx 

xxx 

の

xxx 
xxx 
xxx 

xxx 

xxx 

特 Jj ~司j 盤

前期損益欝正韓

関護費夏草艶朝議

その骨量の特"J事j盤

特，j損失

離華道議議告書韮鏡

臨時議審議決

その鱒の特Ji1損失

親書l鏑謹英語専話題豊{損失}

特

麗

鏡

童基

xxx 
額

xxx 

{ム}

xxx 
xxx 

XXX  

XXX  

主義人議真i}龍露説

警護語講j盤{損失}

髄灘鰻鐘事長撞{損失}

00欝立金重量購額

中関露E醤額 〈ム}

車騒室主事欝金額立護費 込)x x x 

謹類最鮭分事撞皇{当類来鶴理損失}

xxx 

XXX  

{龍H
2 

費上高X X X

強上高xxx

~290~ 

子舎をととの関ゆ龍λ蕗xxx

実龍雄主との関の栓入高xxx
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。
山
)
利
益
金
処
分
案
又
は
損
失
金
処
理
案
の
様
式

当期来処分割益

。♀童五車貫主潮額
許

これを Eたのとお D処分します。

利益準備金

配当 金

役員賞与金

ムム重立金

計

次期繰越利益

察分銘金皇室調

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 
)(XX 

xxx 

。年O月O自に )()(X円{一株当担ム同}の中聞記当を実施した@

失金銭翠

(注)

)(X)( 

xx 
X)( 

事昆

当錦来処翠損失

とれを次のとおり処理します@

径意讃立金繰入額

Jll途讃立金繰入額

記当平均積立金銭λ額

利益準備金繰入草壁

野

次期繰越損失

錦

(
-
W
〉
附
属
明
細
書
の
様
式

①
資
本
金
及
び
準
備
金
の
増
減

②
社
債
@
社
債
以
外
の
長
期
借
入
金
及
び
短
期
借
入
金
の
増
減

③
固
定
資
産
の
取
得
及
び
処
分
並
び
に
減
価
償
却
費
の
明
細

④
資
産
に
つ
き
設
定
し
て
い
る
担
保
権
の
明
細

⑤
保
証
債
務
の
明
細

⑥
減
価
償
却
引
当
金
以
外
の
引
当
金
の
明
細
並
び
に
そ
の
計
上
の
理
由
及
び
額
の

算
定
方
法

⑦
支
配
株
主
に
対
す
る
債
権
及
び
債
務
の
明
細

⑧
子
会
社
に
対
す
る
出
資
の
明
細
及
び
各
会
社
が
有
す
る
会
社
の
株
式
の
数

⑨
子
会
社
に
対
す
る
債
権
の
明
細

⑮
取
締
役
、
監
査
役
又
は
支
配
株
主
と
の
間
の
取
引
及
び
会
社
と
第
三
者
と
の
聞

の
取
引
で
会
社
と
取
締
役
、
監
査
役
又
は
支
配
株
主
と
利
益
が
相
反
す
る
も
の
の

明
細

⑪
取
締
役
に
支
払
っ
た
報
酬
の
額
及
び
監
査
役
に
支
払
っ
た
報
酬
の
額

⑫
会
計
方
針
の
変
更
理
由

⑬
担
保
と
し
て
取
得
し
て
い
る
自
己
株
式
及
び
親
会
社
株
式
の
明
細

⑪
会
社
が
発
行
済
株
式
の
総
数
の
四
分
の
一
を
超
え
る
株
式
を
有
す
る
株
式
会
社

又
は
資
本
の
四
分
の
一
を
超
え
る
出
資
口
数
を
有
す
る
有
限
会
社
に
対
す
る
出
資

の
明
細
及
び
当
該
株
式
会
社
又
は
有
限
会
社
が
有
す
る
会
社
の
株
式
の
数

⑮
子
会
社
と
の
聞
の
営
業
取
引
の
明
細
並
び
に
子
会
社
に
対
す
る
債
権
及
び
債
務

の
増
減

⑬
他
の
会
社
の
無
限
責
任
社
員
、
取
締
役
、
監
査
役
又
は
支
配
人
を
兼
ね
る
取
締

役
又
は
監
査
役
に
つ
き
そ
の
重
要
な
業
務
の
状
況
の
明
細

⑪
営
業
費
用
の
う
ち
販
売
費
及
び
一
般
管
理
費
明
細
書
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主憲錆対夏草嚢9 損益計算審および註記〈製造会桂の場合}

重量鐘封関護{昭和 年 月 自現翻

(単位百万円)

{望号霊童の善事} {負簡の審事} xxxx 

寵動重量藍 xxxx 麓動賞蓄量 xxxx 

現 金@預金 x X)宅 支払手荒事 xxx 

重量貫主辛揺 xxx 買 掛 金 xxx 

亮 撃事 金 xxx 寵難措入金 xxx 

害輔竃主要辞 xxx 社績は年内に償還予定) x x x 

製 晶 xxx 東払金@諸説金 xxx 

半霊霊晶@仕事善晶 xxx 前 受 金 xxx 

掠揖害等@貯麓晶 xxx 重翼晶保証書i謹金 xxx 

そ 曹〉 鵠 xxx そ 曹3 在量 xxx 

費鋼事i醤金 ムxxx 麗定負鏑 xxx 

富寵費竃 xxxx 主主 横 xxx 

有罪夢麗皇室襲警霊童 xxxx 畏期器量入金 xxx 

重量輸@構寵鞠 xxx 議醸給与事i謹金 xxx 

害覇 鵠@華菱 重霊 xxx 特別鑑譜割謹金 xxx 

工具@轟轟@舗晶 xxx そ 。3 龍 xxx 

土 主車 XXx 事lE昔金 XXXx 

翼童霊霊盤蓄量定 xxx 重量盤工事損失事i謹金 xxx 

無責撃霊童憲章雪量豊 xxxx 事語審損失事!聾金 xxx 

エ重量騎宥韓 xxx 工場移転費用引当金 xxx 

そ 電〉 韓 xxx む費本的苦闘 xxxx 

設費 等 xxxx 聾本金 xX.x 

襲撃署宥錨寵欝 xxx 法定理噂金 X)(X 

子金桂繰式@出童寄金 xxx 喪主主主韓舗金 xxx 

轟葉署貸骨金 xxx 利益箪館企 xxx 

そ の 盤 xxx 軍需禽金 xxxx 

費鱒事f~量金 ，d.xxx 00  jj寧韓金 xxx 

議襲麗重量霊童 xxx 00轍立金 xxx 

関 喜善 費 xxx Jlj過 積立 金 xxx 

E雪期末蝿分恭I盤{損失) xxx 

〔当期清盛{舗掲 x x x) 

金 費十 xxxx 合 費十 XXXx 

-292-



学校法人会計基準と企業会計基準の統ーと問題点

注L たな卸資産および取引所の相場ある株式の評価は低価法によ。た.

Z 建物・構築物および，横棋・装置の減価償却はそれぞれ定額法，定串法によ
。ている.

a 過種給与引当金は期末要支給額の40%を許上している.

4 原材料については従来原価法(鼠平均法)によっていたが，当期低価法(後

λ先出法}に変更した.この変更により売上原価はxxx増加し，現引前当期
積溢はxxxだけ少なく表示されている.

丘 子会社に対する短期金銭債権xx X，同長期金銭債権xxx慣要な金銭債
務も金銭債権に準ずる.)

& 支E株主に対する短期金銭債務xx X，同長期金銭債務xxx也要な金銭
債権も金銭債務に寧ずる.)

1 製品のー都については時価が著し〈低いが，回復の見込みあPと露め.取得
価額 αは製作値M>を付したものがある.

& 有形固定資車の減価償却累計額 xxx 
9. 00横棋の耐用年設を2割短縮した.
10.取締役僧壇釦との取引による取蹄役(監査役}に対する金銭債権xxx

企銀債務xxx
u. 有価麗券のうち外貨建のものxx X，外貨によ忍金額xxx
12. 担僻ζ供している費量xxxx
日. 受取手形割引高xx X，手形裏書霞渡高xx X，保証債務xxx
14. 特別修措引当金は商法施7条ノ 2の引当金でああ.
15. ~権当たりの当期事溢償却 xxx
16. 法定準備金を超過する開業費，開発費および民験研究費の額 xxx 
値段上の注意)

(1) 嚢示単位を千円又は百万円にナる場合は千円又は百万円未満の端散を切捨てて

表示する.(損益軒算書も同様である.)
(2)註記と貸借対照表との関連については£要な注記を脚注に表示している場合に

はその関連を明らかにする必要はない.
(3)貸倒引当金については，とれを控除した残額のみを貸借対照表に記歳し，控除

額を注記してもよい.
。}注11の外貨建覧車および負債の注記は，当該喪産又は負債が取得日 νートの換

算額が酔土されており，為普変動によ P多額の損失が発生する慣れのある場合に

眼。て記指する.為響9スタ・へ~~を行なヲていQ場合は注記は不要である.
(5)保争事件に係る損害賠償援務の発生の倶れがある場合には注13の注記に併せて

記離する.

-293-
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損益計算書(皇居語

信量常損益の部)

営業損益の部

年
年

月
月

売 上高 xxxx 
売上原価 xxxx 

販売費及びー般管理費 xxx 

(単位:百万円)

営業利益償却 xxx 

営業外損益の部

営業外収益

受取利息・E当金 xxx 
その他の営紛千収益 xxx 

営業外費用
支 払利息 xxx 
その他の営業外費用 xxx 
経常事溢舗失) x x.x 

〈特別損益の郁}

特別利益

田定資産売却益 xxx 
特 別損失

火災損失 xxx 
&~f前当期利益(損失) xxx 

法人組等充当額 xxx 
当期事溢償却 xxx 

前期鰻越利益(損剣 xxx 
00箪備金取崩額 xxx 
中聞記当額 xxx 
利益箪備金積立額 xxx 

当期末処分利益(当期末処理損剣 xxx 
(注) 1. 子会社からの仕入高xx x，子会社に対する売上高xx.x

Z 支記掠主からの仕入高xx X，支配株主に対ナる売上高xxx

294-
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二
、
証
券
取
引
法
の
財
務
諸
表
の
標
準
様
式

学校法人会計基準と企業会計基準の統一と問題点

(

1

)

貸
借
対
照
表
の
様
式

《財額要領11)隷式第1号

会桂 名

貸借対踊 褒

昭和x年xJjx日

資産の銘

xxx 

l<XX  

)()()( 

X X X  

xxx 
xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

XXl< 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

)()(x 

xxx 

xxx 
)()()( 

流動資産

現金及び預金

畏取手形

貸飼引当金

宛掛 金

驚倒引当金

関係会社に対する琵歌手形!t{腰掛金

貸飼引当金

有値重車券

欝品

製品

半製 品

原材料

仕鋳晶

貯麓品

輸護金

前払費用

未収収益

謙主，役員又は従集長に対する短期僚機

短期貸付金

費傍引当金

未収λ金

xxx 

XXX  

)()()( 

xxx 

)()(X 

xxx 

務動資産合計

E 固定資産

1 有形固定資産

建物

減鐙償却累計額

構築物

減鋳償却黒計額

機械及E蟻置

減錨償却累計額 xxx 

)()(X 

xxx 

)(Xx. 

xxx 

XX)( 

xxx 

xxx 

F
円
d

n同
d

土 地

建 蹴 齢
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有形固定資産合計 xxx 

Z 無形固定資産

営業構 xxx 

借地権 xxx 

鉱業権 xxx 

xxx 

無形固定資産合計 xxx 

3 投資その他の資産

投資有価証券 xxx 

関係会社拐式 xxx 

関係会社社債 xxx 

出資金 xxx 

関係会社出資金 xxx 

長期貸付金 xxx 

貸倒引当金 xxx xxx 

採主，役員又は従業員に対ナる長期貸

付金 xxx 

貸倒引当金 xxx xxx 

関係会社長期貸付金 xxx 

貸倒引当金 xxx xxx 

破&:債権，吏生債権その他これらに!II

ずる債権 xxx 

長期前払費用 xxx 

投資不動産 xxx 

減価償却累計額 xxx xxx 

........同・・ー...ー xxx 

投資その他の資i!i合計 xxx 

固定資産合計 xxx 

E 繰延資産

創立費 xxx 

開 業 費 xxx 

新株発行実 xxx 

社債発行費 xxx 

社債宛行差金 xxx 

開 宛 費 xxx 

試a:研究費 xxx 

建民和IJ.S. xxx 

繰底資産合計 xxx 

資産合計 xxx 

-296 



学校法人会計基準と企業会計基準の統ーと問題点 239 

負債の部

i 読動負債

支払手形 )()(X 

買掛金 )()()( 

関係会社に対する買掛金 xxx 

短期借入金 )()(X 

来払金 xxx 

未払費用 xxx 

前 畏 金 X)()( 

預 P金 xxx 

前受収益 XX)( 

引当金

修繕引当金 xxx 

)()()( xxx 

抹主，役員又は従来良からの短期借入金 xxx 

従農民預P傘 xxx 

X)(X 

流動食儀合計 xxx 

E 圏定食僚

社 債 xxx 

転換社債

長期借λ金 xxx 

関係会社長期借入金 xxx 

抹主，役員又は従業員からの長期借入金 xxx 

長期未払金 xxx 

割当金

退職給与引当金 xxx 

xxx xxx 

固定負債合計 xxx 

負債合計 xxx 

資本の部

資 本 金 xxx 

E 資本讃備金 xxx 

置 網島率種備金 XX)( 

W その他の剰余金{又は欠損金)

1 その他の資本剰余金

保験護益積立金 xxx 

x X'X xxx 

2 任意積立金

中間記当積立金 xxx 

xxx xxx 

3 ~;期朱処分和島雄 f又は当期末処理損失金) xxx 

その他の剰余金〈又は欠損金)合野 )(XX 

資本合計 xxx 

負債資本会計 xxx 
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く重量挙〉 特.BIJ法上の準備金等の我示方法(財規要領12曹の 3)

E 固定負債

xxx 

菌定負債合計

軍 特別濫主主のま襲健金{又は引当金〕

xxx 

.)( x x 

特別法上のE整備金{又は引当金}合計

負債合計

X)(X 

xxx 

。。ハコ



w緩要領139)様式第2号
237 

" 損益計算書 寄 11 
」ノ

会設名
損

直昭和民主事目月民国 蓋昭 和x年珂月ー耳目 ぅA→ιと

l 宛上商 耳目 X 計

E 売上原鍾
算書

1 商品 t又I土製品}期首たな節商 )(X)( 
の

2 当期蕗晶仕入商 t又は当綴製品製造原
様
式

鍾) xxx 

合計 xxx 

3 商品(又は製品)窺末たな館高 )()()( X 貰 X

発上鎗君撞(又は発上総損失) XX)( 

置販売焚及Eト殺管理費

X)(X 

)()(X 

XX)( )()(X 

営業者司猛毒(又は営索損失) )(X)( 

W 営案外収益

受取1同胞及び割引料 )()(X 

有倍証券手I!怠 XX)( 

受取重己主5金 )()(X 

仕入割引 )()()( 

設費不動産賃貸将 )()()( 

)()()( 

)()()( )()()( 

す営難十費用

支払事埠及び調書I科 )()()( 

往鏡利息 )()()( 

後音量議行護金僚懇 X)()( 

経後発行皇官僚甥 )()()( 

売上劇号! )()()( 

)(其 X

)()()( )()()( 

経常事醸成I童謡露額失j )()()( 

賀線灘耗益

鶴舞損益惨豆益 )()()( 

固定資産発援益 )()()( 

xxx 

)()()( )()()( 

閣特ZlJ領失

前期損益修正損
)()()( 

固定資産売却額
)()()( 

災害による損失
)()()( 

XXX  

)()()( )()()( 

貌引前当期純手1撞(又は当期総損失)
)()()( 

法人税及び住民税額
)()()( 

当期終和撞
)()()( 

前期繰越棺鵠(若しくは前期繰越損失金)
)()()( 

中間記当積立金取溺額
)()()( 

中間配当額
)()()( 

中間記当に伴う和路皇室葬儀金積立額
)()()( 

当期末処分網島を金〈又は当期末処翠損失金}
)()()( 
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出
〉
利
益
金
処
分
計
算
書
又
は
損
失
金
処
理
計
算
書
の
様
式

VoI.28-A， 平成 5年，第28号A，愛知工業大学研究報告，236 Mar.1993 

《財規要領114)織式第3号

利益金処分計算書

会社名

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

昭和x年x月X日

当期末処分純雄

事溢企処分額

事撞草健金

記当金

役員賞与金

任意積立金

・・・・積立金

E 

xxx -
xxx -

XXX  

XXX  

XXX  

次期繰鎗利益金

《財鏡要領114)様式第4号

損失金処理計算書

E 

会社名

XXX  

昭和X.XJfxa
当期未処理損失金

損失金処理観

佳翻立金繰λ額

"・・・・積立企鎌λ額

E 

XXX  

XXX  

XXX  -

XXX 

xxx 

xxx 

X X X  

xxx 

その他の資本東険金繰入額

利益串償金繰λ掴

資本事健金銭入額

次期縁起損失金

-300-
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(
-
W
〉
附
属
明
細
表
の
様
式

学校法人会計基準と企業会計基準の統ーと問題点

①
有
価
証
券
明
細
表

②
有
形
固
定
資
産
明
細
表

③
無
形
固
定
資
産
明
細
表

④
関
係
会
社
有
価
証
券
明
細
表

⑤
関
係
会
社
出
資
金
明
細
表

⑥
関
係
会
社
貸
付
金
明
細
表

⑦
社
債
明
細
表

⑧
長
期
借
入
金
明
細
表

⑨
関
係
会
社
借
入
金
明
細
表

⑮
資
本
金
明
細
表

⑪
資
本
剰
余
金
明
細
表

⑫
利
益
準
備
金
及
び
任
意
積
立
金
明
細
表

⑬
減
価
償
却
費
明
細
表

⑭
引
当
表
明
細
表

一
二
。
商
法
に
お
け
る
注
記

①
注
記
の
記
載
方
法

貸
借
対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
に
記
載
す
べ
き
注
記
は
、
貸
借
対
照
表
又
は
損
益

計
算
書
の
末
尾
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
他
の
適
当
な
箇
所
に
-
記
載

す
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
特
定
の
科
目
に
関
連
す
る
注
記
に
つ
い
て
は
、
そ
の

関
連
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
計
規
三
の
こ
〉
。

こ
の
場
合
、
「
他
の
適
当
な
箇
所
L

と
は
、
利
益
金
処
分
案
又
は
損
失
処
理
案
の
次

に
会
計
方
針
の
注
記
を
し
、
こ
の
後
に
そ
の
他
の
注
記
を
す
る
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
方
法
は
、
-
証
券
取
引
法
に
お
け
る
注
記
方
法
と
同
じ
考
え
方
で
あ
る
。

②
会
計
方
針
の
注
記

資
産
の
評
価
の
方
法
、
固
定
資
産
の
減
価
償
却
の
方
法
、
重
要
な
引
当
金
の
計
上

の
方
法
そ
の
他
の
重
要
な
貸
借
対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
の
作
成
に
関
す
る
会
計
方

針
は
、
貸
借
対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
に
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
商

法
第
二
八
五
条
ノ
二
第
一
項
に
規
定
す
る
評
価
の
方
法
(
流
動
資
産
の
評
価
)
そ
の

他
そ
の
採
用
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
会
計
方
針
に
つ
い
て
は
、
代
替
的
な
会
計
基
準

が
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
選
択
の
余
地
が
な
い
の
で
、
注
記
の
省
略
が
で
き
る
(
計
規

三
①
)
。

な
お
、
計
算
書
類
規
則
で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を
注
記
す
べ
き
か
に

つ
い
て
は
特
に
定
め
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
企
業
会
計
原
則
等
の
公
正
な
会
計

慣
行
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。

企
業
会
計
原
則
に
よ
れ
ば
、
会
計
方
針
と
は
な
に
か
、
ま
た
、
具
体
的
な
会
計
方

針
を
例
示
じ
て
い
る
(
会
原
注
解
一
二
一
〉
。

す
な
わ
ち
会
計
方
針
と
は
、
企
業
が
損
益
計
算
書
及
び
貸
借
対
照
表
の
作
成
に
あ

た
っ
て
、
そ
の
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
を
正
し
く
示
す
た
め
に
採
用
し
た
、
会
計

処
理
の
原
則
及
び
手
続
並
び
に
表
示
の
方
法
を
い
う
。
さ
ら
に
、
例
示
と
し
て
次
の

も
の
を
掲
げ
て
い
る
。

(
a
〉
有
価
証
券
の
評
価
基
準
及
び
評
価
方
法

(
b
〉
棚
卸
資
産
の
評
価
基
準
及
び
評
価
方
法

(
C
〉
固
定
資
産
の
減
価
償
却
方
法

(
d
)
繰
延
資
産
の
処
理
方
法

(

e

)

外
貨
建
資
産
・
負
債
の
本
邦
通
貨
へ
の
換
算
基
準

(
f
)
引
当
金
等
の
計
上
基
準

(

g

)

費
用
・
収
益
の
計
上
基
準

上
記
の
会
計
方
針
の
注
記
の
記
載
例
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

(

a

)

の
記
載
例

「
有
価
証
券
の
評
価
基
準
及
び
評
価
方
法
は
、
移
動
平
均
法
に
基
づ
く
原
価
法
に

よ
り
評
価
し
て
い
る
。
L
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の
記
載
例

寸
棚
卸
資
産
の
評
価
基
準
及
び
評
価
方
法
は
、
先
入
先
出
法
に
基
づ
く
低
価
法
に

よ
り
評
価
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
原
料
に
つ
い
て
は
、
総
平
均
法
に
よ
る
低
下
法

に
よ
っ
て
い
る
。
」

(

C

)

の
記
載
例

寸
有
価
固
定
資
産
、
無
形
固
定
資
産
、
投
資
等
の
資
産
の
減
価
償
却
方
法
は
、
法

人
税
法
の
規
定
す
る
方
法
と
同
一
の
基
準
に
よ
り
、
有
形
固
定
資
産
は
定
率
法
、

無
形
固
定
資
産
及
び
投
資
等
の
資
産
は
定
額
法
に
よ
っ
て
い
る
O
L

(
d
)
の
記
載
例

寸
社
債
発
行
費
及
び
社
債
発
行
差
金
に
つ
い
て
は
、
商
法
の
規
定
す
る
期
間
内
に

毎
期
均
等
償
却
を
行
っ
て
い
る
。
L

「
繰
延
資
産
(
試
験
研
究
費
)
は
、
新
商
品

O
O
の
試
験
研
究
に
要
し
た
費
用
の

繰
延
べ
で
あ
り
、
五
年
の
均
等
償
却
に
よ
っ
て
い
る
。
L

(
b
)
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(

e

)

の
記
載
例

「
短
期
の
外
貨
建
債
権
債
務
は
決
算
日
の
為
替
相
場
に
よ
り
換
算
し
、
長
期
の
外

貨
建
債
権
漬
務
は
、
取
得
時
又
は
発
生
時
の
為
替
相
場
に
よ
り
換
算
し
て
い
る
。
」

(
f
)
の
記
載
例

寸
賞
与
引
当
金
は
(
従
業
員
の
賞
与
の
支
払
に
備
え
)
、
過
去
の
実
績
に
基
づ
い
て

支
給
見
込
額
を
計
上
し
て
い
る
。
L

「
退
職
給
与
引
当
金
は
(
従
業
員
の
退
職
に
よ
り
支
給
す
る
退
職
給
与
に
あ
て
る

た
め
の
も
の
で
可
自
己
都
合
に
よ
り
期
末
要
支
給
額
の
現
価
額
を
計
上
し
て
い

る。
L

寸
修
繕
引
当
金
は

(
O
O製
造
設
備
の
定
期
的
修
繕
に
よ
る
支
出
に
備
え
る
た

め
)
、
修
繕
費
実
績
、
稼
働
期
間
等
に
基
づ
く
一
定
額
を
計
上
し
て
い
る
。
」

(
g
)
の
記
載
例

寸
完
成
工
事
高
の
計
上
は
、
原
則
と
し
て
工
事
完
成
基
準
に
よ
り
行
っ
て
い
る
が
、

大
規
模
工
事
に
つ
い
て
は
、
工
事
進
行
基
準
に
よ
り
計
上
し
て
い
る
。
L

③
会
計
方
針
の
変
更
の
注
記

貸
借
対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
の
作
成
に
関
す
る
会
計
方
針
を
変
更
し
た
と
き

は
、
軽
徴
で
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
変
更
に
よ
る
増
減
額
を
、
貸

借
対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
に
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
計
規
三
②
)
。

さ
ら
に
、
会
計
方
針
を
変
更
し
た
と
き
は
、
軽
徴
で
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
附
属

明
細
書
に
そ
の
変
更
の
理
由
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
計
規
四
六
②
)
。

④
記
載
方
法
の
変
更
の
注
記

貸
借
対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
の
記
載
方
法
を
変
更
し
た
と
き
は
、
軽
徴
で
あ
る

と
き
を
除
い
て
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
変
更
に
よ
る
増
減
額
を
貸
借
対
照
表
又
は
損
益

計
算
書
に
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
計
規
一
二
③
)
。

⑤
計
算
書
類
規
則
の
改
正
に
伴
う
注
記

計
算
書
類
規
則
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
改
正
部
分
に
つ
い
て
、
影
響
が
重

要
で
あ
る
会
社
に
つ
い
て
は
、
表
示
方
法
の
変
更
注
記
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
前

回
の
計
算
書
類
規
則
の
改
正
(
昭
和
五
0
年
七
月
)
の
際
に
、
次
に
示
す
よ
う
な
変

更
注
記
を
し
て
い
る
会
社
が
あ
っ
た
。
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⑥
注
記
の
追
加
(
追
加
情
報
)

計
算
書
類
規
則
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
貸
借
対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
に
よ
り

会
社
の
財
産
及
び
損
益
の
状
態
を
正
確
に
判
断
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
は
、
貸
借

対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
に
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
計
規
三
の
三
)

0

具
体
的
に
、
ど
の
よ
う
な
事
項
を
注
記
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
は
、
特

に
示
さ
れ
て
い
な
い
。
実
務
的
に
は
、
財
務
諸
表
規
則
の
追
加
情
報
(
財
規
八
の
五
)

と
同
趣
旨
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
証
取
法
に
お
け
る
注
記
の

「
追
加
情
報
の
注
記
」
を
参
照
す
る
と
よ
い
と
解
す
る
。
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⑦
租
税
特
別
措
置
法
上
の
準
備
金
に
関
す
る
注
記

日
本
公
認
会
計
士
協
会
は
、
商
法
改
正
に
伴
う
一
連
の
監
査
上
の
取
扱
い
を
公
表

し
た
(
五
七
・
六
・
一
四
付
監
査
第
一
委
員
会
)
が
、
こ
の
際
、
「
説
明
資
料
L

と
し

て
「
利
益
処
分
方
式
に
よ
る
租
税
特
別
措
置
法
上
の
準
備
金
に
関
す
る
監
査
上
の
取

扱
い
に
つ
い
て
L

を
公
表
し
て
い
る
。

こ
の
説
明
資
料
に
よ
れ
ば
、
下
記
の
場
合
に
つ
い
て
、
注
記
を
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
会
社
の
財
産
及
び
損
益
の
状
態
を
正
確
に
判
断
す
る

た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
の
注
記
(
計
規
三
の
一
ニ
〉
と
考
え
ら
れ
る
。

①
商
法
第
二
八
七
条
ノ
ニ
の
引
当
金
に
該
当
し
な
い
租
税
特
別
措
置
法
上
の
準

備
金
(
以
下
寸
準
備
金
L

と
い
う
)
に
つ
い
て
利
益
処
分
方
式
に
よ
っ
た
場
合

こ
の
場
合
に
は
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
又
は
利
益
処
分
案
に
下
記
の

注
記
を
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。

(

a

)

貸
借
対
照
表
資
本
の
部
に
「
準
備
金
L

が
計
上
さ
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
そ
の
旨
及
び
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
計
上
額

(
b
〉
「
準
備
金
」
の
一
部
を
商
法
第
ニ
八
七
条
ノ
二
に
該
当
す
る
引
当
金
と

し
て
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
し
、
他
の
部
分
を
同
条
の
引
当

金
に
該
当
し
な
い
も
の
と
し
て
利
益
処
分
方
式
に
よ
り
資
本
の
部
に
計

上
し
た
場
合

こ
の
場
合
に
は
、
当
面
、
妥
当
な
も
の
と
し
て
監
査
上
取
り
扱
わ
れ
る
。

(

C

)

収
用
等
に
係
る
圧
縮
対
象
資
産
の
取
得
が
次
期
以
降
と
な
っ
た
場
合

に
、
租
税
特
別
措
置
法
第
六
四
条
の
二
等
に
よ
り
貸
借
対
象
表
の
負
債

の
部
に
未
決
算
勘
定
(
特
別
勘
定
)
を
計
上
し
た
場
合
、
又
は
利
益
処

分
方
式
に
よ
っ
て
特
別
勘
定
を
計
上
し
た
場
合

こ
の
場
合
に
は
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
又
は
利
益
処
分
案
に
、
そ
の

旨
及
び
そ
の
金
額
の
注
記
を
す
る
。

(
d
)
改
正
商
法
適
用
初
年
度
に
お
い
て
「
準
備
金
」
の
う
ち
「
引
当
金
」

に
該
当
し
な
く
な
っ
た
も
の
に
係
る
経
過
措
置
(
昭
和
五
七
年
法
務
省
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令
附
則
二
)
に
よ
り
、
資
本
の
部
に
記
載
す
る
こ
と
と
な
っ
た
「
準
備

金
L

が
あ
る
場
合

こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
金
額
を
記
載
す
る
。

⑧
小
会
社
に
お
け
る
注
記
の
省
略

小
会
社
に
お
い
て
は
、
計
算
書
類
規
則
第
三
六
条
の
繰
延
資
産
の
配
当
制
限
規
定

の
注
記
を
除
い
て
は
、
計
算
書
類
規
則
に
よ
り
記
載
す
べ
き
注
記
を
省
略
す
る
こ
と

が
で
き
る
(
計
規
三
の
四
)
。

⑨
子
会
社
又
は
支
配
株
主
に
対
す
る
金
銭
債
権
で
区
別
掲
記
し
な
い
場
合
の
注
記

子
会
社
又
は
支
配
株
主
に
対
す
る
金
銭
債
権
を
他
の
金
銭
債
権
と
区
別
し
て
、
独

立
科
目
と
し
て
♂
記
載
し
な
か
っ
た
場
合
に
行
う
注
記
で
あ
る
(
計
規
九
)
。

注
記
を
す
る
場
合
、
科
目
別
に
行
う
方
法
と
一
括
し
て
行
う
方
法
が
あ
る
(
計
規

九
、
二

0
②
)
。
実
務
で
は
、
一
括
し
て
注
記
し
て
い
る
ケ
l
ス
が
大
部
分
で
あ
る
。

な
お
、
子
会
社
と
支
配
株
主
並
び
に
短
期
と
長
期
の
区
分
は
必
要
で
あ
る
。

⑮
取
立
不
能
見
込
額
を
控
除
し
た
残
額
の
み
を
記
載
し
た
場
合
の
注
記

金
銭
債
権
に
つ
い
て
取
立
不
能
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
金
銭
債
権
が
属

す
る
科
目
ご
と
に
、
取
立
不
能
見
込
額
を
控
除
す
る
形
で
記
載
す
る
が
、
取
立
不
能

見
込
額
を
控
除
し
た
残
額
の
み
を
記
載
し
た
場
合
の
注
記
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
注

記
は
、
二
以
上
の
科
目
に
つ
い
て
一
括
し
て
記
載
し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る

(
計
規
一

o、
二

0
②)。

ま
た
、
取
引
所
の
相
場
の
あ
る
社
債
に
も
準
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
上
記
の
記
載
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方
法
と
同
様
で
あ
る
(
計
規
二
二
③
)
。
取
立
不
能
見
込
額
は
、
一
般
に
貸
倒
引
当

金
と
同
様
に
考
え
ら
れ
て
お
り
、
実
務
に
お
け
る
記
載
方
法
は
、
控
除
方
式
が
多
く
、

注
記
方
式
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

⑪
時
価
が
著
し
く
低
い
場
合
に
取
得
価
格
等
に
よ
っ
た
と
き
の
注
記

重
要
な
流
動
資
産
に
つ
き
、
そ
の
時
価
が
取
得
価
格
又
は
製
作
価
格
よ
り
著
し
く

低
い
場
合
に
お
い
て
、
取
得
価
格
又
は
製
作
価
格
を
付
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
注

記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
計
規
一
四
①
)
。
な
お
、
こ
の
こ
と
は
取
引
所
の
相
場
の
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あ
る
株
式
及
び
社
債
に
も
準
用
さ
れ
て
い
る
の
で
同
様
の
注
記
が
必
要
で
あ
る
(
計

規
一
四
②
)
。

⑫
有
形
固
定
資
産
の
減
価
償
却
累
計
額
の
注
記

有
形
固
定
資
産
は
、
そ
の
資
産
が
属
す
る
科
目
ご
と
に
、
減
価
償
却
額
を
控
除
す

る
形
式
で
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
減
価
償
却
額
を
控
除
し
た
残
額
の

み
を
記
載
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
減
価
償
却
額
を
注
記
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
減
価
償
却
額
は
二
以
上
の
科
目
に
つ
い
て
一
括
し
て
記
載
で
き
る
(
計

規
一
五
)
。

⑬
固
定
資
産
の
償
却
年
数
等
の
変
更
注
記

固
定
資
産
の
償
却
年
数
又
は
残
存
価
格
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
が
軽
徴

で
あ
る
と
き
を
除
い
て
、
そ
の
旨
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
計
規
一
八
)
。

⑬
取
締
役
又
は
監
査
役
に
対
す
る
金
銭
慣
権
の
注
記

取
締
役
又
は
監
査
役
と
の
聞
の
取
引
に
よ
る
取
締
役
及
び
監
査
役
に
対
す
る
金
銭

債
権
は
、
そ
の
総
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
計
規
二
一
)

0

こ
の
場
合
、
注
記
を
要
す
る
取
引
は
、
一
般
に
商
法
第
二
六
五
条
の
取
引
を
い
う
。

こ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
会
社
の
内

規
等
に
よ
っ
て
貸
し
付
け
た
も
の
(
住
宅
貸
付
な
ど
)
は
、
注
記
を
要
し
な
い
と
の

見
解
も
あ
り
、
取
引
の
内
容
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
商
法
第

二
六
五
条
に
よ
る
取
引
で
あ
れ
ば
、
注
記
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
は
し
な
い
方
が

よ
い
で
あ
ろ
う
。
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注
記
す
る
場
合
、
取
締
役
と
監
査
役
の
区
分
は
必
要
な
く
総
額
を
記
載
す
る
。
ま

た
、
長
期
@
短
期
金
銭
債
権
の
区
分
の
必
要
も
な
い
。

⑬
外
貨
建
資
産
@
負
債
の
注
記

重
要
な
資
産
が
外
貨
建
て
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
、
会
社
の
財
産
の
状
態
を
判
断
す
る
た
め
重
要
で
な
い
と
き
は
、
必
要
な

い
(
計
規
二
三
の
二
)
。

ま
た
、
重
要
な
負
債
が
外
貨
建
て
で
あ
る
場
合
に
も
、
資
産
の
規
定
が
準
用
さ
れ

232 

て
い
る
(
計
規
三
二
の
二
)

0

⑮
担
保
に
供
さ
れ
て
い
る
資
産
の
注
記

資
産
が
担
保
に
供
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
計
規
二
四
の
二
)
。

具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
注
記
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
実
務
上
も
、
そ
の
記
載
方
法
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。

証
取
法
に
お
い
て
は
、
財
務
諸
表
規
則
(
第
四
三
条
)
及
び
間
取
扱
要
領
(
第
九

四
)
で
規
定
さ
れ
て
お
り
、
商
法
に
お
い
て
は
、
証
取
法
の
実
務
慣
行
が
尊
重
さ
れ

て
お
り
、
附
属
明
細
書
に
、
「
資
産
に
つ
き
設
定
し
て
い
る
担
保
権
の
明
細
し
を
記
載

す
る
た
め
、
科
目
別
等
に
記
載
し
て
お
け
ば
よ
い
だ
ろ
う
。

⑪
子
会
社
又
は
支
配
株
主
に
対
す
る
金
銭
債
務
で
区
分
掲
記
し
な
い
場
合
の
注
記

子
会
社
又
は
支
配
株
主
に
対
す
る
金
銭
債
務
を
他
の
金
銭
債
務
と
区
別
し
て
、
独

立
科
目
と
し
て
記
載
し
な
か
っ
た
場
合
に
行
う
注
記
で
あ
る
(
計
規
二
九
二
ニ

0
②)。

注
記
を
す
る
場
合
、
科
目
別
に
行
う
方
法
と
一
括
し
て
行
う
方
法
が
あ
る
。
実
務

で
は
一
括
し
て
い
る
ケ
l
ス
が
大
部
分
で
あ
る
。
な
お
、
子
会
社
と
支
配
株
主
並
び

に
短
期
と
長
期
の
区
分
は
必
要
で
あ
る
。

⑬
取
締
役
又
は
監
査
役
に
対
す
る
金
銭
債
務
の
注
記

取
締
役
又
は
監
査
役
と
の
間
の
取
引
に
よ
る
取
締
役
及
び
監
査
役
に
対
す
る
金
銭

債
務
は
、
そ
の
総
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
計
規
三
一
)
。

こ
の
注
記
は
、
金
銭
債
権
の
場
合
と
同
様
、
商
法
第
二
六
五
条
の
取
引
に
よ
り
生

じ
た
金
銭
債
務
と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
会
社
が
取
締
役
か
ら
無
利
息
で
金

銭
を
借
り
入
れ
た
債
務
に
つ
い
て
は
、
商
法
第
二
六
五
条
の
取
引
と
し
て
も
会
社
に

不
利
益
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
注
記
し
な
く
て
も
よ
い
と
の
見
解
も
あ
る
。

注
記
す
る
場
合
、
取
締
役
と
監
査
役
の
区
別
は
必
要
な
く
、
総
額
を
記
載
す
る
。

ま
た
、
短
期
の
も
の
と
長
期
の
も
の
と
の
区
分
も
必
要
な
い
。

⑬
保
証
債
務
等
の
注
記

保
証
債
務
、
手
形
遡
求
義
務
、
重
要
な
係
争
事
件
に
係
る
損
害
賠
償
義
務
、
そ
の

-304-
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他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
務
で
負
債
の
部

に
計
上
し
な
い
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
総
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
注
記
の
範
囲
は
、
財
務
諸
表
規
則
取
扱
要
領
第
二
三
の
偶
発
債
務
と

ほ
ぼ
同
じ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
い
う
偶
発
債
務
と
は
、
債
務
の
保
証
、

引
渡
済
の
請
負
作
業
又
は
売
渡
済
の
商
品
に
対
す
る
各
種
の
保
証
、
係
争
事
件
に
係

る
賠
償
義
務
、
先
物
売
買
契
約
、
受
注
契
約
そ
の
他
現
実
に
発
生
し
て
い
な
い
債
務

で
将
来
に
お
い
て
、
当
該
事
業
の
負
担
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
、

先
物
売
買
契
約
や
受
注
契
約
そ
の
他
現
実
に
発
生
し
て
い
な
い
債
務
で
、
将
来
に
お

い
て
、
当
該
事
業
の
負
担
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
な
ど
は
、
商
法
に
お
い
て
は
、

注
記
対
象
と
す
る
か
ど
う
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
注
記
対
象
と
し
た
方
が
よ
い
だ

ろ
う
。
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保
証
債
務
の
う
ち
、
連
帯
保
証
人
間
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
負
担
額
が
決
ま
っ
て
い

る
場
合
の
注
記
は
次
の
二
つ
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。

①
連
帯
保
証
金
額
の
全
額
を
注
記
す
る
。

②
他
の
連
帯
保
証
人
の
負
担
す
べ
き
額
を
除
い
て
、
自
社
の
負
担
金
額
(
内
部

的
な
と
り
き
め
に
よ
る
)
を
注
記
す
る
。

①
の
方
法
は
、
連
帯
保
証
で
た
と
え
内
部
的
な
負
担
割
合
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

法
的
に
は
、
連
帯
保
証
額
の
全
額
の
債
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
形
式
的
に
考

え
る
方
法
で
あ
る
。
②
の
方
法
は
、
他
の
連
帯
保
証
人
が
信
用
が
あ
り
、
自
社
が
全

額
の
負
担
を
す
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
少
な
い
よ
う
な
場
合
、
実
質
的
に
考
え
る
方

法
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
方
法
が
よ
い
の
か
に
つ
い
て
は
論
議
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
実
務
で

は
、
①
と
②
の
両
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
。

次
に
保
証
債
務
の
予
約
の
注
記
の
方
法
を
考
え
て
み
よ
う
。

保
証
予
約
と
は
、
例
え
ば
、
親
会
社
が
子
会
社
の
銀
行
借
入
に
際
し
、
「
当
社
の
子

会
社
で
あ
る
×
×
会
社
の
貴
行
に
対
す
る
債
務
に
つ
い
て
は
、
貴
行
の
ご
要
望
が
あ

り
し
だ
い
、
い
つ
で
も
保
証
し
ま
す
L

と
い
う
よ
う
な
契
約
で
あ
る
。

こ
の
保
証
予
約
の
注
記
は
、
次
の
二
つ
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。

①
保
証
債
務
の
予
約
は
、
期
末
現
在
に
お
い
て
は
予
約
で
あ
り
、
保
証
債
務
そ

の
も
の
で
な
い
た
め
、
注
記
す
べ
き
保
証
債
務
に
は
含
ま
れ
な
い
。

②
保
証
債
務
の
予
約
で
あ
っ
て
も
、
債
権
者
か
ら
の
請
求
に
よ
り
、
い
つ
で
も

保
証
債
務
と
な
り
、
注
記
す
べ
き
保
証
債
務
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
注

記
す
る
方
法
。

こ
の
場
合
、
予
約
で
あ
る
旨
の
記
載
を
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

①
又
は
②
の
い
ず
れ
の
方
法
が
よ
い
の
か
論
議
が
あ
り
、
実
務
慣
行
が
定
着
し
て

い
な
い
。
実
務
で
は
、
①
に
よ
っ
て
い
る
会
社
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
②
に
よ
る
方
法

が
よ
い
だ
ろ
う
。

@
一
株
当
た
り
の
当
期
利
益
等
の
注
記

一
株
当
た
り
の
当
期
利
益
又
は
当
期
損
失
の
額
は
、
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
計
規
三
五
の
に
)
。
こ
れ
は
、
改
正
商
法
に
よ
り
新
た
に
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
。

額
面
株
式
の
無
額
面
化
が
今
後
す
す
む
こ
と
を
考
え
る
と
、
一
株
当
た
り
の
当
期
利

益
の
金
額
は
特
に
重
要
と
な
っ
て
く
る
。

@
繰
延
資
産
に
関
す
る
配
当
制
限
の
注
記

商
法
第
二
九
0
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
超
過
額
は
、
注
記
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る
、
配
当
制
限
規
定
で
あ
る
(
計
規
三
六
三

開
業
準
備
費
、
開
発
費
及
び
試
験
研
究
費
の
合
計
金
額
が
、
法
定
準
備
金
と
そ
の

期
に
新
た
に
積
み
立
て
る
利
益
準
備
金
の
合
計
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
超
過

額
を
注
記
す
る
必
要
が
あ
る
。

@
営
業
取
引
に
よ
る
取
引
高
の
総
額
の
注
記

F
h
d
 

nりつd

子
会
社
又
は
支
配
株
主
と
の
営
業
取
引
に
よ
る
取
引
高
の
総
額
は
、
損
益
計
算
書

に
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
計
規
四

0
1

二
ニ
。
証
券
取
引
法
に
お
け
る
注
記
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(
1
)
注
記
の
一
記
載
方
法

評
価
基
準
及
び
評
価
方
法
に
つ
い
て
は
、
棚
卸
資
産
の
種
類
(
商
品
、
製
品
、

半
製
品
、
原
材
料
、
仕
掛
品
、
貯
蔵
品
)
に
区
別
し
て
記
載
す
る
(
財
規

要
領
九
の
六
)
。

③
固
定
資
産
の
減
価
償
却
の
方
法

減
価
償
却
の
基
準
を
各
資
産
の
科
目
別
に
記
載
す
る
。
こ
の
場
合
、
法
人
税

法
に
規
定
す
る
減
価
償
却
の
方
法
と
同
一
の
基
準
を
採
用
し
て
い
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
法
人
税
法
に
規
定
す
る
方
法
と
比
較
す
る
等
の
方
法
に
よ
っ
て
そ
の

内
容
を
説
明
す
る
(
財
規
要
領
九
の
七
)
。

④
繰
延
資
産
の
処
理
方
法

繰
延
資
産
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
新
株
発
行
費
、
社
債

発
行
費
、
試
験
研
究
費
等
に
つ
い
て
、
支
出
時
に
全
額
費
用
と
し
て
処
理
す
る

方
法
を
採
用
し
て
い
る
場
合
に
も
記
載
す
る
。

ま
た
新
株
発
行
費
、
試
験
研
究
費
等
を
繰
延
資
産
に
計
上
し
て
い
る
と
き
は
、

償
却
の
基
準
を
記
載
す
る
。
こ
の
場
合
、
商
法
の
規
定
す
る
最
長
期
間
に
毎
期

均
等
額
を
償
却
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
、
そ
の
他

の
方
法
を
採
用
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
償
却
期
間
、
各
期
間
の
償
却
割

合
等
を
記
載
す
る
(
財
規
要
領
九
の
八
〕
。

⑤
外
貨
建
の
資
産
及
び
負
債
の
本
邦
通
貨
へ
の
換
算
基
準

寸
外
貨
建
取
引
等
会
計
処
理
基
準
L

(

昭
和
五
回
・
六
・
二
六
企
業
会
計
審
議

会
)
に
定
め
の
な
い
事
項
に
関
す
る
換
算
基
準
又
は
「
外
貨
建
取
引
会
計
処
理

基
準
」
を
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
他

の
合
理
的
な
換
算
基
準
を
採
用
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
他
の
換
算
基
準
等
を

記
載
す
る
(
財
規
要
領
九
の
九
三

⑥
引
当
金
の
計
上
基
準

各
引
当
金
の
計
上
の
理
由
、
計
算
の
基
礎
そ
の
他
の
設
定
の
根
拠
を
記
載
す

る
。
ま
た
、
特
別
法
上
の
準
備
金
等
(
財
規
五
四
①
)
に
つ
い
て
も
、
引
当
金

に
準
じ
て
記
載
す
る
(
財
規
要
領
九
の
一

0
)
。
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財
務
諸
表
規
則
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
べ
き
注
記
は
、
脚
注
(
当
該
注
記
に
係
る

事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
財
務
諸
表
中
の
表
又
は
計
算
書
の
末
尾
に
記
載
す
る
こ
と

を
い
う
)
と
し
て
一
記
載
す
る
こ
と
、
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
い
て
、

重
要
な
会
計
方
針
の
記
載
(
財
規
入
の
一
己
及
び
会
計
方
針
の
変
更
に
関
す
る
記
載

(
財
規
入
の
二
一
)
の
次
に
記
載
す
る
。
た
だ
、
会
計
方
針
と
し
て
記
載
し
た
事
項
と

関
係
が
あ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
財
規

九
①
)
。

VoJ.28-A， 

ま
た
、
特
定
の
科
目
に
関
係
あ
る
注
記
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
科
目
に
記

号
を
付
記
す
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
注
記
と
の
関
連

を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
財
規
九
②
)

な
お
、
特
定
事
業
を
営
む
会
社
(
財
務
諸
表
規
則
第
二
条
の
規
定
適
用
会
社
)
に

つ
い
て
も
、
原
則
と
し
て
、
財
務
諸
表
規
則
に
よ
り
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
財

規
一

0
)
。

平成 5年，

(
2
)
重
要
な
会
計
方
針
の
記
載

財
務
諸
表
の
た
め
に
採
用
し
て
い
る
会
計
処
理
の
原
則
及
び
手
続
並
び
に
表
示
方

法
で
、
以
下
に
掲
げ
る
事
項
は
、
利
益
金
処
分
計
算
書
又
は
損
失
金
処
理
計
算
書
の

次
に
一
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
重
要
性
の
乏
し
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
財
規
入
の
一
一
)
。

①
有
価
証
券
の
評
価
基
準
及
び
評
価
方
法

取
得
原
価
を
算
定
す
る
た
め
に
採
用
し
た
方
法
例
え
ば
移
動
平
均
法
、
総
平

均
法
等
を
-
記
載
す
る
(
財
規
要
領
九
の
四
)
。

②
棚
卸
資
産
の
評
価
基
準
及
び
評
価
方
法

売
上
原
価
及
び
期
末
棚
卸
高
を
算
定
す
る
た
め
に
採
用
し
た
棚
卸
資
産
の
評

価
基
準
及
び
評
価
方
法
を
い
う
。
こ
の
場
合
の
評
価
方
法
と
は
、
例
え
ば
個
別

法
、
先
入
先
出
法
、
後
入
先
出
法
等
を
い
う
(
財
規
要
領
九
の
五
)
。



229 

⑦
収
益
及
び
費
用
の
計
上
基
準

割
賦
販
売
、
長
期
請
負
工
事
等
に
係
る
収
益
及
び
費
用
の
計
上
基
準
、
業
界

特
有
の
収
益
及
び
費
用
の
計
上
基
準
等
財
務
諸
表
に
つ
い
て
適
正
な
判
断
を
行

う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項
を
記
載
す
る
(
財
規
要
領
九
の
一

学校法人会計基準と企業会計基準の統一と問題点

一〉。
⑧
そ
の
他
財
務
諸
表
作
成
の
た
め
の
重
要
な
事
項

支
払
利
息
を
資
産
の
取
得
原
価
に
算
入
す
る
会
計
処
理
の
内
容
、
適
格
退
職

年
金
制
度
等
を
採
用
し
て
い
る
場
合
の
過
去
勤
務
費
用
の
会
計
処
理
の
内
容
等

財
務
諸
表
に
つ
い
て
適
正
な
判
断
を
行
う
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
を

記
載
す
る
。
〈
財
規
要
領
九
の
一
二
)
。

(
3
)
会
計
方
針
の
変
更
に
関
す
る
記
載

会
計
方
針
(
財
務
諸
表
作
成
の
た
め
に
採
用
し
て
い
る
会
計
処
理
の
原
則
及
び
手

続
並
び
に
表
示
方
法
)
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
以
下
に
掲
げ
る
事
項
を
、
会
計
方

針
を
記
載
し
た
次
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
財
規
入
の
一
二
三

①
会
計
処
理
の
原
則
又
は
手
続
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
、
変
更
の
理

由
及
び
そ
の
変
更
が
財
務
諸
表
に
与
え
て
い
る
影
響
の
内
容

こ
の
場
合
、
財
務
諸
表
に
与
え
て
い
る
影
響
と
は
、
そ
の
会
計
処
理
に
つ
い

て
前
事
業
年
度
と
同
一
の
基
準
を
適
用
し
た
場
合
に
お
い
て
計
上
さ
れ
る
べ
き

経
常
利
益
、
税
引
前
当
期
純
利
益
又
は
当
期
未
処
分
利
益
そ
の
他
の
重
要
な
項

目
の
金
額
に
、
そ
の
変
更
が
差
異
を
与
え
る
結
果
と
な
っ
た
こ
と
を
い
う
。

し
た
が
っ
て
影
響
の
内
容
の
記
載
は
、
影
響
を
受
け
た
重
要
な
項
目
及
び
そ

の
差
異
の
金
額
を
明
ら
か
に
す
る
。
た
だ
、
そ
の
金
額
を
正
確
に
算
定
す
る
こ

と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
適
当
な
方
法
に
よ
る
概
算
額
を
記
載
す
る
こ
と
が
で

き
る
(
財
規
要
領
九
の
二
ニ
)
。

な
お
、
財
務
諸
表
に
与
え
て
い
る
影
響
が
軽
徴
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
変
更

に
関
す
る
記
載
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
翌
事
業
年
度
の
財
務
諸
表

に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
記
載

の
省
略
は
で
き
な
い
(
財
規
要
領
九
の
一
四
〉
。

こ
の
場
合
に
は
、
翌
事
業
年
度
の
財
務
諸
表
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
旨
及

び
そ
の
影
響
の
概
要
を
変
更
に
関
す
る
記
載
に
あ
わ
せ
て
記
載
す
る
(
財
規
要

領
九
の
五
)
。

②
表
示
方
法
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
内
容

表
示
方
法
の
変
更
に
関
す
る
内
容
の
記
載
は
、
前
事
業
年
度
の
財
務
諸
表
と

に
比
較
を
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
。
た
だ
、
変
更
の
内
容
が
明

瞭
に
判
断
し
う
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
(
財
規
要
領

九
の
二
ハ
)
。

(
4
〉
重
要
な
後
発
事
象
の
注
記

貸
借
対
照
表
日
後
、
翌
事
業
年
度
以
降
の
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
に
重
要
な
影

響
を
及
ぼ
す
事
象
が
発
生
し
た
と
き
は
、
そ
の
事
象
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
財
規
八
の
四
〉
。

こ
の
場
合
、
重
要
な
後
発
事
象
と
は
、
お
お
む
ね
以
下
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
(
財

規
要
領
九
の
一
七
三

(

a

)

火
災
、
出
水
等
に
よ
る
重
大
な
損
害
の
発
生

(
b
)
多
額
の
増
資
又
は
減
資
及
び
多
額
の
社
債
の
発
行
又
は
繰
上
償
還

(
C
〉
会
社
の
合
併
、
重
要
な
営
業
の
譲
渡
又
は
譲
受

(
d
〉
重
要
な
系
争
事
件
の
発
生
又
は
解
決

(

e

)

主
要
な
取
引
先
の
倒
産

-307 

(
5
)
追
加
情
報
の
注
記

財
務
諸
表
規
則
に
お
い
て
特
に
定
め
る
注
記
の
ほ
か
、
利
害
関
係
人
が
会
社
の
財

政
及
び
経
営
の
状
況
に
関
す
る
適
正
な
判
断
を
行
う
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事

項
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
財
規
八
の
五
)
具
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体
的
に
、
ど
の
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て
注
記
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
財
務
諸
表
規

則
で
は
特
に
定
め
て
い
な
い
。
実
務
的
に
は
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
か
ら
公
表
さ

れ
て
い
る
寸
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
の
二
(
改
正
後
は
第
八
の
五
)
に
よ
り
注
記

す
べ
き
追
加
情
報
に
つ
い
て
L

(

五
六
@
一
O
@
六
付
監
査
第
一
委
員
会
報
告
第
三

九
口
さ
に
よ
り
、
追
加
情
報
の
注
記
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
間
報
告
に
よ
れ
ば
、

次
の
も
の
が
注
記
対
象
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

Vo1.28-A， 

財
務
諸
表
に
注
記
す
べ
き
追
加
情
報
の
分
類
及
び
例
示

l
。
会
計
処
理
の
原
則
及
び
手
続
で
特
に
説
明
を
要
す
る
も
の

(
注
記
内
容
)
会
社
の
採
用
す
る
会
計
処
理
の
原
則
及
び
手
続

ィ
。
販
売
用
不
動
産
の
取
得
価
額
に
支
払
利
息
を
算
入
し
た
場
合
〔
昭
和
四
九

年
八
月
二
O
@
業
種
別
監
査
研
究
会
申
合
せ
建
設
業
部
会
@
不
動
産
部
会
〕

ロ
。
退
職
給
与
引
当
金
の
計
上
基
準
を
税
法
基
準
か
ら
期
末
要
支
給
額
計
上
方

式
へ
変
更
し
た
場
合
等
、
当
該
変
更
に
よ
る
不
足
額
を
規
則
的
に
繰
り
入
れ

る
方
法
を
適
用
し
た
場
合
〔
昭
和
四
九
年
三
月
一
一
一

0
日
e

会
長
通
牒
@
調
四

八
第
九
一
号
〕

ハ
。
営
業
収
益
の
計
上
基
準
に
つ
い
て
特
に
説
明
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
(
出
荷
基
準
又
は
検
収
基
準
を
採
用
し
て
い
る
会
社
が
、
特
定
の
長
期
大

型
プ
ラ
ン
ト
工
事
に
つ
い
て
工
事
進
行
基
準
、
延
払
基
準
な
ど
を
採
用
し
て

い
る
場
合
等
)

ニ
。
業
種
特
有
の
会
計
処
理
で
特
に
説
明
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
(
商

社
に
お
け
る
外
貨
建
取
引
等
の
会
計
処
理
〔
昭
和
五
四
年
一
一
月
六
日
@
監

査
第
二
委
員
会
報
告
第
四
号
〕
)

ホ
。
税
法
特
有
の
会
計
処
理
で
特
に
説
明
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
(
圧

縮
記
帳
に
関
す
る
会
計
処
理
及
び
表
示
〔
昭
和
五
一
年
四
月
六
日
@
監
査
委

員
会
報
告
第
二
三
号
〕
)

へ
。
従
業
員
賞
与
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
、
経
過
措
置
が
適
用
さ
れ
る
期
間
内

平成 5年，第28号A，愛知工業大学研究報告，

に
、
段
階
的
に
、
よ
り
合
理
的
な
会
計
処
理
に
変
更
す
る
場
合
〔
昭
和
五
五

年
一
月
一
一
日
@
監
査
第
一
委
員
会
報
告
第
三
四
号
〕

ト
。
休
止
固
定
資
産
が
あ
る
場
合
〔
昭
和
五
四
年
三
月
六
日
@
監
査
第
二
委
員

会
報
告
第
二
号
〕

2
0
期
間
比
較
に
係
る
も
の

(
1
)
会
計
事
実
な
ど
の
変
化
に
よ
っ
て
会
計
上
の
見
積
な
ど
を
変
更
し
た
場
合

(
注
記
内
容
)
変
更
の
旨
及
び
影
響

固
定
資
産
の
耐
用
年
数
の
変
更
〔
昭
和
五
四
年
四
月
一

0
日
@
監
査
第
一
委
員

秋
報
告
第
三
二
号
〕

(
2
)
税
法
の
改
正
に
よ
っ
て
引
当
金
の
設
定
率
な
ど
を
変
更
し
た
場
合
で
、
財

務
諸
表
等
規
則
第
五
条
第
二
項
(
改
正
後
は
第
八
条
の
三
)
に
該
当
し
な
い
と

さ
れ
て
い
る
場
合

(
注
記
内
容
)
変
更
の
旨
及
び
影
響

ィ
。
退
職
給
与
引
当
金
の
設
定
率
の
引
下
げ
に
伴
う
会
計
処
理
及
び
表
示
〔
昭

和
五
五
年
四
月
一
目
。
監
査
第
一
委
員
会
報
告
三
五
号
〕

ロ
。
貸
倒
引
当
金
の
法
定
繰
入
れ
率
の
変
更

(
3
)
そ
の
他
期
間
比
較
上
説
明
を
要
す
る
場
合

(
注
記
内
容
)
そ
の
概
要
と
影
響
金
額

ィ
。
期
末
日
が
休
日
で
財
政
状
態
が
通
常
の
期
末
日
の
状
況
と
異
な
る
場
合

ロ
。
新
規
事
業
な
ど
の
開
始
に
よ
り
、
新
し
い
会
計
処
理
が
行
わ
れ
、
財
務
内

容
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
場
合

3
0
財
務
諸
表
の
明
瞭
表
示
に
関
す
る
も
の

(
1
)
勘
定
科
目
が
特
殊
で
説
明
を
要
す
る
場
合

(
注
記
内
容
)
勘
定
科
目
の
説
明

(
2
)
貸
借
対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
に
表
示
せ
ず
、
内
容
の
説
明
を
注
置
に

譲
る
場
合

(
注
記
内
容
)
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容

-308-
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圧
縮
記
帳
に
関
す
る
会
計
処
理
及
び
表
示
〔
昭
和
五
一
年
四
月
六
日
・
監
査
委

員
会
報
告
第
二
三
号
〕

4
0
財
政
又
は
経
営
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
項
で
、
貸
借
対
照
表
又
は

損
益
計
算
書
に
計
上
さ
れ
な
い
も
の

(
注
記
内
容
)
そ
の
概
要

退
職
年
金
制
度
を
採
用
し
て
い
る
場
合
〔
昭
和
五
四
年
四
月
一

0
日
・
監
査
第

一
委
員
会
報
告
第
三
三
号
〕

5
0
そ
の
他

(
1
〉
中
間
・
年
度
の
首
尾
一
貫
性
に
関
す
る
事
項

(
注
記
内
容
〉
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容

中
間
と
年
度
の
会
計
処
理
に
首
尾
一
貫
性
を
欠
く
場
合
〔
昭
和
五
五
年
八
月
二

一
日
・
監
査
第
一
委
員
会
報
告
第
三
六
号
〕

(
2
〉
そ
の
他
、
財
務
諸
表
を
利
用
す
る
利
害
関
係
人
に
開
示
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
事
項

(
注
記
内
容
)
開
示
し
よ
う
と
す
る
事
実
の
内
容

学校法人会計基準と企業会計基準の統一と|出逝点

以
上

(
6
)
資
産
に
係
る
引
当
金
を
直
接
控
除
し
た
場
合
の
注
記

流
動
資
産
、
投
資
そ
の
他
の
資
産
に
係
る
引
当
金
は
、
当
該
欠
く
資
産
科
目
に
対

す
る
控
除
科
目
と
し
て
、
各
資
産
科
目
別
に
貸
倒
引
当
金
そ
の
他
当
該
引
当
金
の
設

定
目
的
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
(
又
は
一
括
掲
記
)
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
貸
倒
引
当
金
等
を
各
資
産
の
金
融
か
ら
直
接
控
除
し
、
そ
の
控
除
残
高
を

各
資
産
の
金
額
と
し
て
表
示
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
貸

倒
引
当
金
等
は
、
そ
の
各
資
産
科
目
別
又
は
一
括
し
て
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
財
規
二

0
、
三
四
)
。

(
7
)
減
価
償
却
累
計
額
を
有
形
固
定
資
産
か
ら
直
接
控
除
し
た
場
合
の
注
記

建
物
、
構
築
物
、
機
械
及
び
装
置
、
船
舶
、
車
両
及
び
そ
の
他
の
陸
上
運
搬
具
、

工
具
、
器
具
及
び
備
品
又
は
そ
の
他
の
有
形
固
定
資
産
に
対
す
る
減
価
償
却
累
計
額

は
、
各
資
産
の
金
額
か
ら
直
接
控
除
し
、
そ
の
控
除
残
高
を
そ
の
各
資
産
の
金
額
と

し
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
減
価
償
却
累
計
額
は
、
各
資
産

の
資
産
科
目
別
に
、
又
は
一
括
し
て
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
財
規
二
六
三

(
8
)
関
係
会
社
に
対
す
る
資
産
又
は
負
債
の
注
記

関
係
会
社
に
対
す
る
資
産
又
は
負
債
で
、
区
分
掲
記
し
た
も
の
以
外
の
も
の
の
金

額
の
合
計
が
、
資
産
の
総
額
又
は
負
債
及
び
資
本
の
合
計
額
の
一

0

0
分
の
一
を
超

え
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
金
額
を
貸
借
対
照
表
に
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
(
財
規
三
九
③
、
五
五
③
)
。

Q
d
 

nu 
q
t
d
 

(
9
)
固
定
資
産
の
再
評
価
に
関
す
る
注
記

有
形
宙
定
資
産
又
は
無
形
回
定
資
産
に
つ
い
て
再
評
価
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ

の
旨
及
び
そ
の
理
由
、
そ
の
再
評
価
を
行
っ
た
年
月
日
、
そ
の
資
産
の
再
評
価
前
の

帳
簿
価
額
、
再
評
価
額
並
び
に
再
評
価
差
額
に
関
す
る
会
計
処
理
の
方
法
を
注
記
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
財
規
四
二
①
〉
。

こ
の
場
合
の
注
記
は
、
そ
の
評
価
差
額
を
欠
損
金
に
て
ん
補
に
充
当
し
又
は
資
本

剰
余
金
と
し
て
積
み
立
て
る
等
の
再
評
価
時
に
お
い
て
適
用
し
た
会
計
処
理
方
法
を

記
載
す
る
(
財
規
要
領
九
三
)
。

有
形
固
定
資
産
又
は
無
形
固
定
資
産
で
再
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
再
評
価
年
月
日
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
再

評
価
を
行
っ
た
事
業
年
度
か
ら
五
年
を
経
過
し
て
い
る
も
の
又
は
そ
の
金
額
が
重
要

で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
注
記
が
省
略
で
き
る
(
財
規
四
二
②
)
。



(
1
0
)
担
保
資
産
の
注
記

Mar.1993 

資
産
が
担
保
に
供
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
財
規
四
三
)

0

こ
の
場
合
の
注
記
は
、
そ
の
資
産
の
全
部
又
は
一
部
が
、
担
保
に
供
さ
れ
て
い
る

旨
並
び
に
そ
の
担
保
資
産
が
担
保
に
供
さ
れ
て
い
る
債
務
を
示
す
科
目
の
名
称
及
び

そ
の
金
額
(
当
該
債
務
の
一
部
に
担
保
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
部
分
の

金
額
)
を
記
載
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
資
産
の
一
部
が
担
保
に
供
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
そ
の
部
分
の
金
額
を
明
ら
か
に
す
る
(
財
規
要
領
九
四
)
。

ま
た
、
資
産
が
財
団
抵
当
に
供
さ
れ
て
い
る
場
合
の
注
記
は
、
そ
の
旨
、
資
産
の

種
類
、
金
額
の
合
計
、
そ
の
債
務
を
示
す
科
目
の
名
称
及
び
金
額
を
記
載
す
る
(
財

規
要
領
九
五
)
。

Vo1.28-A， 平成 5年，

(
1
1
)
外
貨
建
資
産
又
は
負
債
の
注
記

第28号A，

現
金
及
び
預
金
、
受
取
手
形
、
有
価
証
券
、
出
資
金
そ
の
他
の
資
産
並
び
に
支
払

手
形
、
社
債
そ
の
他
の
負
債
で
、
外
貨
建
の
も
の
は
、
そ
の
旨
及
び
外
貨
に
よ
る
金

額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
金
額
が
重
要
で
な
い
も
の
に
つ

い
て
は
注
記
を
省
略
で
き
る
(
財
規
四
回
、
五
六
)
。

愛知工業大学研究報告3

(
1
2
)
簿
外
資
産
に
関
す
る
注
記

在
外
資
産
、
償
却
済
み
の
資
産
又
は
被
災
害
資
産
等
で
帳
簿
価
額
の
な
い
も
の
の

う
ち
、
貸
借
対
照
表
に
表
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
そ
の
資
産
に
関
す
る
事
項
を
注
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
財
規
要
領
九
六
)
。

貸
借
対
照
表
に
表
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
資
産
と
は
、
現
に

稼
働
中
の
資
産
又
は
そ
の
評
価
額
が
相
当
金
額
に
達
す
る
資
産
を
い
い
、
注
記
す
る

こ
と
が
で
き
る
事
項
と
は
、
そ
の
資
産
の
種
類
、
特
別
損
失
と
し
て
処
理
し
た
時
の

簿
価
、
簿
外
資
産
と
し
た
理
由
及
び
時
価
を
い
う
(
財
規
要
領
九
七
)
。

貸
借
対
照
表
に
表
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
資
産
と
は
、
現
に
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稼
働
中
の
資
産
又
は
そ
の
評
価
額
が
相
当
金
額
に
達
す
る
資
産
を
レ
い
、
注
記
す
る

こ
と
が
で
き
る
事
項
と
は
、
そ
の
資
産
の
種
類
、
特
別
損
失
と
し
て
処
理
し
た
時
の

簿
価
、
簿
外
資
産
と
し
た
理
由
及
び
時
価
を
い
う
(
財
規
要
領
九
七
)
。

(
1
3
)
偶
発
債
務
の
注
記

偶
発
債
務
は
、
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
財
規
五
八
三

偶
発
債
務
と
は
、
債
務
の
保
証
、
引
渡
済
の
請
負
作
業
又
は
売
渡
済
の
商
品
に
対

す
る
各
種
の
保
証
、
係
争
事
件
に
係
る
賠
償
義
務
、
先
物
売
買
契
約
、
受
注
契
約
そ

の
他
現
実
に
発
生
し
て
い
な
い
債
務
で
、
将
来
に
お
い
て
そ
の
事
業
の
負
担
と
な
る

可
能
性
の
あ
る
も
の
を
い
う
(
財
規
要
領
二
二
一
)

0

偶
発
債
務
の
注
記
は
、
そ
の
偶
発
債
務
の
内
容
(
債
務
の
保
証
に
つ
い
て
は
、
そ

の
種
類
及
び
保
証
先
、
係
争
事
件
に
係
る
賠
償
義
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
件
の
概

要
及
び
相
手
方
等
)
を
示
し
、
そ
の
金
額
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
(
財
規
要
領
一

一一一一一)。
な
お
、
偶
発
債
務
で
重
要
性
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
注
記
し
な
い
こ
と
が
で

き
る
(
財
規
要
領
二
三
ニ
)
。

円ぺ

lv

(
1
4
)
手
形
割
引
高
又
は
一
皐
訳
書
譲
渡
の
注
記

受
取
手
形
の
割
引
に
付
し
又
は
債
務
の
弁
済
の
た
め
に
一
裏
書
譲
渡
し
た
金
額
は
、

受
取
手
形
割
引
高
又
は
受
取
手
形
裏
書
譲
渡
高
の
名
称
を
付
し
て
注
記
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

受
取
手
形
以
外
の
手
形
を
割
引
又
は
債
務
の
弁
済
の
た
め
に
一
裏
書
譲
渡
し
た
と
き

も
、
上
記
と
同
様
、
注
記
を
す
る
が
、
こ
の
場
合
の
注
記
は
、
そ
の
手
形
債
権
の
発

生
原
因
を
示
す
名
称
を
付
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
財
規
五
八
の
二
)
注

記
す
べ
き
金
額
は
、
割
引
又
は
一
裏
書
譲
渡
し
た
そ
の
手
形
の
額
面
金
額
を
記
載
す
る

(
財
規
要
領
一
一
一
一
一
一
一
の
二
)
。
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(
1
5
)
授
権
株
式
及
び
発
行
済
株
式
の
総
数
の
注
記

会
社
が
発
行
す
る
株
式
及
び
発
行
済
株
式
の
総
数
は
、
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
(
財
規
六
一
〉
。

(
1
6
)
新
株
式
払
込
金
等
に
関
す
る
注
記

学校法人会計基準と企業会計基準の統ーと問題点

新
株
式
払
込
金
又
は
申
込
期
日
経
過
後
に
お
け
る
新
株
式
申
込
証
拠
金
は
、
資
本

金
の
次
に
別
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
、
そ
の
株
式
の
発
行
数
、
資
本
金
増
加
の
日
及
び
そ
の
金
額
の
う
ち
資

本
準
備
金
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
(
財
規
六
二
三

(
1
7
)
準
備
金
に
よ
る
欠
損
て
ん
補
の
注
記

そ
の
事
業
年
度
開
始
の
日
前
二
年
以
内
に
資
本
準
備
金
、
利
益
準
備
金
又
は
法
律

で
定
め
る
準
備
金
で
、
欠
損
て
ん
補
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
準
備
金
の
名
称
、

欠
損
て
ん
補
に
充
当
さ
れ
た
金
額
及
び
欠
損
て
ん
補
を
行
っ
た
年
月
(
そ
の
処
分
に

係
る
決
算
に
つ
い
て
株
主
総
会
の
承
認
が
あ
っ
た
年
月
)
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
(
財
規
六
回
)
。

(
1
8
)
配
当
制
限
に
関
す
る
注
記

そ
の
他
の
剰
余
金
(
当
期
に
利
益
準
備
金
と
し
て
積
み
立
て
る
こ
と
を
要
す
る
金

額
を
除
く
)
の
金
額
の
う
ち
、
商
法
第
二
九
0
条
第
一
項
規
定
に
よ
り
、
利
益
の
配

当
に
充
当
す
る
こ
と
を
制
限
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
制

限
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
金
額
を
貸
借
対
照
表
に
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

商
法
以
外
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
商
法
第
二
九
0
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
制

限
と
同
一
の
内
容
の
制
限
を
受
け
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
上
記
と
同
様
の
注
記

が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
契
約
に
よ
り
、
利
益
の
配
当
に
つ
い
て
制
限
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
そ

の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
財
規
六
八
三
利
益
の
配
当
に

つ
い
て
制
限
を
受
け
て
い
る
場
合
と
は
、
契
約
に
よ
っ
て
、
配
当
可
能
利
益
の
う
ち

配
当
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
部
分
を
金
額
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
も
の

の
ほ
か
、
配
当
率
が
制
限
さ
れ
て
い
る
も
の
、
又
は
一
定
の
財
務
比
率
を
維
持
す
る

等
の
制
約
に
よ
っ
て
、
配
当
可
能
利
益
の
一
部
が
結
果
的
に
配
当
に
充
当
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
る
場
合
等
を
含
む
。
ま
た
、
注
記
の
記
載
方
法
は
、
契
約
に
よ
り
配

当
制
限
を
受
け
て
い
る
旨
、
配
当
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
契
約
の
内
容
、
そ
の
契
約

に
定
め
ら
れ
て
い
る
配
当
制
限
の
方
法
及
び
配
当
に
充
当
す
る
こ
と
が
制
限
さ
れ
る

額
を
記
載
す
る
(
財
規
要
領
二
ニ
八
三

(
1
9
)
 
一
株
当
た
り
純
資
産
額
の
注
記

一
株
当
た
り
純
資
産
額
は
、
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
財
規
六
人
の
二
三

こ
の
場
合
の
一
株
当
た
り
純
資
産
額
は
、
期
末
の
純
資
産
額
(
新
株
式
払
込
金
又

は
新
株
式
申
込
証
拠
金
を
含
む
場
合
に
は
、
こ
の
新
株
式
払
込
金
又
は
新
株
式
申
込

証
拠
金
を
控
除
し
た
額
〉
を
期
末
の
発
行
済
株
式
数
で
除
し
て
計
算
す
る
。
な
お
、

期
末
の
負
債
の
総
額
が
期
末
の
資
産
の
総
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
超
過
額
の

一
株
当
た
り
金
額
を
注
記
す
る
(
財
規
要
領
二
ニ
入
の
一
己
。

-311-

(
2
0
〉
資
本
の
部
中
の
負
債
性
引
当
金
以
外
の
引
当
金

大
蔵
省
令
(
昭
和
五
七
年
九
月
二
一
日
大
蔵
省
令
四
六
号
〉
施
行
日
(
昭
和
五
七

年
一

o月
一
日
〉
前
に
終
了
し
た
最
終
の
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
記
載
さ

れ
て
い
る
負
債
性
引
当
金
以
外
の
引
当
金
は
、
取
り
崩
し
た
も
の
を
除
い
て
、
新
令

施
行
日
以
後
最
初
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
お
い
て
は
、
資
本

の
部
中
そ
の
他
の
剰
余
金
に
記
載
し
、
そ
の
旨
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
財

規
附
則
四
三

(
2
1
〉
引
当
金
の
部
を
設
け
た
理
由
の
注
記



商
法
第
二
八
七
条
ノ
二
に
規
定
す
る
引
当
金
は
、
第
一
三
条
及
び
第
四
五
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
問
、
固
定
負
債
の
次
に
別
の
区
分
を
設
け
て
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
財
規
附
則
五
万

Mar.l993 

(
2
2
〉
引
当
金
の
部
に
記
載
し
た
引
当
金
の
う
ち
一
年
以
内
の
区
分
の
注
記

VoI.28-A， 

商
法
第
二
八
七
条
ノ
こ
の
引
当
金
は
そ
の
設
定
目
的
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目

を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
財
規
附
則
六
〉
。
こ
の
場
合
一
年
以
内
に
使

用
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
区
分
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
、
こ
の
区
分
が
困
難
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
省
略
で
き
る
(
財
規
附
則

七)。

平成 5年，

(
2
3
)
実
質
的
に
関
連
会
社
に
該
当
し
な
い
会
社
の
注
記

会
社
(
子
会
社
を
含
む
〉
が
他
の
会
社
の
議
決
権
の
一

0

0
分
の
二
0
以
上
、
一

0

0
分
の
五
0
以
下
を
実
質
的
に
所
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
に

つ
い
て
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
の
関
係
を
通
じ
て
、
当
該
他
の
会
社
の
財

務
及
び
営
業
の
方
針
に
対
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
、
関

連
会
社
に
該
当
し
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
注
記
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
(
財
規
要
領
八
)
。

第28号A，愛知工業大学研究報告，

(
2
4
〉
低
価
基
準
に
よ
る
棚
卸
資
産
の
評
価
減
に
関
す
る
注
記

商
品
又
は
製
品
の
期
末
棚
卸
高
に
関
し
、
低
価
基
準
に
よ
る
評
価
減
の
金
額
は
、

そ
の
内
容
を
付
し
た
科
目
で
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
期
末
棚
卸
高
を

低
価
基
準
に
よ
り
評
価
滅
を
行
っ
た
後
の
金
額
に
よ
っ
て
計
上
し
、
そ
の
旨
及
び
そ

の
評
価
減
の
金
額
を
注
記
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
(
財
規
八
一
)
。
な
お
、
原
材
料

に
関
す
る
低
価
基
準
に
よ
る
評
価
減
の
場
合
は
、
区
分
掲
記
方
式
し
か
認
め
ら
れ
な

い
(
財
規
八
二
)
。

上
記
の
場
合
の
評
価
減
の
金
額
の
表
示
方
法
に
つ
い
て
は
、
財
務
諸
表
規
剤
取
扱
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要
領
で
規
定
さ
れ
て
い
る
(
財
規
要
領
一
五
回
の
一
己
。

(
2
5
)
関
連
会
社
に
係
る
営
業
費
用
の
注
記

売
上
原
価
又
は
販
売
費
及
び
一
般
管
理
費
に
属
す
る
費
用
で
会
社
関
係
と
の
取
引

よ
り
発
生
し
た
も
の
の
う
ち
、
商
品
又
は
原
材
料
の
仕
入
高
、
委
託
加
工
費
、
不
動

産
貸
借
料
又
は
経
費
分
担
額
(
関
係
会
社
に
お
い
て
発
生
し
た
事
業
年
度
中
の
経
費

の
一
定
割
合
を
そ
の
会
社
に
お
い
て
負
担
す
る
契
約
に
基
づ
く
も
の
を
い
う
)
の
金

額
が
、
売
上
原
価
と
販
売
費
及
び
一
般
管
理
費
の
合
計
額
の
一

0

0
分
の
二

0
を
超

え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
関
係
会
社
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
科
目
で
区

分
掲
記
す
る
か
、
又
は
そ
の
費
用
の
名
称
及
び
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
上
記
に
よ
り
科
目
を
区
分
掲
記
し
た
も
の
以
外
の
も
の
の
金
額
の
合
計
額

が
、
売
上
原
価
と
販
売
費
及
び
一
般
管
理
費
の
合
計
額
の
一

0

0
分
の
二

0
を
超
え

る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
財
規
八
八
三

。，“
円
台
U

(
2
6
)
関
係
会
社
に
係
る
営
業
外
収
益
・
費
用
の
注
記

営
業
外
収
益
又
は
費
用
に
属
す
る
関
係
会
社
と
の
取
引
に
よ
り
発
生
し
た
収
益
又

は
費
用
で
、
そ
の
金
額
が
営
業
外
収
益
又
は
費
用
の
総
額
の
一

0

0
分
の
一

0
を
超

え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
収
益
又
は
費
用
及
び
そ
れ
が
関
係
会
社
に
係
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
示
す
科
目
で
区
分
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

上
記
に
よ
り
区
分
掲
記
し
た
も
の
以
外
の
関
係
会
社
に
係
る
収
益
又
は
費
用
の
合

計
額
が
、
営
業
外
収
益
文
は
費
用
の
総
額
の
一

0

0
分
の
一

0
を
超
え
る
場
合
に
は
、

そ
の
旨
及
び
そ
の
金
額
を
損
益
計
算
書
に
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
財
規
九
一
、

九
四
)
。(

2
7
)
特
別
損
益
項
目
の
注
記

て
は特
、別

Z梨

思案
資特

号型
霊安
又項
vi 白
川の
片!ii<・
廿内

をも

そ
m 固

話室

主主
日誌
記翌
載 耳
v の
ど 記

ぷ撃
て"ご
t士、Jし、
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そ
の
項
目
の
発
生
原
因
又
は
性
格
を
示
す
科
目
に
よ
り
区
分
掲
記
す
る
。
た
だ
、
そ

の
事
項
を
科
目
に
よ
っ
て
表
示
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
注
記
す
る
こ
と
が
で

き
る
(
財
規
要
領
二
ハ
0
の
四
)

(
2
8
)
関
係
会
社
に
係
る
特
別
損
益
の
注
記

学校法人会計基準と企業会計基準の統一と問題点

特
別
利
益
及
び
特
別
損
失
の
項
目
の
う
ち
、
関
係
会
社
と
の
取
引
に
基
づ
い
て
発

生
し
た
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
項
目
の
金
額
が
重
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
、

そ
の
科
目
の
名
称
又
は
注
記
に
お
い
て
、
関
係
会
社
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明

示
す
る
(
財
規
要
領
一
六

0
の
五
)
。

(
2
9
)
法
人
税
等
と
表
示
し
た
場
合
の
注
記

当
事
業
年
度
の
法
人
税
及
び
住
民
税
と
し
て
納
付
す
べ
き
額
(
中
間
納
付
額
を
含

む
)
は
、
法
人
税
と
住
民
税
と
の
合
計
額
を
法
人
税
及
び
住
民
税
又
は
法
人
税
等
と

し
て
表
示
す
る
。
た
だ
法
人
税
等
と
し
て
表
示
し
た
場
合
に
は
、
住
民
税
が
含
ま
れ

て
い
る
旨
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
財
規
要
領
一
六

0
の
七
三

(
3
0
)
 
一
株
当
た
り
当
期
純
損
益
金
額
の
注
記

一
株
当
た
り
当
期
純
利
益
金
額
又
は
当
期
純
損
失
金
額
は
、
注
記
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
(
財
規
九
五
の
五
の
一
一
)
。
こ
の
場
合
、
一
株
当
た
り
当
期
純
利
益
金
額
又
は

当
期
純
損
失
金
額
は
、
原
則
と
し
て
期
中
の
平
均
株
式
数
に
よ
り
計
算
す
る
も
の
と

し
、
期
末
の
発
行
済
株
式
数
に
よ
り
計
算
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
財
規
要
領
三
ハ
0
の
九
)
。

(
3
1
)
株
式
配
当
の
場
合
の
注
記

配
当
金
の
金
額
に
つ
い
て
、
そ
の
全
部
が
商
法
第
二
九
三
条
ノ
二
の
規
定
に
よ
る

株
式
配
当
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
、
そ
の
一
部
が
株
式
配
当
に
よ

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
全
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
財
規
一
一
四
)
。

企
業
会
計
は
企
業
会
計
原
則
に
則
り
、
商
法
決
算
に
つ
い
て
は
商
法
計
算
規
則
に

よ
り
有
価
証
券
取
締
法
に
よ
る
決
算
は
財
務
諸
表
規
則
等
に
よ
り
明
示
さ
れ
て
い

る。
所
で
企
業
会
計
は
、
財
務
状
態
と
経
営
成
績
を
明
確
に
す
る
た
め
、
貸
借
対
照
表

及
び
損
益
計
算
書
並
び
に
利
益
処
分
計
算
書
(
案
)
を
作
成
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る。
こ
れ
に
対
し
公
益
法
人
会
計
は
、
直
接
又
は
間
接
に
国
か
ら
経
常
費
の
補
助
金
を

受
け
る
学
校
法
人
(
私
立
学
校
振
興
助
成
法
第
一
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
人
)

は
っ
学
校
法
人
会
計
基
準
」
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
会
計
処
理
を
行
い
、
計
算

書
類
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
会
計
基
準
一
条
一
項
)
に
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
企
業
会
計
の
如
く
必
ず
し
も
損
益
を
計
算
す
る
必
要
が
な
く
、
且
つ
収
益
事

業
を
行
っ
て
い
な
い
法
人
は
税
務
申
告
書
も
必
要
で
な
い
た
め
、
企
業
会
計
と
異
な

る
計
算
書
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
般
企
業
会
計
様
式
に
よ
れ
ば
全
て
解
決
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
企
業
会
計
様
式
に
統
一
し
表
示
す
れ
ば
一
般
大
衆
に
も
判
り
易
く
、

こ
れ
ら
の
開
示
効
果
も
絶
大
な
も
の
と
信
ず
る
。

予
算
書
に
つ
い
て
は
予
定
損
益
計
算
書
と
予
定
貸
借
対
照
表
の
作
成
に
よ
り
十
分

そ
の
用
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑨

円
ぺ
U

一
四
。
財
務
書
表

様
式
統

へ
の
提
案

財
務
書
表
作
成
要
領
が
法
的
に
規
定
さ
れ
、
様
式
及
び
細
部
の
要
領
注
記
等
詳
細

に
規
制
さ
れ
て
い
る
の
は
、
商
法
に
よ
る
様
式
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
複
式
簿
記
よ
り

導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
既
に
述
べ
た
如
く
商
法
に
よ
る
財
務
諸
表
は
損
益
計

算
書
、
貸
借
対
照
表
、
利
益
処
分
計
算
書
及
び
附
属
明
細
書
が
作
成
さ
れ
、
損
益
計

算
書
及
び
期
首
期
末
の
財
産
@
負
債
の
増
減
、
そ
の
明
細
が
示
さ
れ
、
こ
れ
が
基
本

と
な
っ
て
有
価
-
証
券
取
引
法
に
よ
る
財
務
諸
表
も
法
人
税
法
に
よ
る
財
務
諸
表
も
全
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て
商
法
財
務
諸
表
よ
り
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
公
益
法
人
(
学
校
法
人
の
会
計

も
含
む
)
の
財
務
諸
表
も
こ
の
様
式
に
よ
る
不
都
合
は
感
ぜ
ら
れ
な
い
。
も
っ
と
も

公
益
法
人
は
、
法
人
税
の
算
出
は
必
要
で
な
け
れ
ば
、
税
額
計
算
上
、
算
出
額
が

0

と
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
若
し
此
の
様
に
統
一
さ
れ
れ
ば
、
労
力
の
節
約
は
莫
大

な
も
の
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
学
校
聞
の
比
較
は
無
論
、
他
業
種
、
他
公
益
法
人
等

と
の
相
互
比
較
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
国
家
経
済
ば
か
り
で
な
く
、
民
間
に
お

け
る
人
件
費
の
節
約
、
用
紙
の
節
約
等
、
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
解
す
る
。

VoI.28-A， 

注
①
文
部
省
高
等
教
育
局

八

0
二
頁
。

編
集

私
学
必
携
第
七
次
改
定

第
一
法
規

平成 5年，

②
文
部
省
高
等
教
育
局

編
集

前
掲
書

八

o=二貝。

第28号A，

③
三
角
哲
生

一
0
頁。

編
著

改
訂
学
校
法
人
会
計
基
準
詳
説

第
一
法
規

愛知工業大学研究報告，

④
企
業
会
計
原
則

し
七
に
詳
し
い
。

昭
和
二
四
年
七
月
九
日

第
一
、

一
般
原
則

な
し、

⑤
(
財
)
臼
木
私
学
教
育
研
究
所
学
校
事
務
研
究
会
編

私
学
事
務
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
学
校
法
人
経
理
研
究
会

一
回
二
頁
。

社

⑥
日
本
公
認
会
計
土
協
会

二
四
頁
j
四
六
頁
。

株
式
会
社
霞
出
版

編

学
校
法
人
会
計
要
覧

222 

⑦
岩
村
譲
一

著

公
益
法
人
の
会
計
処
理
と
税
務

税
研

頁

ナ
ニ
ワ
監
査
法
人

編
著

七
頁
。

⑧
岩
村
譲
一

⑨
樋
口
幸
一

著

前
掲
書

著

公
益
法
人
の
会
計
と
税
務

五
頁
。

財
務
諸
表
の
作
り
方

ぎ
ょ
う
せ
い

清
文
社

ハ
四
頁
。
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